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平成２２年塩尻市議会３月定例会 

総務環境委員会会議録 
 

○日  時  平成２２年３月１０日（水）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項   

議案第 １号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例及び塩尻市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部

を改正する条例 

議案第 ２号 塩尻市奈良井中町駐車場条例の一部を改正する条例 

議案第 ６号 公平委員会委員の選任について 

議案第 ７号 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少について 

議案第 ８号 松本広域連合を組織する地方公共団体数の減少、処理する事務の変更及び松本広域連合規約の変更に

ついて 

議案第 ９号 長野県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体数の減少について 

議案第１３号 平成２２年度塩尻市一般会計予算中 歳入全般、歳出１款議会費、２款総務費（１項総務管理費１４

目人権推進費及び１６目市民交流センター費を除く）、３款民生費中１項社会福祉費７目楢川保健福

祉センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、１０目後期高齢者医療運営費及

び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛生費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業

及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消防費、１２款公債費、１３款諸支出金、１４款予備

費、第２条債務負担行為、第３条地方債、第４条一時借入金、第５条歳出予算の流用 

○出席委員・議員 

委員長  森川  雄三 君        副委員長  山口 恵子 君 

        委員  古畑  秀夫 君          委員  金田 興一 君  

委員  小野  光明 君          委員  中野 長勲 君  

委員  古厩  圭吾 君          委員  白木 俊嗣 君 

議長  塩原  政治 君 

○欠席委員  

なし  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 
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事務局長    酒井 正文 君       議事調査係長  中野 知栄 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時００分 開会 

○委員長 おはようございます。少し時間は早いですけれども総務環境員会を開催したいと思います。委員の皆さんは

全員そろっております。これより開催したいと思います。初めに理事者からごあいさつがありましたらお願いをいたし

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 

○副市長 おはようございます。きのうから大変な大雪になりまして足元の悪いところ、また、雪かき等でお疲れのと

ころ御苦労さまでございます。きょう、あす、総務環境委員会をお願いしているわけでございまして、当委員会には、

条例案件２件、人事案件２件、事件案件３件、予算案件８件になります。特に平成２２年度予算等ございますので、そ

れぞれ担当の課長等から詳細な説明を申し上げますのでよろしく御審議いただきまして、お認めいただきますようお願

い申し上げまして、開会にあたりましてのあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、本日と言いますか、あしたもありますが、日程を副委員長のほうから

お願いをいたします。 

○副委員長 おはようございます。はじめに、本日、協議会とか視察は、今回は予定しておりませんのでよろしくお願

いいたします。 

本日の日程を申し上げます。当委員会に付託された議案は、別紙委員会付託案件表のとおりです。審議につきまして

は議案順ですが、まず１号から９号、１３号の１款議会費、２款総務費までを区切りとして審議をしたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 補足しますけれども、予算につきましては３つくらいに区切ってやりたいと思いますので、それだけ、ひと

つよろしくお願いをしたいと思います。それでは、早速、審議に入りたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例及び塩尻市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例 

○委員長 はじめに議案第１号塩尻市一般職の職員の給与に関する条例及び塩尻市職員の勤務時間及び休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明を求めます。 

○人事課長 おはようございます。それでは、私のほうから議案第１号について御説明申し上げます。お手元の議案関

係資料をお願いしたいと思います。議案関係資料の１ページをお開きいただきたいと思います。塩尻市一般職の職員の

給与に関する条例及び塩尻市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

まず提案理由でございます。労働基準法の一部を改正する法律が、この４月１日から施行されることに伴いまして、

国家公務員の給与法等が改正されることに準じまして、本市の条例を改正するものでございます。 

概要でございますが、まず（１）といたしまして、塩尻市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。

これは、今回の労働基準法の改正に伴いまして、国家公務員給与法が改正されたことに準じまして改正する内容でござ

いますが、概要といたしまして同一の職員が１カ月間６０時間を超える時間外勤務をした場合に、時間外勤務手当の支
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給割合を引き上げる内容でございます。 

（２）といたしまして、塩尻市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正ということで、これは国家公務員

の一般職の勤務時間休暇法の改正に準じまして改正する内容でございます。 

 概要といたしまして、先ほど（１）で時間外勤務手当に関して６０時間を超えた場合に割増を支給するということで

御説明申し上げましたが、この割増にかえまして正規の勤務時間において勤務をすることを要しない日、あるいは時間

を代休扱いに指定できるという内容のものでございます。 

具体的な内容につきましては、次の新旧対照表ということで、２、３ページをお開きいただきたいと思います。２ペ

ージの２２条の３項でございますが、内容的に少し複雑でわかりづらい内容かと思いますので、改正条文の要旨を御説

明申し上げますのでお願いしたいと思います。３項につきましては、１カ月の勤務時間が６０時間を超えた場合、超え

た時間分の時間外手当の一部を引き上げるという内容でございまして、通常、現在行っております支給率が、通常です

と時間外勤務１００分の１２５の率で支給しております。夜間につきましては、午後１０時から翌朝午前５時まで１０

０分の１５０の支給割合という形で支給しております。今回の改正に伴いまして、今、申し上げました支給割合にそれ

ぞれ２５％の上乗せをいたしまして、通常の時間外勤務手当につきましては１００分の１２５を１５０、夜間につきま

しては、１００分の１５０を１００分の１７５に引き上げるという内容でございます。ちょっと飛んで申し訳ございま

せんけれども、次の４、５ページをお開きいただきたいと思います。先ほど支給割合を上げるというふうなことで御説

明申し上げましたが、この支給割合を上げるかわりに代休扱いができるというふうな規定をしたものが、この４ページ

の勤務時間及び休暇等に関する条例の第５条の４を新設したことによりまして、代休扱いができるということを規定い

たしました。 

要旨といたしましては、先ほど申し上げました６０時間を超えた分について、超過勤務手当額の上乗せ支給にかえま

して、６０時間を超えた時間分を代休時間に換算いたしまして、通常の勤務日にその時間分を代休扱いができるという

ことを規定したものでございます。 

 恐れ入ります、また戻っていただきまして、３ページの第２２条の４項でございますが、ただいま申し上げました新

たな勤務時間条例の規定によりまして、その職員が代休をとった場合、この場合には、先ほど支給割合を上乗せすると

いふうなことで３項で御説明申し上げましたが、代休をとった場合につきましては、その前の３項にかかわらず、その

超過勤務手当２５％の上乗せ支給はしないという規定が、この第４項でございます。つまり通常の時間外手当の支給割

合１００分の１２５を出して６０時間を超えた分については、代休をとった場合につきましては、６０時間を超えた分

につきましても１００分の１２５のままの支給をするという内容でございます。 

 それから、５項につきましては、本市には該当者はおりませんけれども、再任用短時間勤務職員の、この関係の取扱

いを規定したものでございます。 

以下、ほかの条文の中で部分的な改正がございますが、これにつきましては、用語の定義の場所が変わったこと、あ

るいは、新たな規定が定められたことによる条文の整備、あるいは、文言の整備という形で整備する形のものでござい

ます。以上でございます。 

○委員長 説明をいただきました。これより質疑を行います。委員の皆さんから何かございますか。 

○古厩圭吾委員 現実にこの６０時間を超える勤務というのは、今の現状としてどのくらいあるのですか。 

○人事課長 直近の１年間を集計してみましたが、月平均で約１０人が６０時間を超えた勤務の状況にございます。以
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上です。 

○委員長 ほかにございますか。 

○中野長勲委員 これは一般職、市の職員ということだけれど、臨時職員だとか、そういった人たちの考え方はどうな

っているのですか。 

○人事課長 今回の改正につきましては、市の一般職、正規の職員ということでの改正でございます。なお、非常勤職

員につきましては、基本的には事務の補助という立場でございますので、超勤につきましてはできるだけ避けるという

ような形で取り扱いをしてきております。 

○中野長勲委員 できるだけ避けるということのようだけれど、いつまでも臨時職員、パートというのはそういう形で

いくわけですか。一般職、正規の職員は、こういった人勧の形で見直されていくのだけれど、なるべく、臨時、パート

については残業などをさせないということだけれど、その辺はどうなのでしょうか。 

○人事課長 今回の改正は、基本的に月６０時間を超えた場合という形になりますので、非常勤職員につきましては６

０時間を超えるという状況は、まずありえないと思います。もし、そういう状況があるとしますれば、非常勤の職員の

増員なりで対応すべき状況かと思いますので、基本的には６０時間を超えないということが基本かと思いますのでお願

いいたします。 

○中野長勲委員 そこで逃げてはダメだ。 

○委員長 よろしいですか。 

○中野長勲委員 いいです。 

○古畑秀夫委員 これは法律に基づいてということですが、結局、長時間労働で過労死とか、いろいろな問題があった

りして長時間労働をさせないことが一つの目的だと思うのですが、これでいくと６０時間を超えそうになったら代休を

与えた場合には、１００分の２５なり、１００分の５０なりという、いわゆる１００分の１００を引いて２５とか５０

というのは残るというか、手当として出すという解釈でいいわけかな。 

○人事課長 代休を与えた場合につきましても、例えば１０時間を超えた場合、７０時間勤務したという場合につきま

しても、７０時間分は１００分の１２５、ないし夜間であれば１００分の１５０は支給いたします。それプラス代休を

与えるというふうな形になりますので、今、委員さんがおっしゃられましたように労働時間の抑制ということで、基本

的には職員の健康管理が第一だということの中から、当然、超勤の手当の支給はいたしますけれども、その上乗せ分に

かえての代休を積極的にとってもらうということを基本に考えております。以上です。 

○古畑秀夫委員 代休をとった場合に１００分の１５０ではなくて１００分の５０だけのいわゆる超勤分をくれると

いうか、手当をくれるということですか。いわゆる出た部分で代休をとったとすると、そうすると１０時間出た、８時

間出たから１日代休で休んだということになると、そうすると１００分の５０だけの手当を支給して、あとは、代休で

与えるということですか。今の話だと１００分の１５０はそのままくれて代休とかと言ったが、その辺のところは。 

○人事課長 通常の勤務時間、夜間は１００分の１５０なのですが、通常の午後５時１５分から夜の午後１０時までの

勤務、時間外勤務につきましては１００分の１２５が支給になります。６０時間を超えた場合につきましても、同様に

１００分の１２５を支給いたしまして、６０時間を超えた分については、さらに代休を与える。もし代休が与えられな

い場合につきましては、１００分の１２５に２５％上乗せいたしまして１００分の１５０の支給をする。どちらか選択

というような形になりますので、基本的には従来どおりの１００分の１２５の支給は行われて、さらにその上乗せの支
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給をするのか、あるいは、代休を与えるのか、これは選択というふうな形になります。 

○古厩圭吾委員 その選択は、どちら側サイドでしていくということになるわけですか。 

○人事課長 先ほど申し上げましたように、今回の労働基準法の改正の趣旨といたしまして労働時間の抑制、あるいは、

長期の労働をした場合には、できるだけ体を休めろというのが基本的な趣旨でございます。したがいまして、選択と言

いますか、どちらかでいくわけなのですが、私どもといたしましては労働基準法改正の趣旨にのっとりまして、できる

だけ休ませる方向で考えさせていただきたいというふうに思っております。 

○副市長 誰がやるかということは、任命権者がやるということ。 

○人事課長 そうですね、任命権者の命令でという形になります。 

○古厩圭吾委員 そういうことなのだけれども、本人が休まないよということならば、それも優先されるということで

すか、そういう状態で。趣旨はそれなりに理解はできるのだけれども、それはどうなるのですか。 

○人事課長 細かい内容につきましては、職員係長のほうから御答弁させていただきます。 

○職員係長 附則等の中では、労働者側に選択権があるということに第一義的はなっております。ですが、組合のほう

とも交渉を進めまして、できるだけ、先ほど課長がお話しましたように体を休める方向で調整していただきたいという

趣旨でございます。以上です。 

○金田興一委員 一番心配するのは、月に６０時間を超えて働く職員という者は、それなりきに職責もあったり、忙し

い職場にいると思うのです。法の趣旨にのっとって、できるだけ勤務を軽減しなければならないということで代休を与

えなさい。ただ実態として代休は与えたけれど、ちょっとどうしてもここがわからないので来てくれやというような形

で職場に顔を出したり、あるいは電話連絡したりという、そういう実態には出ない部分というものが出てくるおそれと

いうものは、私は多分にあると思うのだけれど、その辺のところに対するどのような配慮を考えていますか。 

○人事課長 人事課といたしましては、庁内、トータル的な視点からその辺の管理をしていきたいと思っておりますけ

れども、当然、個別の部署につきましては課長等を中心といたしまして、できるだけ休んでもらうというふうな方向で

いきたいと思っておりますので、その辺は組合とも協議しながら、あるいは所属長への周知徹底も図りながらいきたい

と思います。これから規則の中で細かな関係は規定してまいりますけれども、その代休がとれる期間というのも、一応、

限定された内容にはなろうかと思います。ただ、そうしますと時期的にどうしても２カ月、３カ月、忙しくて代休がと

れないという状況が、当然、あろうかと思います。そのような部分につきましては所属長の判断のもとで、ある程度の

ゆるやかな運用を図ってまいりたいと思っておりますので、できるだけそういった形で代休をとらせる方向にしたいと

いうふうに考えております。以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

ないようですので、議案第１号塩尻市一般職の職員の給与に関する条例及び塩尻市職員の勤務時間及び休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例について、原案のとおり認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１号は、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２号 塩尻市奈良井中町駐車場条例の一部を改正する条例 

○委員長 次に議案第２号塩尻市奈良井中町駐車場条例の一部を改正する条例に移ります。説明を求めます。 
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○地域づくり課長 それでは、議案関係資料で御説明をさせていただきたいと思います。６ページをお開きいただきた

いと思います。議案第２号塩尻市奈良井中町駐車場条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。 

提案の理由でございますけれども、市の奈良井中町駐車場用地の一部を地元の公民館分館の建設用地として、市から

譲渡するにあたりまして、これにかかわる分筆登記を行ったことに伴うものでございます。 

条例の改正概要でございますけれども、この駐車場の位置、地番でございますが、これを改めるものでございます。 

なお、この条例の施行等につきましては、公布の日から施行をするものでございます。 

 次に、次ページの７ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。表中、下線部分でございますが、駐車場

の位置が、現行、塩尻市大字奈良井３４２番地１となっておりますけれども、今回の分筆によりまして枝番が１から６

となる改正でございます。以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長 それでは質疑に移ります。何かございますか。 

○小野光明委員 公民館用地ということで現行の駐車場は減るわけですけれど、対岸に広く、今度、整備されるのです

が、いわゆるこちら側というのは、地元の人にとって必要なものだと思うのですが、前の跡地の利用も含めてどのよう

になりますか。 

○地域づくり課長 もとの分館跡地につきましては、今回、市の駐車場として使っておりましたけれども、その中で約

１４台分がそちらのほうに移って、そちらのほうへ市の今までの駐車の方を移すというふうになっております。 

なお、そこへ建設した経過でございますけれども、先ごろ土砂災害防止法によりまして土砂災害警戒区域ということ

になりまして、やはり、地域の災害に対しての避難場所としては適当でないということから、今回の用地へお願いをし

たという経過でございます。以上です。 

○小野光明委員 １４台分というものは月極めで借りていた人がそちらに移ることで、駐車場としての、月極めで借り

ていれば、いわゆる利便性が低下するのですけれども、料金的には変わってくるのですか。 

○地域づくり課長 これにつきましては、昨日、移っていく方を対象としまして、説明会を地元で開催したということ

でございまして、今まで１台月２，５００円ということで、市のほうでは請求をしておりました。なお、地元としても

同額の、地元の駐車場も地元に貸しているわけですけれども、その駐車場もちょうど２，５００円という金額でござい

ますので、それでお願いをしたということでございます。以上です。 

○白木俊嗣委員 ３４２の１から６と言うけれど、この間の２、３、４、５というものは、それは土地があるわけです

か。 

○地域づくり課長 途中の番号については、ほかにそういう番号がありますので、今回は飛ばした形で載ってくる、そ

ういうことになります。したがって、今回の土地が３４２の１、そして５、６、７ということで４つに分れたというふ

うに理解していただければよろしいかと思います。以上です。 

○委員長 ほかにありませんか。ないようですので、議案第２号塩尻市奈良井中町駐車場条例の一部を改正する条例に

ついては、原案のとおり認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２号については、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第６号 公平委員会委員の選任について 
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○委員長 次に議案第６号へ移ります。公平委員会委員の選任についてを議題といたします。説明を求めます。 

○人事課長 それでは、議案関係資料の１５ページをお開きいただきたいと思います。議案第６号の公平委員会委員の

選任についてでございますが、提案理由でございます。公平委員会委員の選任につきまして、地方公務員法の規定によ

りまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 概要でございますが、現在、公平委員会委員につきましては、地方公務員法の規定に基づきまして委員３人でござい

ます。３人のうち新倉正雄氏が、この６月２１日で任期満了となります。それに伴いまして古田澄人氏を適任者と認め

選任しようとするものでございます。古田氏の略歴につきましては、次の１６ページのほうにございますが、現在、広

丘吉田のほうにお住まいでございます。以上よろしくお願いいたします。 

○委員長 質疑を行います。何かございますか。 

○小野光明委員 年齢をどうこう言うつもりはないのですけれども、こういった結果にも関係するのですけれども、年

齢要件と言いますか、あまりに何でも、どの辺を高齢と言っていいかあれですけれど、４年も任期がある中で、あまり

若い人だと職務をまっとうできないきらいがあるとは思うのですけれども、その辺、年齢要件等、厳格にはないかと思

うのですが、どのように考えていますか。 

○人事課長 今、御指摘のとおり年齢的なものの要件は特にございません。公平委員というお立場上、ある程度経験を

積まれた方というふうな見方もあろうかと思いますし、当然、御本人さんの人格についてももちろんそうでございます

し、御本人さんにつきましても、そのような意欲をお持ちの方でございますので、今回、適任者というふうなことで提

案をさせていただいておる次第であります。以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかにありますか。 

 ないようですので、議案第６号公平委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに御異議ございません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第６号公平委員会委員の選任については、全員一致をもちまして同意すべきものと決

しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第７号 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少について 

○委員長 続きまして、議案第７号長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少についてを議題といたします。

説明を求めます。 

○総務部長 それでは、議案説明資料の１７ページをお願いいたします。長野県市町村自治振興組合につきましては、

長野県の全市町村が加入している組織でございます。概要に書いてありますように、この３月３０日をもちまして波田

町が脱退すると、こういうものでございますので、市町村数が減少という形になります。そういうことの議案でござい

ますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 委員の皆さんから質疑があればお出しいただきます。 

○中野長勲委員 それで波田町が抜けると、いくつになるわけですか。 

○行政係長 市町村数につきましては７７市町村になります。市が１９、町が２３、村が３５となります。よろしいで

すか。 
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○小野光明委員 自治振興組合側からすると数が減っていくことは、逆に自治が振興しなくなると思うのですけれど、

どうなのですか。 

○総務部長 それを言われても何とも。そもそもの、このやっている共同事務を処理している自治につきましては、自

治会館の設置と管理運営に関する事務と、もう１つは、電子自治体の推進に関する事務をこの振興組合はやっています。

そういうことですので、全市町村が加入ということでございますので、数が減っていけば、その中でやっていくという

ことになりますのでお願いします。 

○委員長 よろしいですか。 

○小野光明委員 はい。 

○委員長 ほかに。ないですかね。 

 ないようですので、議案第７号長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少について、原案のとおり認める

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第７号は全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 議案第８号 松本広域連合を組織する地方公共団体数の減少、処理する事務の変更及び松本広域連合規約の変更に 

ついて 

○委員長 続きまして、議案第８号松本広域連合を組織する地方公共団体数の減少、処理する事務の変更及び松本広域

連合規約の変更についてを議題といたします。説明を求めます。 

○企画課長 議案資料の１８、１９ページをお開きいただきたいと思います。先ほど議案第７号の趣旨に基づきますけ

れども、同様でございますが、１番の提案理由といたしまして、平成２２年３月３１日付で波田町が松本市に合併する

ことに伴いまして、松本広域連合長から協議が求められたことに伴いましての議会の議決をお願いするものであります。 

 概要でありますが、１番といたしまして、この３月３０日をもって松本広域連合から東筑摩郡波田町が脱退するもの

であります。したがいまして、現在の９市町村の組合数から８市村に変更するものであります。 

 ２番目でありますが、松本広域連合の処理する事務から国の指針によりまして、ふるさと市町村圏計画に関する事務

を削って、松本地域の広域行政の推進に関する事務及び松本地域ふるさと基金事業の実施に関する事務を加えるもので

あります。 

３点目でございます。この脱退に伴います議員定数、あるいは、経費の負担割合等についての規約を変更するもので

あります。規約の新旧対照表につきましては、後ほど説明させていただきます。 

４番の規約の施行等でありますが、この３月３１日から施行するものでありまして、ただし、処理する事務の改正規

定につきましては、新年度から４月１日からの施行とするものであります。 

 では、新旧対照表に沿いまして概要を説明させていただきます。１９ページのほうをごらんいただきたいと思います。

主な内容は先ほど申し上げましたとおり、波田町の松本市の合併に伴いましての脱退ということで、市町村という文言

を市村に変更するものであります。 

 ２番目といたしまして、国の指針によりますふるさと市町村圏計画をここで廃止して、広域計画に添った必要な改正

をするものであります。 
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 ３点目でございますが、別表等で負担金の割合を改める、改正するものでありますのでお願いいたします。 

 第２条でございますが、波田町を削りましての関係市村に改めるものであります。 

 第４条でございますが、その広域連合に掲げる事務といたしまして、先ほどの説明のとおり、ふるさと市町村圏計画

の内容等を削りまして、改正案といたしまして第１号ですが、松本地域の広域行政の推進に関する事務、第２号では、

松本地域ふるさと基金を活用する事業の実施に関する事務へ改めるものであります。 

 第５条で、広域計画の項目でありますが、前条、第４条の趣旨に沿った内容で、第１号、第２号を改めるものであり

ます。以下、関係市村等に改めるものであります。 

 ２０ページのほうをごらんいただきたいと思います。第７条でありますが、波田町からの議員の分が減で、議員の定

数を２６人から２４人に改めるものであります。議員の選挙の方法につきましては、４号でありました波田町の部分に

ついては削られた内容であります。 

 第１１条、執行機関の組織でありますが、副広域連合長を８人から７人に改めるものであります。 

 次の２１ページにいきまして１８条の経費の支弁の方法でありますが、これにつきましては、後ほど別表１、２で説

明をさせていただきます。 

 次、２２ページのほうをごらんいただきたいと思いますが、今まで規約の１９条でふるさと市町村圏基金の設置をし

ておりましたが、これにつきましては基金条例がございますので、現在のところそちらのほうで解釈ということで、規

約のほうからは削るものであります。 

経費の負担の内容でございます。別表第１でございますが、まず、３市、松本市、塩尻市、安曇野市に関係した均等

割は変更ございません。 

次に東筑摩郡の各村につきましては１つなくなりますので、６から５ということで、５で除して得た額という内容に

なります。 

７項の介護認定申請にかかわるものにつきましても、同様に８市村になりますので９分の１から８分の１という変更

になります。第８の項も同様であります。 

次に２４、２５ページをお開きいただきたいと思います。別表第２、消防の関係に関係した経費負担の内容でござい

ます。こちらも共通経費としましては、当市としては変更するものではございません。市町村を市村に改めるものであ

ります。署処設置経費につきましても同様であります。以上でありますので、よろしく御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○委員長 質疑を行います。委員の皆さんから御質問があればお出しください。 

○白木俊嗣委員 これは今、負担割合は変わらないと言ったけれど、金額的にはどのくらいふえるわけですか。 

○企画課長 塩尻市としましては、そんなに大きな変更等はございません。市町村負担金で、後ほど一般会計の予算で

計上させていただいておりますが、議会費、総務費等につきましては特に変更するものではございませんし、民生費の

ほうにつきましても、どちらかというと実績額、介護認定の審査事務、あるいは障害認定の審査事務分が影響するもの

ですから、それが８分の１になっても費用としては、予算としては２，０００円程度しか変わっておりません。あと、

特に東筑摩郡等は影響しておりますが、市のほうにつきましては、当市につきましては、さほど影響というものはござ

いません。 

○白木俊嗣委員 だけれども、これを考えたら波田町の分を村にみんな負担させるといっても、塩尻市は２，０００円
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ばかりで済むなどと、そのようなことで済むと思いますか。広域の関係、消防もみんなあるけれど、それぞれみんな、

波田だって相等の金額から負担していたでしょう。それは、だけれど、村にみんな負担させて、市町村には影響はない

と言うが、それは少しおかしくないか。それは、影響は出てくると思うよ。 

○企画課長 均等割につきましては、当然ながら額は変更しております。それにつきましての額というものは、今度、

８で割り返すものですから負担金の変更として、増減としては、平成２１年度に対しての平成２２度では、当市として

は１，３００万円の変更はありますが、これは、それぞれの全体の事務経費での総額での変更であるものですから、一

概には負担割合が変更というわけでもございません。多少の、やはり変更というものはございます。 

○白木俊嗣委員 私は理解できないけれど、それでは波田町は、今、消防だけでもどのくらい負担しているのか。これ

は松本市がみんな、松本市に合併するから松本市が全部背負うというならわかるけれど、そのようなわけにもいかない

と思う。均等割があって、そしてあと人口割があったりするから、当然、負担は出てくると思う。 

○企画課長 現在のところは、波田町は全体で、負担金合計で１億５，０００万円ほどであります、消防費まで含めま

して。そのうち消防費だけで１億４，０００万円くらいであります。 

○白木俊嗣委員 それが、ほかの市なり村に割り振りになってくるのではないのか。ならないのか。松本市がみんな一

手に背負ってくれるわけか。 

○企画課長 基本的に人口割の部分につきましては、松本市へ波田町としては合併になるものですから、影響としては、

その均等割の部分になってくるのですが、ただ、均等割のこの負担割合表を見ていただいたとおり、均等割の部分とい

うものは全体の１０分の３というような指数なものですから、その影響額というものは、それほど当市にとっても大な

るものではない。ただ、実績とか人口割の部分は、当然ながら松本市さんのほうへは、その分は乗りますし、あるいは、

均等割の部分も、今まで東筑が６つでやっていたので、その分は、東筑のほうへは均等割で出てくる。以上です。 

○白木俊嗣委員 よくわからない。それはどこかに表があるわけか。ただ、私は今、ふと思うに、例えば高速道路の関

係で、各町村に割り振られたのがあったではないですか。あれも各町村、６００万円だか９００万円くらいの割り当て

があったのだよね。それだけでも、各町村なり市町村の均等割なものだから、その額だけでも減ってくれば、それは全

部松本市がくれるわけか。 

○企画課長 消防費のほうは、委員さんがおっしゃるように、そういった実績によって共通経費のほうから、救急業務

の関係だとか、そういったものは確かにあります。ただ、それについてというものについても、財源的には普通交付税

の需要額で後ろ盾したいと思うのですけれども、実績の部分と全体額についても松本市のほうへ全体割合が伸びてくる

というような状況です。 

○白木俊嗣委員 それでは、実質的には、塩尻市はそんなに負担額はふえないということだね。後でまた、ふえるなど

と言わないでくれ。 

○委員長 ほかにございますか。 

 ないようですので、議案第８号松本広域連合を組織する地方公共団体数の減少、処理する事務の変更及び松本広域連

合規約の変更について、原案のとおり認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第８号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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議案第９号 長野県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体数の減少について 

○委員長 引き続きまして議案第９号に移ります。議案第９号長野県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体

数の減少についてを議題といたします。説明を求めます。 

○市民課長 それでは、議案関係資料２６、２７ページをお願いします。議案第９号長野県後期高齢者医療広域連合を

組織する地方公共団体数の減少につきまして御説明を申し上げます。 

提案の理由につきましては、長野県後期高齢者医療広域連合長から協議を求められました広域連合を組織する地方公

共団体数の減少につきまして、地方自治法第２９１条の１１の規定によりまして議会の議決をお願いするものでありま

す。 

概要につきましては、先の議案第７号、第８号と同じく、東筑摩郡波田町が松本市に編入合併することに伴い、長野

県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体数が減少するものでありますのでお願い申します。以上です。 

○委員長 説明資料は２６ページだけでよろしいですね。 

○市民課長 済みません、２６ページです。 

○委員長 それでは質疑を行います。ございますか。 

 ないようですので、議案第９号長野県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体数の減少について、原案のと

おり認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第９号については、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。 

 ここで１０分休憩します。 

午前１０時４１分 休憩 

――――――――――― 

午前１０時５１分 再開 

○委員長 おそろいでありますので再開したいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１３号 平成２２年度塩尻市一般会計予算中 歳入全般、歳出１款議会費、２款総務費（１項総務管理費１４

目人権推進費及び１６目市民交流センター費を除く）、３款民生費中１項社会福祉費７目楢川保健福祉

センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、１０目後期高齢者医療運営費及び

４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛生費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及

び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消防費、１２款公債費、１３款諸支出金、１４款予備費、

第２条債務負担行為、第３条地方債、第４条一時借入金、第５条歳出予算の流用 

○委員長 続きまして議案第１３号の平成２２年度塩尻市一般会計の審議をするわけでありますけれども、質疑がおそ

らく膨大になると思います。ぜひとも明瞭な質問、討論、簡潔にしていただきたいということが１点、それから、委員

長が指名した方のみの発言とさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。それから先ほども冒頭、説明も

いたしましたけれども、この質疑にあたりましては３つに区切って行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

はじめに歳出の議会費、それから総務費の委員会付託部分、これを一区切りにしたいと思います。それから２回目とい

たしまして、民生費、衛生費、その他当委員会に付託された部分を２回目の審議とさせていただきます。そして３回目
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に歳入全般ということで審議を進めてまいりますので、どうかよろしくお願いをいたします。その間、職員の皆さん、

関係ない場合は退室されて結構でございますので、その点は、また柔軟な形の中で出入りのほうをお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、平成２２年度塩尻市一般会計予算、歳入全般、歳出に関しましては当委員会に付託された部分の審議をこ

れから行います。最初に説明を求めます。 

○人事課長 それでは議会費の説明に入ります前に、人件費につきまして各科目に共通した内容がございますので、私

のほうで一括説明をさせていただきたいと思いますのでお願いいたします。人件費につきましては、該当科目ごとに給

料、手当、それから共済組合負担金、あるいは嘱託員報酬、社会保険料等をそれぞれ計上してございますが、総体的に

昨年８月の人事院勧告によりまして、議員の皆さん、それから理事者の特別職につきましては、期末手当が前年と比べ

まして０．２５カ月、それから一般職につきましては月例給で平均０．２％、期末勤勉手当で０．３５カ月、それぞれ

減額の予算となってございます。したがいまして、基本的には、人件費につきましては減額の計上となっておりますの

で御理解いただきまして、以下、人件費につきましては、各課長からの説明は省略させていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

○議会事務局次長 予算書７２、７３ページをお開きいただきたいと思います。１款議会費ですが、右側の説明欄で御

説明させていただきますのでお願いしたいと思います。上から３つ目の白丸、議会活動費中、上から５つ目の黒ポツに

なります。費用弁償４４４万８，０００円ですが、各種会議に出席、あるいは各委員会視察等に要する経費であります。

視察費の一部見直しとか、あるいは広報委員会の視察が２年に一度となることで、前年対比８７万円余くらいの減額と

なっております。 

 それから４つ下になりますけれども印刷製本費２２９万円につきましては、議会だより発行に要する経費となってお

ります。 

 それから７つほど下になりますが、会議録作成委託料３９３万５，０００円につきましては、本会議、あるいは委員

会の会議録等を作成する経費でございます。 

 それから下から２つ目になります。姉妹都市議会との交流会開催地元負担金１０万円につきましては、来年度は南伊

豆町が来塩することになっておりますので、それに要する費用でございますのでお願いをしたいと思います。以上です。 

○総務部長 ７６、７７ページをお願いいたします。７７ページの一番下の白丸ですけれども一般管理事務諸経費でご

ざいます。３，７００万円余でございますけれども、前年と比較いたしまして５００万円ほど減額になっております。

５００万円の内訳でございますけれども、後ほど説明いたしますけれども、自動車等借上料で３００万円ほど減であり

ますし、もう１点は、５０周年記念地区の連携イベント助成金が２００万円ほどございましたので、その分の減額でご

ざいます。 

 それでは７９ページをお願いいたします。上から２つ目の自動車等借上料でございますけれども、リースの満了、あ

るいは、再リースによりまして、先ほど言いました３００万円ほど減額になっております。以上です。庶務課は以上で

す。 

○秘書広報課長 その下の白丸をお願いいたします。秘書事務諸経費でございます。これにつきましては、通常の秘書

関係の事務経費でございまして、前年比で言いますとマイナスの６．７％、４５万１，０００円ほど減額でございます。

大きいものとしましては、旅費の関係、交際費の関係がございますけれども、これも当初の予算編成方針どおり減額計
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上させていただきまして、旅費で１３万７，０００円、交際費で１６万円ほど減額計上ということの中での計上をさせ

ていただいております。 

 あと各種負担金等につきましても、昨今の経済状況がございまして、各団体ともほぼ前年並ということで来年度も計

上をさせていただきます。 

 一番下、信州塩尻会事業負担金でございますけれども、こちらにつきましては、東京、名古屋、関西とございますけ

れども、平成２２年度につきましては、関西が開催されるということの中での４０万円ということの中で計上させてい

ただきます。以上であります。 

○総務部長 その下、庁舎施設管理費でございます。前年と比較いたしまして７００万円ほど減額でございます。内訳

といたしましては、緊急経済対策のために庁舎等改修工事で５００万円ほど前倒しをさせていただいておりますので、

それからもう１点、営繕修繕料の前倒しが３００万円ほどございます。 

 特に変わったところにつきましては、８１ページをお願いいたします。黒丸の下から５つ目に電力デマンド監視情報

配信委託料４万５，０００円がございます。中部電気保安協会に委託をするものでございますけれども、これにつきま

しては、改正省エネ法が平成２２年４月１日から動き出します。そのために平成２１年度中に、市役所全体で年間のエ

ネルギー使用料がどのくらいあるかという把握を現在してございます。それで、平成２１年度中に１，５００キロリッ

トル以上あった場合には、エネルギー使用状況届出書というものを提出しなければいけないことになります。それを届

け出ますと、エネルギーの管理統括者とか管理企画推進者、あるいは、管理者、管理員という、この者を届けなければ

いけないことになります。あわせまして定期報告書、あるいは、中長期の計画書の提出が義務づけられるということで

ございますので、今言いました４万５，０００円を中部電気保安協会に委託したいと、そのかかる装置につきましては、

協会のほうで提供していただきますので、その分のデータをそういう形のもので使いたいというものが１点。 

 それから黒丸の２つ目の議場放送設備の借上料でございます。御存じのように昭和６０年に改修をして以来、議場の

放送設備は２４年経過ということでございまして、交換部品も在庫がないというような状況でございますので、いつ壊

れてもおかしくない状態でございますので、５年リースで対応したいというものでございます。期間的には６月議会終

了後に手をつけたいということで、この中の借上料につきましては８カ月分だけ予算化をしてございます。あとは債務

負担行為でやっていくという状況でございます。 

 その下の１つ下の丸ですが、一般管理事務負担金につきましては、前年より３万円ほど減になってございます。これ

は会議出席負担金とか、協会の負担金の見直しでございます。 

 それから平和祈念事業につきましては前年と同額でございまして、費用弁償につきましては、各中学校２人６校とあ

と先生が１人でございます。１３人分の費用弁償をみているという状況でございます。以上でございます。 

○委員会事務局長 同じくその下にございます固定資産評価審査委員会費２０万８，０００円でございますが、委員会

は固定資産の課税台帳の登録価格につきまして、不服の申し立てがあった場合に審査するもので、その事務費でござい

ます。 

１つ目の委員報酬３人分につきましては、日額９，５００円にて計上しているものでございます。その下の委員の退

任記念品代につきましては、委員のうち、お一人が７月に任期満了となるものでございます。以上でございます。 

○秘書広報課長 一番下の丸でございます。都市交流事務諸経費でございまして３９万３，０００円でございます。前

年比１０万円ほどの減額でございますけれども、黒ポツの一番下、都市交流協会補助金を前年比１０万円の減とさせて
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いただきました。姉妹都市、友好都市との交流に要する経費でございますけれども、効率的な執行に努めてまいりたい

と考えておりますのでお願いします。以上でございます。 

○人事課長 次の８２、８３ページをお開きいただきたいと思います。８３ページの一番上の白丸、職員支援事務諸経

費でございます。このうち一番上の退職職員等記念品代につきましては、年度末までの退職者及び２０年の永年勤続職

員に対します記念品代でございます。 

 ４つほど飛びまして公金総合保険料、これにつきましては公金の盗難等に対する保険料という形で、人口規模により

まして保険料が決まっておりまして、今年度の人口の６万８，５００人を基礎といたしまして、1人当たり２円３０銭

の掛金となっております。 

 その下、職員採用試験事務委託料、これにつきましては職員の採用試験にかかわります委託料ということで、日本人

事試験研究センターのほうに委託するものでございまして、教養試験、専門試験、職場適応性検査の委託料でございま

す。 

その下のＩＤカード作成委託料、就業管理システム保守委託料、就業管理システム使用料、これにつきましては、職

員の出退勤の管理ということで職員証の作成、あるいはカードリーダー等の補修委託料の予算でございます。以上です。 

○総務部長 その下の文書事務費でございます。前年と比べて２８万円の減でございます。下から２つ目の例規管理シ

ステム委託料につきましては、前年は４６０ページございましたけれども平成２２年度は４００ページということで、

この分の減額が主なものでございます。 

その下のパソコン等使用料が新規でございまして、情報ソフトの使用料ということで、Ｅ例規というものでも対応し

たいと、要は、国から準則がおりてくるのが遅いものですから、それをいち早く取りたいということで予算化をさせて

もらってありますのでよろしくお願いをいたします。以上です。 

○秘書広報課長 その下の白丸、広報広聴活動事業費でございます。これは活動に要する経費を計上させていただきま

すけれども、前年比でおよそ１３７万円ほどの減という形でございます。大きなものを御説明いたしますけれども、印

刷製本費の関係で、発行しております広報しおじりのページ数の見直しと、７月１日号でいつも折り込んでおりますけ

れども、市長への手紙の関係でございます。これらの発行方法について少し見直しをさせていただきまして、印刷経費

で９０万円ほどの減でございます。 

 あと、オフトーク等放送広報料がございますけれども、こちらに伴いまして、大体ここも２０万円ほどの減でござい

ます。 

 シルバー人材センターのほうへは、広報の仕分けと配布委託をしておりますけれども、こちらにつきましては人件費

等がほとんどでございますので、これらについては減額計上できませんでしたので、ほぼ同額という計上をさせていた

だきました。 

次のページ、８４、８５をお願いいたします。あと、こちらのページは、委託、使用料の負担金等でございまして、

見直しの対象となるものが少ないわけですけれども、その中でもオフトークの使用料につきましては、設置台数を見直

させていただきまして、多少の減という形をとらさせていただきました。以上であります。 

○会計課長 続きまして、その下の会計事務諸経費をお願いいたします。総額で１８２万６，０００円でございます。

前年度との相違点でございますが、黒ポツの一番下、備品購入費でございますが、これは、今年度計上させていただき

ました。今、金融機関や社外データをパソコンから送っておりますけれども、今、使っているソフトは容量が限られて
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おりまして、またより多くのデータが、この度の新しいパソコンソフトを買いたいというものでございます。 

 それともう１点、窓口にレジスターを１台、購入をお願いしたものであります。以上でございます。 

○財政課長 次の財政管理事務費は事務にかかわる消耗品等でございます。その下の市民公募債発行事業につきまして

は、しおじりワイン債の発行２億円にかかわる経費でございまして、購入者、抽選になりますが、景品代５７万２，０

００円、また、取り扱い金融機関への発行事務手数料といたしまして１９５万６，０００円、景品の郵送料１２万４，

０００円を計上させていただいたものでございます。 

 次の８６、８７ページ、財産管理事務諸経費でございますが、この経費中下から２つ目の黒ポツ、市有物件災害共済

会返還金につきましては、平出遺跡復元住居火災がございました、この加害者の損害賠償金で５２万円を計上したもの

でございます。 

 次の基金積立金中、下から４つ目の合併振興基金元金積立金につきましては、平成２１年度と同額の５，０００万円

を積み立てるものでございます。 

 次のページの土地開発基金繰出金につきましては、利子の積み立て分４９万５，０００円を計上するものでございま

す。以上でございます。 

○企画課長 ６目企画費についてでありますが、予算の説明資料で７ページのほうでありますので、お開きいただきた

いと思います。平成２２年度では、全体で２，０２３万５，０００円を計上させていただきました。前年度対比では、

５７７万６，０００円の減であります。これは、主に地域振興事務諸経費を地域づくり振興費に統合したことや、産学

官共同研究推進事業、あるいは、市制施行５０周年記念事業の減によるものであります。 

 予算書８９ページのほうで説明させていただきます。２番目の企画事務諸経費のうち行政評価システム運用委託料２

８５万６，０００円を計上させていただきました。後期基本計画がここでできあがるわけなのですが、それに伴いまし

て、評価システムの改善、あるいは市民評価としてのアンケート等の実施によるもので、この財源といたしましては、

８８ページに県支出金がございますが、この緊急雇用の創出事業の補助金を充てて行うものであります。 

 次のふるさと寄付金ＰＲ事業委託料３５１万８，０００円につきましては、本会議の石井議員さんの質問にもありま

したが、本市の魅力を広く発信し、ふるさと寄付金の制度や意味、あるいはコンテンツを作成するなどして塩尻市を広

くＰＲし、寄附金の拡大を行うものであります。これも先ほど同様、その財源を緊急雇用創出事業補助金として１０分

の１０を計上させていただいております。 

 １つ飛んで先ほど御審議の中にもありましたが、松本広域連合負担金であります。これは、議会と総務費分として１，

１９７万７，０００円を計上させていただいたものであります。昨年度と比較し１３８万円の増となっております。 

 次に未利用地等対策事業であります。この枠全体で１１８万３，０００円を計上させていただいております。中の黒

ポツの下から４つ目になりますが、旧人材育成エリア等維持管理委託料３４万１，０００円を計上させていただきまし

た。これにつきましては敷地内の周辺、あるいはトイレの清掃等、シルバーへ委託して、あるいは塩尻マレット協会に

その清掃業務等管理業務を委託して行う経費であります。 

 その次の柿沢苗圃跡地維持管理委託料２２万７，０００円でございますが、これにつきましては、当該用地の周辺の

草刈りを委託して行うものであります。 

 その下、トイレ借上料２２万１，０００円につきましては、先ほどの旧人材育成エリアのトイレのレンタル、借り上

げの費用でございます。以上です。 
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○情報推進課長 ７目情報開発費について御説明申し上げます。予算書につきましては、８８、８９ページをお願いし

ます。予算関係資料につきましては、８、９ページをお願いします。 

 情報開発費につきましては、前年対比で２，５００万円余減額となっておりますが、主なものとしましては、リース

料、５年のリースが切れたものについて、完了したものについて再リース等で対応しているもの。それから、平成２１

年度で行いましたＳＢＣシステムのバージョンアップ経費、それから情報プラザの指定管理委託料のところから６００

万円ほど減額になっておりますが、これにつきましては、ＩＴ基礎講座が平成２２年度から市民交流センターの事業と

なったため、そちらのほうに予算を移管してあります。 

 それでは、８９ページ、一番下のところの住民情報等電算処理システム運用事業についてお願いします。主なものと

しましては、下から２番目の黒ポツ、パンチオペレート業務委託料ですが、これにつきましては、パンチャー２人分の

経費でございます。なお、２人のうち１人は週３日という、データ等が減少してきたために勤務日も減少してございま

す。 

 次のページ、９０、９１ページでお願いしたいと思います。上から４つ目の黒ポツですけれども電算機器使用料です。

これにつきましては、中央処理装置等、それから磁気リース等のリース料が主なものでございますけれども、これにつ

きましては、前年対比で３４０万円余減額となってきております。 

 次の白丸ですけれども、行政情報等ネットワークシステム整備事業ですけれども、これの主なものとしましては、下

から２番目のパソコン等使用料、これにつきましてはパソコンが２１６台、プリンターが６１台ほかのリース料でござ

います。財務会計等システム使用料につきましては、市のホームページのシステム、財務会計、人事給与、グループウ

ェア等のソフトウェア関連等のリース料でございます。 

 次の白丸ですけれども、塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業ですけれども、先ほど御説明いたしましたように、

ＩＴ基礎講座６００万円は指定管理料から減額となっております。真ん中より少し下のところにあります指定管理料が、

今年度は７，４００万円余ということでございます。その下のパソコン等使用料ですけれども、これは、情報プラザに

あります庁内用のネットワーク機器、あるいはサーバ等の借上料でございます。 

その下の黒ポツ、電柱共架料ですが、これにつきましては、光ケーブル等を中電の電柱、あるいはＮＴＴの電柱を借

りて、買って預けて、それの共架料ということでございます。一番下の電線共同溝事業負担金につきましては、これは、

国道１９号の共同溝の負担金でございます。 

 次の白丸、電子市役所構築事業ですけれども、２番目の黒ポツ、パソコン保守点検委託料、これにつきましては、シ

ステムの補修等の委託料でございます。１つ飛びましてＳＢＣサーバ等使用料、これにつきましては、ＳＢＣサーバ、

あるいは、端末４５０台ほかの使用料でございます。その下の総合行政ネットワーク運用負担金につきましては、県の

高速ネットワークの負担金、それから県の電子認証システムの負担金でございます。 

 次のページの白丸ですが、情報処理システム再構築事業につきましては、住民情報等システム保守委託料が１，１０

０万円余、それから電算機器使用料が１億４００万円余という概要予算額でございますが、内容としましては、平成１

９年度から再構築事業の運用が始まっておりまして、これの平成１９年度は税システム、平成２０年度が住民記録シス

テム等を行ってきております。なお、平成２２年度につきましては、福祉医療、保育料等を予定しております。私から

は以上です。 

○地域づくり課長 同じページ、９２、９３ページをごらんいただきたいと思います。予算資料は１０ページからです。
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８目地域づくり振興費のうち一番上の白丸、地域づくり推進事業でございます。主な内容でありますが、地域づくり課

の臨時職員賃金とふれあいのまちづくり事業補助金でございます。このふれあいのまちづくり補助金４６１万２，００

０円でございますけれども、これは地区及び区が行う地域づくりのための事業に対して交付するものでございまして、

本年は、地区の史跡の手入れ、また、地区の運動施設の改修、また、防災マップの作成など総額で７３８万円の事業に

対して交付をするものでございます。 

 その次の白丸、コミュニティ施設等整備事業でございます。これも予算資料の１０ページでございます。防犯灯の新

設と維持改修を予定している１５５灯分、１８１万５，０００円。また、指定防犯灯の電気料の補助といたしまして６

１１灯分、３１１万７，０００円、それと集会所１カ所の改修補助金として３２万円を支出するものでございます。 

 次にその下の白丸、行政連絡諸経費でございます。一番上の黒ポツ、行政連絡長報酬６６人分、２，９２０万７，０

００円でございますが、これは、各区長さんに行政連絡長をお願いしているところでございますが、年間報酬といたし

まして均等割で２４万円、また、世帯割の合算によりまして、上限を６０万円として報酬をお支払いするものでござい

ます。なお、平均でお一人約４４万円の平均となっております。 

 次に黒ポツの下から４番目の行政連絡委託料１，７１２万１，０００円でございますが、これは行政連絡活動費、こ

れは区長さんへの委託でございますけれども、３７０円に住民基本人口を乗じた額、約９１０万円でございます。それ

と行政連絡事務費、これは組長さんへの委託となりますけれども、３９０円に広報の実配布数を乗じた額８００万円を

それぞれお支払いするものでございます。 

 その下の一番下の白丸でございますが、地域審議会事務諸経費でございます。これは、楢川地域審議会の委員２０人

おいでになりますが、この３回分の委員報酬でございます。 

 ページをめくっていただきまして、９４、９５ページ、９目支所費でございます。経費におきましては、９５ページ

の一番上の白丸、片丘支所管理運営費をもとにいたしまして、各支所ともほぼ共通でございますので、これで説明をさ

せていただきます。真っ先の臨時職員賃金でございますが、これは支所の窓口に配置をしております職員の賃金でござ

います。１日当たり６，１００円、年間２０９日分を支給するものでございます。なお、北小野支所でございますけれ

ども、ここは老人福祉施設を併設してございますので、ボイラーと施設管理を含め２人体制となっております。また、

他の支所の窓口につきましては、吉田支所は、嘱託、臨時それぞれ１人、その他の支所につきましては、臨時１人が窓

口対応となっております。 

 その下の普通旅費、消耗品費以下、車両重量税までは、支所の通常の維持管理費並びに地域振興活動費にかかわる経

費でございます。この中で前年と多少変わるところでございますが、黒ポツ、下から４番目ファクシミリ使用料でござ

います。昨年までは、支所のファクシミリ、本庁との窓口業務でやり取りをしていましたが、コンピューターネットワ

ークの構築によりまして、その機能が薄れましたので、支所の事務のみに主に使われることから、本年度、市民課対応

から各支所対応とさせていただきました。以上でございます。 

○くらしの相談室長 予算書１０４、１０５ページをお願いいたします。予算説明資料につきましては１８ページです。

まず白丸の生活支援対策費ですが、今年度１２０万円増額となっておりますけれども、主なものにつきましては臨時職

員賃金の賃金を人事課から担当課に変更されているものであります。 

上から４つ目の黒ポツの印刷製本です。これはことし初めて出てきますけれども、ワイン講座用のパンフレットを購

入するという経費２１万５，０００円を盛ってあります。あと一番下の黒ポツ、消費者団体補助金でありますが、これ



 18 

は塩尻市消費者の会への補助金として交付するものです。 

 続きまして１０６、１０７ページをお願いいたします。生活支援活動費ですが、シチズンサポーター報酬並びに社会

保険料１人分が、上から２つ組み込まれております。また、上から４つ目の黒ポツの法律並びに特設合同相談員謝礼で

すが、これは法律相談が弁護士３人で３１回分、また特設合同相談におきましては、弁護士２人並びに行政相談員３人

分の謝礼となっております。 

あと下から３つ目の郵便料ですが、これはグローバル情報誌、外国語の情報誌でありますけれども、それを発行する

郵便料です。 

自動車借上料、これにつきましては、弁護士の帰りのタクシー代を定例相談８回、特設相談１回分の６万１，０００

円を盛らせていただいてあるものであります。以上です。 

○人事課長 それでは１０７ページの後半部分、１１目の職員厚生費でございます。まず最初の白丸、嘱託医報酬につ

きましては労働安全衛生法に基づきまして、雇用者が５０人以上の職場につきましては、嘱託医の設置義務が課せられ

ておりまして、引き続き田村内科医院に嘱託医としてお願いするものに対する報酬でございます。 

 その下の白丸、職員健康管理・福利厚生費ですが、下から２つ目の黒ポツ、健康診断料、これにつきましては、やは

り労働安全衛生法によりまして、職員の健康管理の面からの診断が義務づけられておりまして、ヘルススクリーニング、

循環器系検診、あるいは人間ドック、いずれかを年１回受診していただくということで決められております予算でござ

います。 

その下のメンタルヘルスカウンセリング委託料でございますが、これにつきましては、従来から産業カウンセラーの

方に月々委託いたしまして、カウンセリングを行ってきております。最近の傾向といたしまして、やはりメンタル的な

部分から健康を害するというふうな職員がふえてきているということをかんがみまして、できるだけ予防するという段

階からメンタルヘルスに取り組んでまいりたいという考え方の中で、２４時間健康相談のための専門家へのフリーダイ

ヤルを設置することで予算計上をさせていただきました。文字どおり２４時間、塩尻市にあてがわれますフリーダイヤ

ルを電話いたしますと、そちらの専門家が待機しておりまして、それに質問に対する回答が寄せられるということで、

外部の保健師等嘱託も含めまして、かなり外部の職員につきましては、従来からのメンタルヘルス受診というものが、

なかなか受けづらいという状況もございます。したがいまして、こういったフリーダイヤルの設置によりまして、健康

面の予防に役立てればということで予算計上させていただいたものでございまして、職員の対象といたしましては正規

職員、嘱託員を対象とした内容にしてございます。 

 その下の白丸、職員共済組合補助金、この補助金につきましては、年々見直しをかけさせていただいておりまして、

新年度の予算につきましては、前年度対比、約半額近くまで減額させていただいております。内容的には職員の体育部

の育成費、それから食堂の営繕修繕費を盛り込んだ内容となっております。 

 次、めくっていただきまして１０８、１０９ページ、１２目の職員研修費でございますが、１０９ページの一番上の

白丸の２つ目の特別旅費につきましては、県への派遣職員の旅費、それから各種研修会への出席に対します旅費という

ことで特別旅費を計上させていただいてございます。２つ飛びまして研修委託料につきましては、研修コンサルタント

への委託料でございます。その下、諸研修会参加負担金につきましては、市町村アカデミー、あるいは日本経営協会と

いった部署への派遣に対する参加料でございます。以上でございます。 

○消防防災課長 引き続き１３目防災防犯費をお願いいたします。予算説明資料は６ページになります。本年度の予算
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額でございますけれども、３億７，０００万円余を計上させていただきました。前年度対比で２億４，７００万円余増

となっておりますけれども、その主な要因といたしましては、防災行政無線の整備工事が本格化いたしますことと、そ

れから、楢川地区の防災行政無線が、バッテリーが寿命となりつつございまして、その交換工事が増となっておりまし

て、その分による増が主な要因でございます。 

 それでは、説明欄に基づきまして御説明申し上げます。まず１つ目の白丸、委員報酬でございますが、これにつきま

しては、防災会議の委員並びに国民保護協議会の委員の報酬でございます。 

 ２つ目の防災防犯諸経費、主なもののみ説明をいたしますが、真ん中のあたりに重機借上料と訓練用資材、金額的に

は少ない金額でございますけれども、借上料１７万円、訓練用資材５万１，０００円ということでございますけれども、

これにつきましては、毎年一ぺん開催をしております市民総合防災訓練実施のための経費でございまして、本年度は８

月２９日を予定しておりまして、輪番順によりまして高出地区で予定をしております。 

 その２つ下の塩尻朝日防犯協会負担金２２０万円でございますが、これにつきましては、塩尻朝日防犯協会の活動に

対する本市の負担金でございまして、地域の安全活動や子どもの安全対策を推進するための負担金の支出でございます。 

 その下、白丸、防災施設・設備等整備事業３億６，６００万円余でございます。これにつきましては、次のページで

御説明申し上げます。１１０、１１１ページになります。上から３つ目の黒ポツ、地域防災無線保守管理委託料、これ

につきましては、地域防災無線並びに楢川地区の防災無線の保守管理の委託料でございます。 

 その下の耐震性貯水槽緊急遮断弁保守点検委託料、これは今年度、新規でございますけれども、２年に一ぺん実施を

しておりますが、北部公園に設置をしてあります飲料水を兼ねております耐震性の防火貯水槽でございますが、この保

守点検を実施させていただくというものでございます。 

その下の同報系防災行政無線施工監理業務委託料、これは防災行政無線の施工に伴います施工監理の業務委託料でご

ざいます。 

その下の気象観測装置検定委託料９０万９，０００円、これも今年度新規でございますけれども、この気象観測装置

につきましては、市内８カ所に設置をしてございます。塩尻消防署、それから市内の６支所、それと木曽くらしの工芸

館ということで８カ所を設置してございますが、この８カ所でとりましたデータにつきましては、ホームページ上で公

開をしているわけでございますけれども、公開をするためには５年に一回の検査が必要だということでございまして、

今年度新規に計上をいたしまして検定の委託をするものでございます。 

４つ下の同報系防災行政無線整備工事３億４，６５０万円でございますが、これにつきましては、今年度、屋外拡声

子局を市内に１２７カ所、それから個別受信機２５０台を設置いたしまして整備を進めるための費用でございます。 

 その下の黒ポツ、防災行政無線バッテリー交換工事、これは新規でございまして４４９万２，０００円でございます

が、楢川地区の防災行政無線で使用しておりますバッテリー、これは平成１１年に更新をいたしまして、その後１０年

を経過しております。通常５年から７年でバッテリーは消耗するということでございまして、いつバッテリーが切れて

しまうか心配でございますので、１０年経過をとらえまして交換をさせていただくものでございます。 

 その下の防災備蓄倉庫対応備品購入費でございますが、これにつきましては、市内１６カ所の防災備蓄倉庫の備品を

年次的に整備をしていくものでございまして、簡易トイレ、あるいはエコ毛布等の整備をいたすための費用でございま

す。３３９万９，０００円であります。以上でございます。 

○秘書広報課長 １つ飛ばしまして１５目をお願いいたします。国際交流推進費、１１１ページから１１３ページにか
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けてのものでございます。ＪＥＴプログラムによりまして、国際交流員を今年度も継続して配置させていただきまして、

地域レベルでの国際交流を推進するための経費でございます。現在の国際交流員は３年目という形でございますので、

中身的には人件費と事業を実施するための経費でございますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員会事務局長 ページが飛びますが、１１６、１１７ページをお願いいたします。下の段の１７目の公平委員会費

４４万３，０００円でございますが、当委員会につきましては、市職員等の勤務条件に関する措置の要求、また不利益

処分等に関する不服申し立ての審査及び裁定をするもので、委員の報酬及びその事務経費でございますのでよろしくお

願いいたします。委員報酬につきましては、日額の報酬９，５００円をみております。また、その下の委員会運営事務

諸経費２４万３，０００円のうち、下にございます普通旅費、費用弁償等につきましては、職員及び委員の研修会等の

出席旅費等でございます。以上でございます。 

○税務課長 次ページ、１１８、１１９ページをごらんいただきたいと思います。予算説明資料のほうでは４ページと

なります。２項の徴税費でございますけれども、税務課、収納課、両課にかかわります予算となっておりますので、私

のほうからは税務課関係につきまして主なもののみ御説明申し上げます。 

右端の備考欄、賦課徴収事務諸経費、下から３つ目の黒ポツになりますが、地方税電子化システム初期導入委託料で

ございます。新規の事業でございます。現在、確定申告相談等を実施中ですが、国税の電子化に伴いまして、来年の所

得税の確定申告からは従前の複写の方式が廃止をされまして、電子データとして当市は授受することになりますので、

これに伴いますシステムの導入費用でございます。 

おめくりいただきまして、１２０、１２１ページをごらんいただきたいと思います。備考欄上から２つ目の白丸、固

定資産評価替等対応事業、１つ目の黒ポツ、評価替等対応事業委託料でございます。毎年実施をしております土地や家

屋の経年の移動更新のほかに平成２４年度の評価がえに向けまして、業務の委託、もう１つは、市内ほぼ全域を対象と

いたしました航空写真の撮影業務委託料でございます。 

 その下の黒ポツ、標準宅地不動産鑑定委託料でございますが、これも毎年実施をしております。時点修正としての７

月１日現在で実施をします鑑定と平成２４年度評価がえに向けまして、基準日となります平成２３年１月１日現在で実

施をする本鑑定、この２つの委託料でございます。以上です。 

○収納課長 引き続きまして１１８、１１９ページ、２目賦課徴収費中の収納にかかわる部分の予算について御説明申

し上げます。税の公平性や財源確保のため、納められる能力があり未納している、いわゆる悪質未納者には引き続き滞

納処分を実施し、行政運営の財源を確保するため税の徴収を推進する予算であります。 

予算案説明資料の３ページにありますが、平成２２年度の市税一般の現年度収納率は９８．１４％を見込みまして、

平成２０年度実績と同率といたしております。また、滞納繰越分については１６．１９％を見込みまして、平成２０年

度実績２０．４５％より４．２６ポイントマイナスといたしました。この滞納繰越分見込みは、過去３年間の収納率の

平均をとって出させていただいております。 

徴収費予算につきましては、例年の予算措置とあまり変わりませんので、それぞれの詳細の説明は省きますが、２目

賦課徴収費の説明欄、黒ポツ３行目、外国語通訳者謝礼、これは外国人滞納者に通訳を同行して行う事業でございます。 

 中段の１３行目口座振替等手数料、１６行目インターネット公売落札手数料、１８行目不動産鑑定委託料等でありま

す。なお、インターネット公売落札手数料と不動産鑑定委託料は滞納者負担になりまして、歳入のほうになりますが、

５８、５９ページの滞納処分費に３２万４，０００円を計上してあります。以上であります。 
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○市民課長 続きます３項戸籍住民基本台帳費につきまして御説明申し上げます。この予算につきましては、戸籍及び

住民基本台帳事務処理に要する経費となっております。 

説明欄３つ目の丸でございますが、戸籍住民基本台帳事務諸経費の最初のほう、臨時職員に対する賃金がございます

が、こちらにつきましては、昨年９月の補正でもお願いをしてございますが、所在不明の高齢者の戸籍整備に要する経

費ということで、緊急雇用創出事業を活用しての事業取り組みになっております。 

続きまして、１２２、１２３ページをお願いしたいと思います。中ほどでございますが、戸籍電算化事業委託料につ

きましては、戸籍の電算化が平成１８年１０月に稼働しておりますので、債務負担でお願いしているものでございます。 

１つ飛びまして、事務機器使用料につきましては、ファクシミリ、あるいは電子複写機等に要する経費となっており

ます。また、先ほど地域づくり課のほうから説明がございましたが、支所のファクシミリに要する経費につきましては、

平成２２年度から支所費のほうに移っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員会事務局長 その下にございます４項選挙費１目選挙管理委員会費の説明欄中３つ目の白丸委員会運営等事務

費１２１万５，０００円でございますが、前年対比６万５，０００円を減額しております。選挙委員会の通常の事務費

でございます。 

主なものといたしましては、１つ目の退任委員の記念品代でございますが、委員４人、全員が１０月に任期満了とな

るため計上しているものでございます。下から４つ上の選挙人名簿管理機器等使用料７３万１，０００円でございます

が、選挙人名簿の登録、あるいは抹消を管理している機器一式の使用料でございます。そのほかにつきましては通常の

経費分でございます。よろしくお願いいたします。 

次に、１２４、１２５ページをお願いいたします。中段にございます２目の選挙啓発費でございますが、３４万９，

０００円をお願いするものでございます。啓発事務費の１つ目の黒ポツの選挙ポスター表彰記念品代につきましては、

小中学生等から選挙ポスターを募集し優秀作品を表彰しているもので、応募者等への参加賞、あるいは入賞者の表彰経

費でございます。 

それから４つ下にございます印刷製本費、また、その下の郵便料でございますが、選挙人名簿の登録の際に新成人に

対しましてバースデーカードを送付し、選挙権の行使等啓発をしているものでございます。 

 次に３項の市長選挙費でございますが、別冊の予算案の説明資料の６４ページ、最終ページから１つ前になりますが、

本年執行予定でございます選挙を掲げてございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 

 また、予算書に戻りまして１２４、１２５ページ、３目の市長選挙費をお願いいたします。９月３０日に任期満了に

伴います市長選挙ですが、９月１９日に選挙執行を予定しております。その執行経費２，９００万円をお願いするもの

でございます。 

 最初の白丸の投票管理者等報酬２５０万円余でございますが、市内４１カ所の投票所及び３カ所に設置します期日前

投票所の投票管理者、あるいは投票立会人、また、開票所等における選挙立会人等、延べ２３１人分の報酬をみている

ものでございます。 

 次の白丸の職員給与費１，０００万円余につきましては、投開票の選挙事務に従事する職員の選挙手当をみているも

のでございます。 

 次の白丸の選挙事務諸経費１，６００万円余でございますが、主なものといたしましては、１つ目にございます臨時

職員賃金１７２万円余につきましては、選挙従事、あるいは期日前投票所の受付等に従事していただく職員を雇用して
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いるものでございます。 

 このページの末尾の食糧費４６万円余につきましては、投票管理事務従事者、あるいは立会人等の夕食等を計上して

いる食糧費でございます。 

 次のページをお願いいたします。１２６、１２７ページでございますが、説明欄一番上にございます印刷製本費２５

０万円につきましては、入場券、あるいは選挙公報、また投票用紙等の印刷であり、その下３つ目にございます郵便料

につきましては、入場券等の郵送料となります。また、その下２つ目にございます広告料１５万２，０００円につきま

しては、投票日前日、あるいは当日にセスナ機による投票の啓発を予定しているものでございます。 

 下から５つ目にございますポスター掲示場設置委託料２２６万９，０００円につきましては、市内２７７カ所に公営

ポスター場を設置するものでございます。 

 その下にございます自動車等借上料５０万５，０００円につきましては、投票所の使用物品等の運搬車両、あるいは、

投開票所の机、椅子、車椅子等の借上料でございます。 

 その下、２つ下にございます会場使用料６３万９，０００円につきましては、投票所に指定いたします区所有等の公

民館等の使用料、また、公営施設を使用しての個人演説会会場の使用料等、公費負担分を計上しているものでございま

す。 

 末尾の選挙運動公営費負担金３５１万４，０００円につきましては、選挙運動用のはがき、また、選挙運動の必要に

かかわります自動車、その燃料、また、その運転手、それから、選挙運動用のポスター、また、市長選挙に限って運動

用のビラ、その作成経費を公費で負担するものを計上しているものでございます。 

 次に、その下にございます４目の参議院議員の選挙費をお願いいたします。７月２５日に任期満了となります参議院

議員の通常選挙でございますが、執行経費３，０００万円をお願いするものでございます。議員の任期は６年で、定数

につきましては県選出２人としておりますが、この執行経費につきましては、委託金として交付がなされるものでござ

います。 

 説明欄の白丸の投票管理者等報酬におきましては、前段の市長選挙に比べまして、期日前投票期間、選挙期間が長い

ということになりまして増額となっております。また、その下の職員給与費の選挙事務手当につきましても、投開票の

事務従事が県選挙区、あるいは比例代表、２系列ということで市長選に比べて増額となっております。 

 ３つ目の白丸の選挙事務諸経費１，５００万円余のうちの主なものといたしましては、次のページの１２８、１２９

ページをお願いいたします。上から４番目にございます選挙公報の新聞折込配布手数料１１８万円余でございますが、

新聞朝刊に選挙公報を折り込みするもので、大判公報であるため他の選挙に比べて経費を増大とみているものでござい

ます。末尾の備品購入費３０６万８，０００円でございますが、投票用紙の読み取り分類機の購入を予定しているもの

でございます。 

 次に、その下にございます５目の県知事選挙費でございますが、８月３１日任期満了となります県知事選挙の執行経

費２，６００万円をお願いするものでございます。この経費につきましても、県から委託金として交付がなされるもの

でございます。主なものでございますが、選挙事務諸経費１，３００万円余でありますが、次のページ１３０、１３１

ページをお願いいたします。末尾にあります備品購入費２５１万３，０００円につきましては、投票用紙の交付機の購

入を予定しているものでございます。 

 次にその下、６目の県議会議員選挙費をお願いいたします。平成２３年４月２９日任期満了となります県議会議員選
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挙につきましては、平成２２年度予算につきましては執行経費といたしまして、平成２２年度での対応分を載せており

ます。平成２３年度にて主要な執行経費は計上することになりますが、よろしくお願いいたします。この経費につきま

しても県から委託金として交付がなされるものでございます。 

 最初の白丸の投票管理者等報酬８万９，０００円につきましては、期日前投票管理者の報酬の一部を計上しているも

のでございます。 

また、３つ目の白丸の選挙事務諸経費６４１万円余の中で、下から４つ目のポスター掲示場設置委託料１１３万５，

０００円につきましても設置する費用を計上し、撤去費用等につきましては平成２３年度計上としております。 

また、末尾の備品購入費につきましては、選挙備品、長机等の購入を予定しているものでございます。 

次に１３２、１３３ページをお願いいたします。７目の農業委員会委員選挙費９１７万円余でございますが、任期が

平成２３年３月１９日満了となります。委員の定数につきましては４つの選挙区、あわせて２２人となっております。

選挙執行経費といたしまして、それぞれ報酬、あるいは手当、また、事務諸経費、必要額を計上したものでございます

のでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○企画課長 予算書１３４、１３５ページ、予算資料の７ページになります。５項統計調査費１目統計調査総務費につ

いて説明させていただきます。１３５ページの統計調査諸経費のうち臨時作業員賃金４７万円につきましては、平成２

２年度、新年度が５年に一度の国勢調査の年になります。統計のデータベースの整理など臨時職員を緊急雇用創出事業

補助金を充て雇用創出を図るものであります。一番下の印刷製本費３２万円につきましては、例年同様、統計しおじり

の印刷代を計上したものであります。 

２目基幹統計調査費、１３５ページの基幹統計調査諸経費につきましては、全体で１０２万９，０００円を計上させ

ていただきました。平成２２年度の調査につきましては、経常調査といたしまして学校基本調査、工業統計調査、輸出

生産実態調査が予定されておりまして、周期調査といたしましては、農林業センサス調査の事後調査を実施するもので

あります。 

次のページ、１３６、１３７ページ、３目国勢調査費につきましては、２，５２１万６，０００円を計上させていた

だきました。１０月１日現在で実施するものでありまして、調査員・指導員報酬等、それらにつきましては、調査区を

４４２区、指導員につきましては４０人、調査員につきましては４４２人を予定し、計上させていただいているもので

あります。以上であります。 

○委員会事務局長 引き続きその下にございます６項の監査委員費をお願いいたします。３つ目の白丸の監査事務諸経

費９１万３，０００円のうち、主なものにつきましては、次のページをお願いいたします。一番上にございます工事技

術調査業務委託料でございますが、外部の専門技術士に工事施工にかかわります技術調査を委託するもので２カ所の工

事調査を予定しております。以上でございます。 

○委員長 午後１時まで休憩をいたします。 

午前１１時５５分 休憩 

――――――――――― 

午後１２時５８分 再開 

○委員長 少し時間は早いですけれども皆さんおそろいですので、再開をしたいと思います。それでは区切りの場面ま

で説明をいただきました。委員の皆様からこれより質疑をしていただければと思いますが。順次、どうぞ。 
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○白木俊嗣委員 皆さんに中に入る前に聞きたいのだけれど、この前、企画のほうから後期計画が示されたね。その中

で財政フレームのことを聞いて、あとから資料をもらったけれど、ただそういう中で、実際には、私たちは、いろいろ

資料をもらっているわけだ。平成２２年からの実施計画だとか、いろいろな資料をもらうけれど、ただ、財政フレーム

が一番あとになって、実際にこの実施計画なり何なり、例えば、この間も議会にも出たけれど、体育館の問題だとか、

議会に何も話がなくて急に吉田にミニ体育館をつくるとか。今度はイトーヨーカドーの跡地を取得するとか、そういう

ものがぽっぽぽっぽ出てくるわけだ。そういう中で後期基本計画だとか、そういう資料をくれるから、そういうものが

すべて反映しているのかどうか、とても疑問に思うわけだ。それは、どうなっているわけか。 

○副市長 反映されているかどうかと言うか、一応、原則的には後期基本計画というか総合計画があって、後期基本計

画、５年ごとの計画があって、３年ごとの実施計画があって、毎年毎年ローリングで予算を組んでいるので議員さんが

御存じのとおりだと思います。確かに５年の計画ですので、いろいろな事業が起きてきますので、５年間でもコンクリ

ートになっているわけではないので、だから３年の期間の実施計画があり、また、毎年度の予算編成をするわけです。

毎年毎年、実施計画も３年スパンですけれども毎年毎年ローリングして、入れなければいけない事業とか事業選択して

きますので、そういうことで御理解をいただきたいと思います。後期計画であがっていて、それが全部コンクリートで

固まってしまっていれば、それは、もう３年ごとの実施計画だったら３年に一ぺんやればいいわけだし、そういうわけ

にいかないので、毎年毎年ローリングをしながらやっているのですけれど、大枠の方針とか、そういうものは、一応、

そういう計画にのっとってやっていくというのが実際だと思います。ただ、そればかりではなくて偶発的に起きるもの

もありますので、それは選択していかなければいけないということは、委員さん、よく御案内のとおりだと思います。 

○白木俊嗣委員 そう言うと思った。何か言うと、ローリングだ、何だかんだ言うけれどね。私たちにしてみれば、そ

うは言っても基本計画があって実施計画が示されると、それに沿って市は進んで行くべきものだと思って理解している

わけだ。そういう中で、今言ったように、突然、選挙のあれか知らないけれど、全然、今までなかったものが、吉田に

ミニ体育館をつくるとか、それでイトーヨーカドーを取得するとか、そういうものが突然出てくるではないか。そうす

ると私たちは、結局、実施計画なり何なりあるものが、財政不良の中では税収は伸びるわけがないのだから、そうする

と先送りされてしまうわけだ。だから少しもこれは理解できないわけだ。だから、やはり、議会にかけた以上は、あえ

て理解できるような運営をしてもらわないと困るわけだ。今度だって後期基本計画だ、何だかんだ出してくれても、そ

の前に実施計画はきているのだよ。実施計画ができているにもかかわらず、財政不良が出てこないとか。どうしたって

理解に苦しむのだよ。それは、どう思うか。 

○総務部長 吉田の話も出ましたし、いろいろなことが出ましたので、私のほうからお答えさせていただきますけれど

も、吉田につきましては私も議会の本会議の時に、後期計画の中で見直しをしていきますよというお話をさせていただ

きましたので、ぽっと出ではないというふうに私は思っていますし、財政フレームにつきましても、当然、ある程度、

決算を見込む中で、平成２１年度の決算を見込んで平成２２年度の予算をつくっていますので、予算ができた段階であ

の財政フレームをつくりたいという思いがありましたので、少し実施計画が先行していますので、見方によっては、後

づけのような形になっていますけれども、当然、最新の情報で今後５年間を見込みたいという思いがありますので、そ

の辺のところは、ぜひくんでいただきまして、より実際の数字に近いものにしたいという思いがありますので、ぜひ、

そういうことで御理解をお願いしたいというふうに思います。 

○白木俊嗣委員 私は理解できないので言っているわけだ。前後してしまうとか、例えば、古い話を言って悪いけれど、
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例の桔梗荘の跡地へふれあいセンターをつくるという話があった、以前に。あれは、前の市長の時に平成１６、１７年

でやると言って、皆さんのほうから示されたわけだ。そうしたら、それも何の理由もなくして、突然、実施計画から消

えたり、基本計画から消えてしまっているわけだ。私たちはこれに基づいて、地元ではそれなりに説明しているわけだ。

市はこういう方針でいるから、皆さん、もう少し待ってくれたら、これができますよとか。にもかかわらず突然消えて、

その細かい説明は全然聞かされていない。そこへきて、去年だよ、その担当のほうで、地元の議員だとか区長に説明会

があった。その時の説明会で何と言ったと思うか。それは、多分聞いていると思うので言うけれど、高原通りが、あれ

が右折なり何なり整備されなければ、その問題についてはできませんよと、こういう言い方だ。なぜ、高原通りにこだ

わったのか。国道から来て回れば、あそこは諏訪倉庫でも何でもそうだけれど、大きなトレーラーでも何でもみんな国

道から入って来て、自由にいくらでも出入りができるわけだ。それが解決しなければ、これはつくれませんよと。だけ

れど、そういう説明自体が、なぜそれが先送りされているのか、理解に苦しむわけだ。それについて答弁してくれるか。 

○副市長 具体的に、そういうぐあいに言っていただければいいのですけれども、あそこについては、前々から広丘の

議員さん方からも要望がありましたし、うちもそういうことで取り組んで来まして、小学校区単位に１個ずつつくろう

かという話の中で進んできた話です。ところが、洗馬のほうから土地の提供とかいろいろありまして、そちらを先行さ

せていただきました。今、高原通りが非常に渋滞になっていまして、今の交通状況の中で果たしてあそこへつくった時

にどうかというのを検討しました。それともう１点は、今までのような老人だけのあれではなくて、少し拡大したよう

なもののほうがいいだろうということで、内部的にはみどり湖に１個あるものですから、それと、ではどちらにしよう

かという、２つ持つのもいけないのでどちらにしようかという検討をしております。例えば、こっちに置いた場合に、

今、委員さんが言うように国道から入ってくればいいではないかと言いますけれども、あの信号から諏訪倉庫の横のと

ころですよね、せめてあそこくらいは拡幅しておかないと、非常にこれから、例えば、そこへ送迎のバスとかそういう

ことが来た時に、向こうのほうはいいです、向こうというか北のほうはいいですよね、工業団地の横の道を走ればいい

のでいいのだけれども、東のほうは無理があるので、あそこを拡幅しないとできないねという話が、去年あたり検討の

中で出てきまして、多分、それを担当のほうでそういう説明をしたと思います。道路のほうで、今、計画しているのは、

これは地権者の皆さんの協力がないとできないのでいけないですけれども、国道から縦線をまず、縦線というのか東西

線ですね、これを少し整備したいと、高原通りと言ってもなかなかすぐというわけにはいかないものですから、それを

やって施設をつくりたいと。どうせつくるなら、そういうぐあいにしたいねということで、今、実施計画の中には。 

○白木俊嗣委員 入っている。 

○副市長 入っていますね。済みません。そういうことで、遅らさせてもらっていますので、決して落してしまったわ

けではなくて、そういう検討をする中で、そのほうがよりベターだろうという選択をしてやっているところです。だか

ら、さしあたりは信号から西のほうを少し拡幅したいと。ただ、いずれも家が張りついているものですから、その辺の

了解をとっていかないといけないので、少しそこを今度集中的にやろうというのが今の計画です。 

○白木俊嗣委員 今、副市長が言うように社会福祉センターの話については、以前行った時にそういう話が出たので、

それなりに理解しているけれど、ただ、そのあと担当が来てそういう話をされるとね。それでは、私たちは地元に対し

て、市では、こういう実施計画でこう載っていますよ、何年くらいにできますよと。にもかかわらず、一向に結果が見

えてこないわけだ。私に言わせれば、後期基本計画だとか、実施計画などというものは、このようにやって場当たり的

にやるのだったらつくる必要はないと思う。今、副市長が言うように、国道を入ったあそこを広げなければいけない、
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それはわかる。わかるけれど、以前に中学校単位でつくるという話で、それが平成１６年、１７年でやりますよと、そ

こまで進んだ時に、たまたま洗馬で洗馬農協の組合長が寄附するからここを先にやってくれと、そしたらすぐそれに乗

って飛びついて、最初の基本的な考え方が中学校単位だって進めてきたものを、何だか黙っているとずるずるずるずる

先送りされていくわけだ。ただ、こんな基本計画だ、何だかんだ、これきりではない、福祉計画だとか、障害者計画だ、

何だかんだ、いっぱいつくる。つくって、このように分厚いりっぱなものをつくっても、議員だって誰だって、みんな、

誰も見ていないと思うよ、内容までは。何でそのようなものまでつくって、それが本当に実現できるのかどうか、今言

うように必要に応じてローリングするだとか言うけれど。でも、皆さんはいいよ、予算をもっているから何とでも言う

けれど、私たちは予算がなくて、皆さん、行政にお願いして、せっかくつくった実施計画に基づいて事が進まなければ、

私たちは地元に行って地元の選挙区にうそを言ったことになってしまう。その辺のところをもっと理解してやってもら

わなければ。本当に私は、この予算を審議しても、いつもそう思う。 

○副市長 おっしゃることもよくわかります。ただ、何と言いますか、５年の計画に入ってなくても載った事業もある

わけです。高出の地区センターもつくるようにしましたので、そういう場合もあるわけです。だから、別にこれはやっ

ているわけではないですけれども、送った事業ばかりでなくて、そういう事業選択をしながらやっていくものですから、

決して私たちが全部お金を持っているわけではなくて、そういう施策をやって議員の皆さんと、これをやりながら決め

ていくものですから、それはいいわけですよね。うちが自由にやって頼みに来るという、それは少し違うと思うのです

けれど、少しそれは語弊があるし、委員さんも全部わかっているもので、多分、こういう答弁がくるだろうと察してい

ると思いますけれども、そこのところは、そういうことで別に言い訳するわけではないですけれども、決してやらない

ということではなくて、きちんとした計画でやろうよということでやっていますし、では、実施計画などいらないので

はないかと。では、いろいろな計画もいらないのではないかと言うけれども、それは、やはりそういう計画があって、

それに着実に施策をあわせてやっていくというのが、計画行政での中心という面からも大事ですので、それは御理解を

いただかないと、そのたび、そのたび、その場でつくってという話はないと思いますのでよろしくお願いします。 

○白木俊嗣委員 今、高出の話が出たので言うけれど、高出は突然ではないよ、これは正直な話をしてね。地区になる

ということで、地区でそういうものが必要だからお願いしたいという話の中で。最初はこういうことだったのです。朝

日の破砕機問題で、朝日で地元が反対して朝日では導入できなかったのだよね。その中で皆さんは前田産業へお願いし

たいということで、朝日で迷惑施設だと言われたものを高出へもってきて、それはあまりではないかという話の中で、

高出も地区になったから将来を考えてもらえば、地区センターも必要ではないかと。その中で、その当時の担当者は何

と言ったと思うか。私はたまたま、その時入院した時だ。保育園の建設もちょうど予定で実施計画に入っていた。その

中でセットでやるからという話で。私はあの時、正直言って市長にとてもみっともないことを言われたけれど、きょう

はこらえてくれと言ったのでこらえたのだよ。そしたら、たまたま企画に行ったら、企画ではそのような実施計画など、

そのような話があるのは初めて聞くことだと。実施計画に載っていないからやりませんよと、こういう話があった。そ

の時、たまたまそこで総務部長が企画部長になった時かな。職員だってこういうことを言ってきて、皆さんがある程度

私たちに了解させてくれることだから、その責任において市長から一筆書いてもらわないと納得できないという話で、

総務部長が中に入ってやってくれた経過があるので。ただ、そういう中で私が言いたいのは、そういう要望をした時に

は、実施計画がなければだめだと一方的に断られて、それでは、また一から全部積み上げていかなければできない話だ、

これも。市だって財政フレームの中で、限られた財政の中でやる話なので、そこは十分理解しているけれど、ただ、何
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か声を大きくすればそれが充実できて、黙っていれば先送りにするみたいなそういうことでは困るから、だから、私は

実施計画があるにもかかわらず、これに沿ってやらないで、では基本計画をつくってみても、これには数字的なものは

何も載っていない。載っていないけれど、ただ本当にこういうものをつくる必要があるのかということだ。 

○副市長 何と言いますか、非常に難しい答弁だと思いますが、必要かどうかと言うと必要だと思います。やはりそう

いう計画に基づいた運用をしていかないと、そのようなことは小学生に話すようで申し訳ないですけれど、の答弁みた

いで申し訳ないですけれども、やはり、計画行政というのは必要であろうと思います。実施計画もつくって、本当は、

実施計画はいろいろな考え方があって、委員さん御存じのとおり、予算とほとんどあわない実施計画をつくっていると

ころもあるのです。それをうちのほうは、それをやってしまうと実施計画と予算と全然おかしいではないかということ

があって、御案内のとおり初年度は、なからあうようなことを、リンクさせるようなことをやっています。そういうよ

うなこともやりながら、だから、あの実施計画に載った事業についてはもちろん、予算の時にもう一ぺん、積算からや

らさせてもらって、実施計画のところで計上されたものでも、いえ、ことしはちょっと足踏みしてもらうかというのも

ありますけれども、やはりそういう計画があって、それに基づいて進めていかないと、結局は何と言いますか、財政の、

盛んに答弁をしていましたけれども、入るをはかりて出るを制す、それをやっていかないとできないと思うのです。だ

から計画行政というものは必要であろうというぐあいに思います。ベテランの委員さんですので少し答弁はおかしいと

思いますけれども、そこを御理解いただきたいと思います。 

○委員長 ほかに。 

○古畑秀夫委員 今年度の退職者数と新年度の新規の職員採用数というものは、わかりましたら。 

○人事課長 退職者数につきましては、中途退職者を含めまして一般職で２４人でございます。新規採用につきまして

は１９人でございます。以上です。 

○古厩圭吾委員 いろいろあるもので、またそのタイミングでは、いろいろと聞くが。１点、今も退職とか採用という

話があるが、あれですか、いろいろな人の職員であるという身分証明的なことを、どのような形でしているのかという

ことを確認させてもらいたいのだが。例えば、バッジがどうだとか、名刺がどうだとか、そのようなことについて一括

して話をしてもらえますか。 

○人事課長 基本的には、この職員証は常時、職員証とそれから市のバッジですね、これは常時、勤務中は携行するよ

うにという形でやっております。身分を証明すると言われてもあれですけれども。常日ごろの行動につきましては、服

務規程がございまして、その中で、いわゆる職員として住民の皆さんの模範になるような内容が、この服務規程の中に

網羅されておりますし、正規職員につきましては、すべて採用時点で服務の宣誓という形で、塩尻市の職員であること

の誓いと言いますか、そのような形でやっております。 

○古厩圭吾委員 言うなら、第三者に対して塩尻市の職員であるとか、塩尻市にかかわる特別職も含めて、であるとか、

そういうことについての何か統一した方向性というものはあるわけですか。私は市の職員ですと言ったけれども、本当

にそうかと聞かれたら、どうすればいいのか。 

○人事課長 服務規程でいきますと、先ほど申し上げました市の記章とそれから職員証を着用しなければならないとい

う形になっております。変な話なのですけれども、職員に採用された場合につきましては、当然、任命権者からの塩尻

市職員に任命するというふうな発令がありまして、最後は退職の辞令交付がなされまして、それまでの間は塩尻市職員

というふうな身分扱いがされているという状況であります。 
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○古厩圭吾委員 それはよくわかることだけれども、そういう場合に、例えば、名刺等は個人がつくっているというこ

とですか。 

○人事課長 基本的には個人で対応いたします。ただ、係長級職員以上の職員につきましては、名刺の型となるもとの

シートを、一応、１人１００枚を限度として、その台紙を消耗品から予算化しまして計上しているという状況がござい

ます。基本的には、個人対応でやらしてもらっています。 

○古厩圭吾委員 例えば特別職の、例えば選管の委員さんだとか、そういうような形の、そういうところに対しては一

切そういうことはしていないということだね。 

○人事課長 任命書、あるいは、委嘱書の交付をもって、その特別職にお願いしているという状況であります。一応、

それぞれ任期等があろうかと思いますけれども、最初の段階で任命書、あるいは委嘱書の交付をもって身分扱いとさせ

ていただいています。 

○古厩圭吾委員 任命するほうはそれでいいのだけれども、その人の立場からみると、おまえ本当かという雰囲気も含

めて、そういうことに対してあれですか、何もあれはしていないということだね、行政としては。 

○人事課長 審議会、あるいは委員会の開催、最初の開催の段階では、おそらく委嘱をした皆さんの業務については、

こういうことをお願いするというふうなことをやっていると思いますし、行政委員会等につきましては、それぞれ最初

のその委員会の時点で、業務内容、あるいは身分扱い的なものはやっているのかなと思いますけれども。私ども人事課

としては、いっしょくたに説明会とか、そういったものは特には開催はしておりません。 

○古厩圭吾委員 これはいいけれど、このようなものであまり時間をとりたくないからいいけれども、ただ、その人に

そういう委嘱をしたという、それは、当然、いいのだけれども、受けた人がほかの人に対して、いろいろな時に、いろ

いろな中で自分の身分なり立場を証明できるかという面の対応を、それなりには考えておかなければいけないのではな

いかなと私は思うのです。そうでないと、例えば、そういう部分を少しばかりのことでけちってみても、結果としては、

それなりの意識を持っていて、最初からやるのは当り前だ、そこまではいいよ。ただし第三者はそのようなことは知ら

ないのだから、わからないのだから、そういうことが通用するとは思えない立場の人だって場所によっては出ているの

で、ということです。いいです、このことは、そんなにやってもしょうがない。これで御答弁はいりません。配慮して

おいてください、いろいろと。 

○中野長勲委員 自動車のことで少しお聞きしたいと思います。今の自動車については、なければいけない足ですが、

購入方法には、ほとんどリースになっているのか、借り上げにしているのか、だいたい市役所という中に車は何台ある

のか、その辺のところ、わかれば教えてください。 

○総務部長 全部で１３８台ございます。これは本会議で答えたとおりでございます。普通車４８台、軽７１台、マイ

クロバスが９台、特種車両が１０台、ということで計１３８台。このうちハイブリッドが７台、低排出ガス認定車が３

０台ということで３７台が所有の状態です。基本的にはリースの購入でさせてもらっています。例えば特交の補助金が

ついたとか、そういう場合には購入という形で対応させていただきますけれども、リースにつきましては、一時的に費

用がかからない、ならしてという話になりますので、そのような状況でやらせてもらっているということでございます

し、今、環境のことがいろいろ言われますので、先ほど言いましたようにハイブリッドとか、そういうものにシフトし

ていくというふうに考えています。 

○中野長勲委員 今、ハイブリッドも出ているけれど、環境の問題もあるが、リースでやった場合、話を聞いてみれば
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リースが非常に多いようだけれど、リースはどのくらいの年でやってリース後はどうなっているか。 

○総務部長 係長のほうから答えます。 

○施設管理係長 リースの関係につきましては、以前、リースが主流ではなかった頃は、当然買い上げで行っています。

その場合については初期投資が大分かかるということで、全国的と言いますか、自治体においてもリースが多くなって

きて財政面での平準化を図るということと、あとメンテナンスの部分についても、業者のほうで一定期間、以前では５

年から７年くらい。軽と乗用、それから貨物、これによって若干期間の差はありますけれども、そういう方向で現在に

至っているということであります。 

○中野長勲委員 そうではなくて、リースが５年から７年で切れて、そこでリース切れで新しくまた契約し直しという

理解ですか。 

○施設管理係長 以前、リース期間終了後、無償譲渡という契約の中の特約的な部分の契約を現在してきているのが主

なリース内容であります。以前は、リースが切れた段階で再リース、もしくはリース会社に車を引き取っていただくと。

また新たにリースを行うと、そういうやり方できております。 

○中野長勲委員 今、車は１０年くらいは簡単に乗れるという感じ、消防車両などは１７年も、今、乗っているのだけ

れど、本当に安全性を考えれば、５年、７年でかえていけばいいのだけれど、１年に何キロメートル乗るかわからない

けれど、２，０００キロメートルや３，０００キロメートルのものだったら、もう少し考えた購入の仕方、それから使

用の仕方をしてもらいたいと思うが、その辺はどうでしょうか。 

○総務部長 今言いましたように、リースが切れますと市の帰属になりますので、そういう面ではいいのかなというふ

うに思っております。車の管理の話だと思いますので、庶務課持ちは１６台しかございませんけれど、あとはそれぞれ

課が持っていますので、今、言った乗り方も自分の車を乗るような形のものをやってもらっていきたいと思いますし、

今、監査委員がいましてより厳しくなりましたので、結構こまめにつけていますので、そういう意味でよくやっていく

傾向を持っていますので。 

○中野長勲委員 この自動車等借上料というのが、この７９ページだけでも１，５００万円、そして、そのほかに担当

部、課で、まだまだ自動車借上料というものは相当の金額になるのではないかと私は思います。今の部長の答弁のとお

り管理もしっかりしていただいて、監査委員に言われないように、それ以上に使っていただきたいということを要望し

ておきます。細かいことはいいです。 

○白木俊嗣委員 オフトークの関係だけれど、きょう、これ、私はどちらかというと一番最初から反対だったもので、

あえて言うのだけれど、ここで、また行政無線が入りますね。これからはオフトークの考え方は、どういう考え方で行

くわけですか。 

○秘書広報課長 今の御質問は、８３ページの関係で、私どもの所管しています公共施設関連の部分だと思いますので、

御答弁申し上げます。８３ページにございますのが放送の広報料、これは、全市、地区別、各細かく流しております広

報料でございます。もう１点、次のページ８５ページにございますのがオフトーク使用料、これは公共施設、市の施設、

支所、保育園、消防関係のところに入っております台数に応じての使用料という形でございます。現在、加入率の関係

につきましては、大体旧塩尻市分ですけれども３，７００戸から３，８００戸がサラダトークに加盟しています。大体

市内の全世帯の割合から言いますと１６％くらいだと思います。当分の間、緊急時に対応するために強制的に個別のお

宅に放送を流すということが可能ですので、非常に有効な情報伝達手段ということの中で現在まで来ております。今後
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は、消防のほうで防災無線等の施設が拡充されていきます。当分は、公共施設と屋外子局の整備になってまいりますけ

れども、個別のお宅に受信機を設置するかどうかという、ちょっとまだ子機が非常に高いものでございまして、そうい

った状況につきまして消防防災課長のほうで説明いたしますけれども、当分は併用していきたいというのが、私どもの

考え方でございます。以上です。 

○消防防災課長 オフトークと今回導入をいたします同報系防災行政無線との関連の関係について、私のほうから答弁

させていただきます。今回導入いたします同報系の無線につきましては、子局から情報等を流すわけでございますけれ

ども、その情報につきましてはオフトークと連携をとりまして、例えば、スピーカーで流れた情報については、オフト

ークからも自動的に流れるようなシステムを導入いたしたいというぐあいに考えております。情報的には災害時の情報、

あるいは、行方不明者の情報等について流す予定で現在進めているところです。以上です。 

○白木俊嗣委員 皆さん、今まで、オフトークは、どう考えているといえば、緊急時にどうのこうのと今まで説明して

きているわけだ。そういう中で、今度は、防災無線が入れば、緊急の時には防災無線で市内一斉に伝達できるわけだ。

そうなると今１６％というけれど、実際には、もうみんな、端に寄せて、ほとんどみんな、中にはスイッチを抜いて聞

けないような状態にしている人がほとんどです。ただ洗馬あたりでは、農家の人たちは、霜だ、何だかんだというよう

な伝達があるので利用している人もあるらしいけれど。これで一番最初の時から反対したのは、もうこのようなオフト

ークの時代ではないのではないかという話をしたわけだ。だけれど、皆さんは農協との関係もあったのかもしれないけ

れど、緊急だ、何だかんだと言ってずっと今まで逃げてきたわけだ。ここで一斉にこういうものが入るようになれば、

これは、こういう無駄なものは、切れるものは切っていくべきだと思うし、この辺は、今後しっかり検討していく必要

があると思う、私は。いいです、言っても同じような答弁しかもらえないので。 

それと先ほどの広域の関係だけれど、先ほどは、広域で、ではふえないかという話をしたら２，０００円だという話

をしたね。この中で予算をみると、先ほどのは１３８万円だか負担金はふえてきているではないか。これは、別のもの

なのか。 

○企画課長 事業全体の広域連合の伸びがあるものですから、それに対しての負担率ということで、昨年度に比較いた

しまして１００万円ほどの伸びになっております。 

○白木俊嗣委員 先ほどは１３８万円だったね。そうなると先ほど私が質問した時に、市の負担と町村の負担で町がし

た場合に、村に今度は、今まで６だったものを、今度は５と言えば、村にしても財政は市よりまだ厳しいからね。その

中で、連中がそれは飲めないと言った時に、当然それは大きい市なり何なりが負担せざるを得ないと思う。そういう心

配をしているのだけれど、今、実際には１３８万円で、それは事業費のふくらみ分だというからあれだけれど、これは

誰が見ても、この負担はふえてくるべきものだと思うよ、私は。一度、今現在と、これからのどうなるという一覧表み

たいなものを、比較表みたいなものを出してほしいと思う。 

○企画課長 前年度対比の表は、広域連合の議会のほうにもお示ししてありますので、後ほどまた用意させていただき

ます。 

○白木俊嗣委員 もう１つ聞いていいですか。これを見ていると、電算の関係だけれど、ＳＢＣサーバ等使用料で何か

わけのわからないことがたくさん書いてあるけれど、毎年、聞いているかどうか知らないけれど、もう少し具体的に話

してくれませんか。 

 それともう１つは、今、実際に電算でどれだけ使用料を払って、どういう面でその効果が出て、どれだけ節減してい
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るかというような、そういうものを一覧表で示してくれないか。この数字だけ見ても少しも理解できない。パソコンだ

何だかんだ、たくさん予算が落ちているから、それを全部まとめて一覧表で示してほしいと思う。 

○情報推進課長 まず、電算のＳＢＣですけれども、これは、いわゆる日常業務で使うワープロですとか、表計算のソ

フト、そのほかのソフトにつきまして、通常ですとパソコンそれぞれ１台ごとにそのソフトを入れてパソコンを使うよ

うな形で使うのが一般的な使い方、家庭などで使っているのはそういう形だと思いますけれども。そうではなくて、サ

ーバーを１つ立てまして、そこにインストールと言いますか、システム、ワードなどを入れて、端末は、ただそこへネ

ットワークを通じて接続に行って、実際にワープロなどのソフトが動いているのはサーバーの中で動いているというこ

とになりますので、端末のほうはあまり負荷がかからないような、そういう形になります。ですから、端末等につきま

しても多少古いようなものでも使えますし、あるいはまた、ソフトなどを一括管理して新しいものにかえたりするよう

な時も、サーバーのほうにインストールしたりして、一つ一つのパソコンに全部やるような作業というものは必要なく

なりますので、そういった部分で管理がしやすいのと、それからパソコン等も古いようなものも、５年以上たったもの

でも使っていけるという、そういうメリットもあります。 

 それから一覧表という話ですけれども、これは、あれですか。パソコンの、例えば台数ですとか、年度毎の経費の、

そういったような一覧表、そういったものでよろしいですか。 

○白木俊嗣委員 年度毎に予算がいくらで、どういう時分で改善して、こういうところはこういうことになっているけ

れど、言わばそういう比較みたいなものがほしい。 

○情報推進課長 比較や何かはちょっとそこまでした資料はつくってないものですから、年度毎に予算額がどのくらい

か、平成２１年と平成２２年については予算額なのですが、それ以前の分については、決算ベースでの数字をまとめた

ものは一応ありますので、それでよろしいですか。 

○白木俊嗣委員 要は、要するに電算機をそろえることによって事務の効率化が図られるということを皆さんが盛んに

言うから、それが示されるような資料であればいい。その年度毎にどれだけ電算にかかって、これを見るとたくさん、

そこら中に予算がある。パソコンの使用料だ、何だかんだ言って。正直言って、私も実際に事務当局へ行ってみると、

みんなパソコンへ顔をくっつけてやっているけれど、あのようになったら人のことだけれど不思議に思っている。それ

だから、その辺のところを数字で示してほしいと思うわけだ。 

○委員長 いかがですか、その辺の資料というものは、実際問題として出るのか、出ないのか。ちょっと、その辺を。 

○協働企画部長 おっしゃっている意味は十分わかりますけれど、確か本会議で総務部長のほうからもお答えしたと思

うのですけれども、そういう個々にわたってＡを導入したからどのくらいの費用対効果があったという、そういう比較

表というものは実質つくっておりません。それをやるためには、本当に始めた当初の人数、予算、事務量、これを全部

やっておきまして、その後ふえてきた事務量も全部こうやってやっていかないと算出できないのです。だものですから、

そういう部分ではないのですけれども、総務部長がお答えしたとおりにふえてきた事務量、また、人員をふやさないで

やってきた、そういうものがこの電算化の効果だろうなというふうに思っています。では、こんなに使ってどうするの

だという話になりますけれども、今さらこれをアナログで、手作業でやるという時代でもありませんし、それもできま

せんし、ほかの自治体でも同様にやっていますので、当然、それを捨ててしまいますと連携もとれない、また、国や県

との連携もとれないというような話の中で、実質的に私たちも非常にこの電算の経費というものが伸びてくるのは、頭

が痛いのですけれども、これからは、では、どうするのだという話になると思います。そうしたら、やはり、これから
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は導入したり、導入する時の、そのコストをどう下げていくかとか、そういう部類だろうなというふうに実際考えてい

ます。そうした時には、やはり、情報技術に非常にたけた職員を数人雇うというのも一つの方法だと思いますし、常に

知識を新しくしている企業にアドバイザー的な形になっていただいて、塩尻市の情報システムなり、電算システムなり

をまとめてみてもらう、そういうようなことも今後は検討していかなければいけないだろうなというふうに思います。

とにかく携帯電話などの変化を見ても、あれでものすごい作業ができてしまう。では、将来的には、携帯電話と連結し

た行政のサービスを市民の人たちが求めてくるかもしれません。そうすると、そのたびに導入経費はかかりますし、導

入すると維持管理費がかかるという形になりますので、どう、そういうものを効率的に効果的に導入できるか、また、

維持管理できるか、それを行政はこれからは考えていかなければいけないだろうなと。そのためには、どういう手法が

あるのかということを、もうそろそろ真剣に考えていく時期にきているのかなというふうに私は考えております。その

ようなことで、費用対効果の比較表というものはつくっておりませんし、では、つくってみろと言われても今のところ

できませんのでお願いいたしたいと思います。 

○委員長 いかがですか。 

○白木俊嗣委員 費用対効果の比較というか、要するに毎年電算で、こうやってものすごい額の金が出ているわけだ。

その中で事務量がこれだけふえてきて、事務経費をこれだけ抑えるなら電算がふえてくるのも時代の趨勢で、私も理解

をしているわけです。最初、手計算から電算が出た時も議会も承認して進めてきたことなので。ただ、私たちが見てい

るのに、予算書で使用料がいくらあるとか出てくるけれど、実際に事務量がどのくらいふえてきて、そこによって本来

なら職員をどのくらい張りつけなければいけないけれど、これによってこれだけのものが浮きますよと、ある程度目安

になるものを見せてもらわなければ納得しようがないではないか。だから別にさかのぼれとかそういうことでなしに、

今こういう現在の電算の中で仕事量がこれだけふえている。ただ、私が一番言いたいのは、どこへ行ってもみんな、職

員の皆さん、あれに張りついて何しているか知らないけれど、私もああいうことは、全然、うといものだからわからな

いので、あえて聞いているのだけれど。本当に仕事量がふえたりしてきていることは理解するので、ただその中で、本

来これだけの仕事がふえれば、これだけの人員がかかるものが、これによってこれだけの効果が出ていますというよう

な、ある程度の目安になるものを見せてもらわなければ理解できないと思う。 

○協働企画部長 おっしゃることは十分わかります。十分わかりますけれども、そういうようなその資料をつくってき

ていませんし、今からつくれと言われてもおそらくできないと思います。ということは、では、なぜかというと、それ

をやるためには導入時点でこれだけの事務量があって、これだけの人数が必要であって、これだけのものがあった。そ

れを導入した途端にどうだったかということを比較しなければいけませんので、そういう導入の仕方はしてきておりま

せん。 

○白木俊嗣委員 ちょっと待って、ちょっといいですか。要するに議会で認めてきたことだから、それは理解すると言

っているではないか。だから前年度に対してこれだけの事務量がふえて、こういうところであれしたから、ことしは電

算の使用料が減ったとか、それで、事務量がこれだけのものがふえたから、これだけの電算の使用料がふえたというよ

うな、その程度のものなら出やしないかと思う。 

○協働企画部長 ただ、予算ベースとか、決算ベースの前年からどのくらい伸びているとか、そういうものは、私は情

報推進課長をやった時からきっとこういう時代が来るだろうと思って、その積算資料というものは、ちょこちょこつく

っていたら、それをあとの方々が続けていただいてあるものですから、導入当初からのずっとした導入経費というもの
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は全部調査してあります。それの比較ということでしたら、それはつくってありますので、おそらく出ると思いますけ

れども。 

○委員長 いかがでしょう、そういう感じでよろしいですか。 

○白木俊嗣委員 それでいい。 

○委員長 それでは、そういう形で提出できる範囲で、一つお願いします。 

○協働企画部長 それでは、後ほど、それは出させていただきます。 

○古厩圭吾委員 ８９ページ、未利用地等対策事業の関係ですが、ここで１１８万何がしが予算化されているのだけれ

ども、これは主なところは人材育成エリアの管理、それから柿沢苗圃跡地の管理、ほとんどはそういうことなのだけれ

ども、これについて未利用地対策事業と言えるような事業はどのようなことを考えているわけですか。 

○企画課長 柿沢苗圃跡地につきましても、議会等で部長のほうからも答弁等があったとおり経過もたっておりまして、

同様にＳＮＲ用地のほうにつきましても同様でございます。これについては、以前から早急に活用について何とかしな

ければいけないというようなことで、過去においてもそれに対しての研究と報告もされてきたわけであります。今、庁

内では、全庁的に部を乗り越えまして横断的に緊急チームをつくっておりまして、それが、例えば企業関係の情報とし

て引き合いがあれば、それが仮に商工課だとか、あるいは我々の企画サイドのほうだとかあれば、全庁的にそういった

テーマを果たして可能なのかどうかということを検討できるようなチーム仕立てをしております。あるいは、都市計画

の責任がらみのような、そういった課題にも発展するようなことであれば、それについても、そこを入口にして情報を

集めようだとか、もう少し言いますと、農地の転用関係のあたりからの窓口からの情報につきましても横断的に庁内で、

情報を同じ時点でまとめられるような、そういったような体制づくりというものを現在整えながら、何とかせないかん

というようなことで進めております。 

○古厩圭吾委員 御存じのように、あそこは、今の状態では、いわゆる塩漬け状態という感じですよね。これを取得す

るにも莫大な金がかかっているわけです。それから維持費を、本当に草刈りと、草刈りの費用というものは無意味なよ

うな気がするのだけれど、それで、これだけかかるわけです。そうすると、これに金利だってかかっているわけだね、

これを取得するための。この辺を全部見たら大変な負担だ。結果として見れば、何も見えないわけだ、今の状態では。

若干見えるのはマレットゴルフで、健康づくりに寄与していると言えば済ますけれど、ただし、十何億円もかけたもの

でマレットゴルフ場をつくるほど塩尻市が余裕があるかと言われれば、少し疑問でないかなという思いも正直言って現

実です。それで、今、ああいうところに対していろいろな問題が出てくると、今も少し話が出たけれども、例えば農用

地の対応だとか、そういう話が出てきたわけだね。今、何もしないでいて、何か具体的なものが出てくると、そういう

規制があってできませんと言う。それでは、何のために何をやっているかという話にもなるよ、これは。県から譲り受

けて、当時といろいろな情勢が変わってきている現実はわからないではないけれど、しかし、結果として、こういう形

でいくと全く負債だけがどんどんふえていくというふうな空気になるのだが、その辺の実態をわかるような資料は、こ

れは出せますね。取得費から始まって、その間の経費。問題は、いろいろなことが出てきて、具体的な話になると、例

えば地元が反対だ、あるいは用途地域としてふさわしくないというような指摘を県から受ける云々という話になってし

まうのだけれど、しかし、県は売る時だけは売っておいて、あとは規制することだけをやられているようなことに対し

て、市として甘んじて、おっしゃるとおりですという雰囲気ですか。そうではなくて、これについて、何かの方向をつ

けるとしたら、ある種の環境整備を進めておかなければ、また、何か出てきても、こういう規制があって対象地域とし
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てはふさわしくないと言われると、また、それでチャラに戻るような、そういうことに対する不安感というものは持っ

ていませんか。少しお聞かせください。 

○企画課長 まず、柿沢苗圃の跡地のほうにつきましては、御存じのように平成９年に市が取得しました。委員さんが

おっしゃるように３億４，０００万円ほどをかけて取得して、その償還を行ってきたわけであります。それについては

当時、県の農業公社がらみのほうで取得した経緯もありまして、１０年間はそのまま農業用地を目的として利活用して

いただきたいというようなことで、その方向で市も管理してきて、あるいは、管理も委託しながらやってきました。で

は、それ以後、平成１９年以降、市が何もやってこなかったというと全くそういうわけでもなくて、ちょっと残念なが

ら地元の御理解を得られないでできなかったわけなのですが、そういったことも取り組みの中ではやってきております。

残念ながら、ここ、大変右肩下がりの不況というような状況の中で、企業もなかなか地方まで足を延ばして進出してく

るというような状況ではない中で、８．９ヘクタールというものをどういうふうに利活用するかというのが大変問題に

なっております。いろいろ過去も検討しまして設計費も簡単な概略を見たわけなのですが、いろいろな利用の仕方によ

っては傾斜地が８％という中で、造成費も場合によったら１億円から３億円くらいかかってしまう。そういうような状

況の中で農業関連事業の道しかない。実は、委員さん御存じのように、昨年の１２月に農地法がらみが大幅な改正をい

たしまして、国が目指すところの５０％の自給率というものは、目標の中で大変また厳しくなっている。あそこは、農

業用地でありますので、その辺についても整理しながら、今、農地法改正になってからの部分で検討しております。 

一方、ではＳＮＲのほうはどうであったかというと、あそこについては、ざっくり１８ヘクタールですか、入口のグ

リーンフィスと当時言われたところも入れれば、２０ヘクタールくらいあるわけなのですが、これは１７億円くらい、

１８億円くらいですが、当時かかって取得をしているわけなのですが、これについては市が所有しておって農地でもあ

りませんので可能ではあります。利活用は柿沢苗圃に比べれば法的には可能なのですが、しかしながら、今の状況は山

林でございまして、もっと忍びがたいのが傾斜地、山であります。ですので、造成費を考えるとかなりになるというよ

うなことと、あと、いろいろ研究の中で当時報告もあったのですが、研究所を中心としたようなこともあったわけです

が、そのようなことも含めながら、いろいろな視点で検討はしております。いろいろな情報が入れば我々も足を延ばし

たり、その人と少し話もしたりということはインサイド的にはやっておりますが、ただ、何せ具体的に取りかかれるよ

うな話ではありませんので、大変ながら議会にまでは相談するような、そのような時点ではありませんし、それこそ、

本当に一時点というような点レベルの現在はところであります。 

○古厩圭吾委員 現実はそういうことだろうと思うし、それなりに感じてはいますが、ただ、こういう形で二十数億円

というものが塩漬け状態でずっといるということに対して、それこそ、放っておいていいことは絶対ないと思うのです、

これは。では、障害になる何かと言えば、先ほども苗圃の跡地のほうで言えば、農用地関係の規制があると。しかし、

これだと、１０年間使うのだと、ほかに転用するなといって、ようやく何とかできる頃になったら経済状態が当然ある

のだけれど、逆に言えば、こういう規制を強めてこられて、市としては手の打ちようがないというのが現実だと思うの

だけれども、しかし、これを有効に活用するなら、あの傾斜地で、では農業をやろうかなどという発想で、これだけの

金をかけてできる人がいるかと言われれば、それはほとんどいないと思う。そうすると、ではどうするかということも

含めて、これは少し障害になるところをどうやって潰せるかという努力をしておかなければいけないと思うのです。 

○協働企画部長 先ほど課長のほうからもお答えさせていただいたとおり、全く同じ考え方を私たちも持っていまして、

例えば企業からアタックがあった時に、さあやりましょうと言ったらそういう規制がはずせなくて、ポシャッてしまう
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というようなことが今までだったのではないかと。そうではいけないよねということで、庁内にそういう土地利用の検

討委員会を設けまして、県の状況を聞いたりする中で、何とか少ない中でも有効に活用するというような企業が出てき

た時に、ズズッと入れるような対策を立てていこうねということで、今検討をしていますのでお願いいたしたいと思い

ます。 

○古厩圭吾委員 期待したいと思います。ただ、というのは、いろいろなことで市有地だからこれは使えると言って、

かなり無理してもそこでセットしたり、もう一方では、市有地ではないから難しいと言って逃げたり、このようなこと

をやれば、どちらも使い分けられるわけだ。あれほど持っている市有地を使えと言われれば、規制があって駄目ですで

しょう。一方では、ちょっと問題があると言えば、そういうふうに使い分けるような発想だけでは、前へ向きようがな

い。ましてや金もだんだん、それこそ、ただでさえ貧乏人がしっかり土地を持って、借金をして買ってみて、みたいな

ことをやっているのだから。これは、ぜひ、もう少し前向きにこういう規制をどうやったらはずせるかという努力をお

考えのようだから、ぜひ結果でわかるように、ぜひしていただきたいと思う。お願いします。 

○古畑秀夫委員 ４月の人事異動が、たぶん２週間ばかりするとあると思うのですが、確か新聞に出ていたような気が

するけれど、塩尻市の場合、部長職などは１０月に異動するようなことで来ていたのだけれど、その辺のところの考え

方は、そのままいくということなのか、この４月からもとに戻すという言い方はあれだけれど、どういう異動の仕方を

するのか、考え方がわかったら。 

○副市長 部長職の異動についてということで、事業部制の絡みでいろいろ御質問もいただきました。いつも９月の議

会でしたか、市長のほうから多分答弁すると思いますけれども、今までのいろいろな課題の中で、１０月異動が本当に

いいかどうかというところを少し考えなければいけないねという話がありまして、まだ結論ではないですけれども、今、

検討中です。では、この４月はどうするかと、この４月は対象はありませんので。ただ、会計管理者が必要になります

ので、その部分は部長クラスですので、その異動はあると思いますけれど、ほかは。退職で辞められる部長さんはおり

ますので、その分はありますけれども、ほかはないと思います。 

○古畑秀夫委員 違うところですけれども１０７ページですが、この前も、私は質問をしたと思うのですが、職員の健

康管理の部分で、法的に決められていながら受けない人がかなりいるというようなことが、この前も問題になって指摘

したと思うのですけれども、ことしなどは、今年度どのような程度の予定なのか。それから、メンタルの関係で、実際

にカウンセリング受けている人数、何か予防も含めてというようなことのようですけれど、その辺のところの人数。 

それから、その上の５０人以上嘱託医を置かなければいけないという、それも法的な部分だと思うのですが、このお

医者さんは、ずっと回って何かいろいろチェックしているのか、仕事内容と言いますか、わかりましたら。 

○人事課長 職員の健康診断、年１回義務づけという部分につきましてでございますが、一応、ヘルススクリーニング、

循環器系検診、それから人間ドック、いずれかということで受診させる方向でおります。年末の時点で、まだ未受診者

については、その時に課長職を通じまして、具体的にこの人が受けていないみたいな形のものを渡してありまして、つ

い先日、２月の段階で循環器系検診を行いまして、その集計はまだ出ておりませんので、最終的に今年度どのくらいの

受診率があったかというのは、ちょっと今のところは、まだの状況でございますが、それと個別に常に医者にかかって

いるような職員もいたりしますので、そういった職員が若干おりますので１００％にはならないとは思いますけれども、

いずれにしましても１００％に近づける努力は、今後、常にさせていただきたいと思っております。 

 それからメンタルヘルスでカウンセリングにつきましては、今年度まで月２回、金曜日、２回行っておりまして、月
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延べ１０人が受診するような形で年間１２０人を受診させております。現在、メンタルの関係で休職中の職員は、現在

は１人、表向きは１人でございます。メンタルヘルスのカウンセリングに、ある程度定期的に今までの状況を見る中で

受診させておる職員も数人おることも事実でありますが、一応、職には復職はしておる状況でありますけれども、そう

いった職員につきましては、引き続き経過を見させていただきたいという考えでおります。 

 嘱託医につきましては、循環器系検診等でお医者さんとの面談の関係でお願いしておりまして、採血したり、脈拍を

測ったりというような、その一連の中で内科医の検診をお願いしております。その仕事をお願いしたり、あるいは、メ

ンタル関係で休職する、あるいは復職するといった場合につきましては、専門医の診断書が必要になるのですけれども、

これは複数の医者からの診断を求めておりますが、そういった場合に、この嘱託医の先生にも２人のうちの１人として

加わっていただいたりというような、そのようなことでお願いしております。あと個別の関係につきましても、場合に

よっては専門のドクターからの御指導といったものも大変役に立ちますので、そういった部分につきましても、個別に

こちらのほうで産業医として御相談させていただいているというふうな状況もございます。そのような感じの業務をお

願いしてきております。以上です。 

○古畑秀夫委員 出先もたくさんあるものですから、実際には、そういうところへも出向いて１年に１回くらい、いろ

いろ話したり、血圧を測ったりとか、そのようなことはやってはいないわけですか。 

○人事課長 嘱託医の先生には直接そういったお願いはしてはございません。必要に応じまして、職員として保健師も

おりますので、保健師で対応してもらっているというふうな状況もございますけれども、嘱託医の先生に定期的に、で

は、この週はどこどこの保育園、この週はどこどこの学校というふうなお願いは特にはしておりません。以上です。 

○金田興一委員 今の関連でメンタルヘルスの関係でお伺いしますが、月２回、延べ１０人、この方は一生懸命でカウ

ンセリングを受けたりして、それによって改善をして職場復帰をするなりした場合に、よくあることなのですが、例え

ば所属先の管理者、例えば課長、課長に対するメンタルヘルスのこういう理解は、どういうふうな形で課長たちは理解

をするような機会を得ているかどうか。せっかく良くなってきたら、またそこで壊してまた行くという、これはどの職

場でもあることなのですが、やはり課長たちがどういうふうな理解をするのか、課長たちが理解をする機会を設けてい

るのかどうなのか、この辺はどうなのでしょうか。 

○人事課長 全般には、本年度も、昨年いわゆるメンタルヘルスの研修会を行いまして、精神面で病まない方向での予

防ですとか、あるいは自宅対応等につきましての研修会というものも開催しております。それから、個別にＡという課

の職員がメンタルヘルスにかかっているというような状況の場合につきましては、そのＡという課の課長さんには、当

然、職員個人にしてみれば、できるだけ知られたくないというふうな部分もございます。当然その辺は、産業カウンセ

ラーの方も承知しているわけでして、できるだけ本人以外の方には情報は流さないような形はとっていただいておりま

すけれども、そうは言いましても、今、委員さん、御指摘のとおり、職場としての対応の難しさというものもございま

すので、その辺につきましては、そのＡという課の課長に直接カウンセラーに行き会っていただいて、今、どのような

対応をすれば職場としていいのかといったようなことにつきましても、具体的な、直接そのカウンセラーから指示をし

ていただいたりというようなこともありますし、間接的に人事課のほうで聞き取りをしながら、カウンセラーの先生と

も調整をとりながら職場対応もさせいただいているというふうな、そのような状況でございます。以上です。 

○金田興一委員 わかりました。一番カウンセラーの先生から、そういう課長たちに直接話をしていただくという機会

というのは、カウンセリングを受けている人を特定しようという意味でなくて大変いいことだと思うのです。そしてま
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た逆に、もうカウンセリングを受けていると、あるいは、対人間関係で課長あたりに中には相談する職員もいると思う

のです。私の経験の中でも、そういう許される場合には、管理者、課長もその職員と一緒にカウンセリングに行かせた

という、そういう経験もありますので、許せるならそういうことがかなり有効になるということは私の経験の中でもあ

るのですが、その辺もまた研究してみていただきたいなと、そのように思います。いいです。答えはなくてもいいです。

あればうれしい。 

○人事課長 おっしゃるとおりでありまして、先ほども申し上げましたとおり、あくまでも職員個々のプライバシーは

最優先としまして、その職員にとってみれば、その職場内でそういった精神的なストレスを感じたのか、あるいは、家

庭的なものからくるストレス等もあるというふうな、いろいろな要素がからんでくるのが通常の場合ですけれども、少

なくとも職場としての対応というものは、非常に周りの職員も気を使う部分がございますので、その辺は、今、委員さ

んがおっしゃられましたように、カウンセリングの先生と、必要があれば、一緒に職場にも入ってもらうような状況も、

ケースバイケースで対応をできればというふうに考えておりますのでお願いいたします。 

○小野光明委員 ８３ページの広報広聴活動関係で、まず広報配布委託料の関係ですけれど、毎年、年度末とか年度初

めになりますと、広報しおじりにいろいろなものが入ってめちゃくちゃ分厚くなるのですけれど、委託料というものは、

広報しおじりだけの委託料かと思いますけれど、ほかのいろいろな団体の広報誌があるのですけれど、挟み込んで配る

のは、各地区、区によって違うのでしょうけれど、その辺は、ベースになっている考え方というのはあるのでしょうか。 

○秘書広報課長 その１つ上に広報配送仕分作業というものがございます。実際、この作業の中におきまして、各いろ

いろな、私どもの庁内で言えば部署でありますし、また他の団体のお知らせ等も折り込む作業をここで行います。その

下の配布のほうは、シルバーの方が各地区を統括している方がいらっしゃいますので、まず、そこへ下ろしまして、そ

の地区の統括者から実際の個別の細かい常会長さんへお配りするまた配送委員の方がいらっしゃいますので、そこへ下

ろすと、そういう段階を踏んで、お願いしているのは、この配布のほうの委託です。今、御質問の広報の中への折り込

みにつきまして、私どもは、原則、１回の広報につきましては３つということで、年度初めに調整をさせていただいて

おります。これは、最大で３つという意味あいなのですけれども、４つになりますと先ほど言いましたとおり広報が分

厚くなりますし、折り込みの手間が非常にかかってしまいまして、１日を配布まで含めてやると非常に難しいという状

況の中で、原則、最大限３種類までということでお願いしております。ただ、今お話したとおり年度当初に関係課で調

整させていただいておるのですが、時として緊急対応でどうしても折り込みで対応しなければならないものが出てまい

りまして、その際には４つというような形になってまいります。庁内の各課におきましては、できるだけ本誌の紙面の

ほうに載せていただきたいということで調整を図っております。以上です。 

○小野光明委員 それはわかりましたけれども、いわゆる見てもらうための工夫なのですけれど、先ほど広報のほうは、

ページの見直し等を行うということなのですけれども、一つにはウェブでホームページに載せたりというようなことは

しているとは思うのですけれども、逆にお年寄りになると見にくいということで大活字版による壁新聞方式というので

すか、そのような工夫もする必要があるかと思うのですけれど、いかがでしょうか。 

○秘書広報課長 広報でございますので、読まれなければ当然意味がございませんので、私どもの広報につきましては、

常にそういったことに心がけております。紙質でありますとか、段組、また、活字の大きさ、ポイントですね。ああい

ったことは常に見直しておりまして、県内各地の中でも非常に好評な広報であるという評価を受けております。これと

もう一つは、お知らせのほかに多少の遊び心と言いますか、記事に和らぎを与えるコーナーというものは当然必要であ
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りますので、そこのページも拡充していきたいなと思っています。そういったバランスをとりながら、先ほどのとおり

ページを見直して若干の経費減とかということでございます。また、他の団体におきましても折り込まれる情報用紙に

つきましても、字の大きさ、字配り等につきましては配慮願いたいということで、年度当初には徹底を図っております。

以上です。 

○小野光明委員 わかりました。後段のいわゆる壁新聞方式というか、現代に不似合いかもしれませんけれど、こうい

うことはどうですか。 

○秘書広報課長 少し研究させてください。 

○小野光明委員 次に８５ページの市民公募債の関係ですけれども、大分好評ということで、お金のあるところにはあ

るものだなと改めて思いますけれど、今後の方針なのですけれども、新年度は１回だけでしょうが、今後、このワイン

債という形になるのか、市民公募債はどのような発行方法を考えているのか、考え方がありましたら。 

○財政課長 今回初めて募集させていただいて、今、委員さんのほうからもありましたように、実はきょう締め切りで

ございまして、きのう時点で６億２，８３０万円の応募がございました。件数で８５４件でございます。内訳が、市内

が５１２件で４億３，６１０万円、市外が３４２件で１億９，２２０万円でございます。今回、この市民公募債につき

ましては、合併特例債の一部の資金調達、発行方式ですけれども、これを２億円分だけ市民交流センターという性格上、

資金調達方法とは別に、住民参加とブランド発信というものを含めて試験的と言ったら少しあれなのですけれど、初め

て試みにやってみたところ反響がこれだけ大きかったということでございます。今後につきましては、当面、今のとこ

ろ予定はしてございません。ただ、名称をしおじりワイン債というふうにした影響もあって、ＮＨＫ等からもこれだけ

の反響がございました。このしおじりワイン債という名前にした背景には、今後出す場合も考えて、今後はこういった

名前で統一していきたいという考えに基づいてやっておりますので、またすぐ来年やるというわけではなくて、また大

きなもの等があった場合には、今言ったブランド発信と住民参加という、この２つの観点を考えて、また、そういった

必要性なりが考えられれば、取り組んでいきたいということでございまして、具体的には計画はしておりません。 

○小野光明委員 次の８７ページの財産管理の関係ですけれど、この中で全国市有物件災害共済会の負担金があります

けれど、これにあたるかどうかあれなのですけれど、補正とかで、必ずいわゆる事故等で専決処分が上がってくるので

すけれども、これがそれにあたるのかちょっと私はわからないのですけれども、普通、いわゆる自動車保険の任意保険

ですと事故がふえると保険料がふえるというような傾向になるのですけれども、これも、いわゆるどのような算定根拠

か知りませんけれども、数がふえればこれもふえてくるように思うのですが、この分担金の考え方と言いますか、今の

私の言っていることがこれにあたるのかあれなのですが、説明してください。 

○財政課長 この全国市有物件災害共済会分担金につきましては、建物の火災と自動車と２つ入っております。今、委

員さんの御質問の自動車につきましては、庁内すべての１５１台について、対物と対人の保険に入っておりますので、

ですので、その事故が起きた時の免責割合によって、この保険金でまかなっているという状況でございます。 

○小野光明委員 そうすると請求がふえると分担金もふえるということですか。 

○財政課長 金額は上がりません。自動車１台につき対物幾ら、対人幾らという形の保険になっておりますので、事故

が起きたからといって、それで保険金が高くなるということではありません。 

○副委員長 先ほどの広報の広聴の件についてのところですけれども、有線テレビ広報事業委託料がここに記載されて

いますが、この料金の内訳、簡単に説明を、例えば人件費とか、運営費とかあると思うのですけれど。８３ページ。 



 39

○秘書広報課長 業務委託の内容ですけれども、現在、テレビ松本さんにテレビ広報しおじりという番組の作成をお願

いしております。コンテンツの企画等は私どもでつくりますけれど、実際の撮影と編集にあっては、テレビ松本さんに

お願いしているという状況のものです。１５分番組をお願いしている、そういった内容ですのでお願いします。 

○副委員長 そうすると撮影に関するための環境整備で、もし必要な予算が出た場合は、この委託料の中からというこ

とですか。障害者の方から塩尻の広報番組が手話通訳が見にくいと、松本の場合は明るくて画面も大きいのですけれど

も、塩尻はちょっと暗くて、なおかつ四方壁で見にくいので、その辺をもう少し環境を明るくしていただくとか、何か

そういうような声をいただいているものですから、反映できるのか。 

○秘書広報課長 わかりました。早速対応させていただきます。 

○副委員長 お願いします。 

○金田興一委員 １１１ページの気象観測装置の関係ですが、これは予算ということではなくて、何か最近ＮＨＫの天

気予報と民報の天気予報で、例えば塩尻だけを見た場合に若干の差があるなというのはわかるのですが、以前の松本市

の気温と塩尻市の気温は、さほど差がなかったのですが、最近見ていると楢川は別にして、塩尻市というのはどこを指

しているのか、ちょっと私はわかりませんけれども、かなり気温、松本との差がかなり開いている時が多いと思うので

すが、この装置は８カ所で、消防署とかで、このデータは主にどのようなところに使っていると、先ほどおっしゃいま

したか。 

○消防防災課長 この８カ所のデータにつきましては、消防署と６支所と木曽くらしの工芸館のデータでございますけ

れども、消防署が一番細かくとっておりまして、雨量データ、湿度計、温度計、風圧等をとっておりまして、それ以外

については雨量データだけでございます。塩尻市と松本市のデータについては、多分、気象庁の関係では気象観測所が

ありますので、そこのデータをとっていると思いますが、私どものデータにつきましては、ホームページ上公開をして

いるだけでございますので、ホームページを閲覧された方が、ごらんになって塩尻市の状況を把握していただくという

ために使われているデータでございます。以上です。 

○金田興一委員 わかりました。ありがとうございました。参考までにＮＨＫでやっているのは、気象観測所は塩尻市

にはないですよね。 

○消防防災課長 ないです。 

○金田興一委員 どこか御存じですか。 

○委員長 わかりますか。 

○消防防災課長 済みません、ちょっと不明でございますので、後ほどＮＨＫのほうに照会をさせてもらって、お答え

させていただきたいと思います。 

○金田興一委員 例えばＮＨＫが、一応、一つの公共放送としてあれば、ＮＨＫで出す塩尻市の気象と、特に温度関係

と消防署でとっているデータとの差がかなり開いているというようなことが、もしあったら、やはり、ＮＨＫとの、我々

は一番近場のところを標準にしたいわけなのだけれども、どこでとっているかわからないデータがかなり違うのですよ

最近、ここのところずっと見ていると。できたら、どこでとっているかということがわかって、消防署のデータともし

比較できるものがあったら一回比較してみて、そのような研究をしてみていただければなと、そのように思うのですが、

お忙しいところ。 

○消防防災課長 おそらくとる場所、それから、とる時間帯、その条件によってこの落差がかなり生じてくる場合もあ
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りますので、少しその辺の内容等もＮＨＫに聞かさせていただいて、うちでとっているデータとの基準が同じレベルの

比較ができるものかどうかも少し検討させていただいて、答弁させていただきたいと思いますが。 

○委員長 よろしいですね。 

○金田興一委員 はい。 

○小野光明委員 ９３ページの地域審議会の事務諸経費の関係なのですけれども、先ほど来、基本計画、実施計画とい

う話がありますが、これは以前、代表質問でも伺いましたけれども、なぜか地域審議会に関しては音無しの構えという

ような気がするのですけれども、これから、合併から残り５年という中で、その経過については、旧市旧村ともどのよ

うな状況であるかというのは大事なことだと思うのですけれども、なぜかここだけはスルーをしようと思うというよう

な雰囲気が感じられるのですけれど、いかがでしょうか。 

○企画課長 基本計画というのですか、実施計画がらみの話でありますので、私のほうから前段にお話させていただい

て、また、審議会の関係は、担当のほうの立場の者から御答弁させていただきますが、少なくとも実施計画のほうにつ

きましては、合併当初のそういった計画の中で、中信協議会のほうでも計画もあって、それを引きついでやってきてお

りますから、事業的には楢川だけを大変重点的に、仮に北小野よりも大変優先的な取り組みをしているというわけでは

なくて、それは、塩尻市全体の均等と考えてバランス良く査定をさせていただいているところであります。ただ、保育

園とかそういった全市的な課題があるものですから、そういったものは、順次整備していくというようなことでやって

おりますし、奈良井の取り組みの、あるいは、木曽漆器の産業の支援につきましても、そういったものも塩尻市が合併

した中での楢川の持つ資源でありますので、そういうものを塩尻市としても一つのメリットとして育んでいこうという

ようなことで、実施計画の中では激論をかもしながら、重点的に選択しながらさせていただいているところであります。

審議会の件つきましては、土川課長、お願いします。 

○地域づくり課長 大まかなことにつきましては、今、企画課長が申したとおりでありますが、例えば、昨年度の内容

等を参考までにお知らせしたいと思いますが、昨年３回ほど開きまして、協議事項として主なものですけれども、例え

ば、楢川地区の実施計画の内容につきまして、５月に内容等の説明、あわせて予算の説明がございました。先ほど企画

課長が申しましたように、現在、楢川地区では保育園の問題が一番大きい問題でございますので、この基本策定につい

ての協議、それとか、または下水道料金の改定についての報告、また、合併後、市の消防団の定数の見直しがございま

したので、その検討内容の報告、それと、また、楢川地域だけでございますけれども、山村振興地域でございますので、

こういった計画の変更についての報告、それと地域振興バスの運行の計画の見直し等につきまして、報告があったとい

う内容を昨年度やってまいりました。以上であります。 

○小野光明委員 地域審議会は合併特例法の関係で１０年という期限になっている中で、一番聞きたかったのは、中間

報告と、いわゆる１０年の段階で一定のまとめをして報告すべきだと思うのですけれど、どうなのでしょうか。 

○地域づくり課長 合併も半分を過ぎたところでございますので、こういった内容を、また、地域審議会のほうへ投げ

かけまして内容等につきましては、また随時議会のほうへ報告をしてまいりたいと思っております。以上です。 

○小野光明委員 確認ですけれど、特にそういう報告書としてまとめる考えはないということですね。 

○地域づくり課長 報告書というか、それもあわせて審議会のほうで、また協議をしていただいてということでござい

ますので、今、この場でできる、できないということは申し上げられません。以上です。 

○委員長 ほかにありますか。ここで１０分休憩をさせていただきます。なお休憩後に新しいところにいきます。民生
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費から入ります。よろしくお願いします。 

午後２時２８分 休憩 

―――――――――― 

午後２時３８分 再開 

○委員長 それでは休憩を解きまして再開をしたいと思います。この次は、民生費からですね、残りの歳入に関しての

説明を。 

○小野光明委員 議会費の関係で、ここで聞く話ではないのですけれど。 

○委員長 少し待ってください。もう一度、質疑があるようですので１点だけ、どうぞ。 

○小野光明委員 そもそも、ここで議会費がどうこうというのは、そもそもおかしいような気がしていて、本来ならば、

議長査定で決まってきてもいいことだと思います。それと議会費でありながら、ここに出てくるまで議員が知らないと

いうのも変な話で、特別職給与であるとか、政務調査費等は条例等で決まってしまっているのですが、議長もいること

ですので、今後、本来ならば議長査定で最終的には市長部局との折衝で決まるような形がいいかと私は思うのですけれ

ども、今後の検討課題で、これは議会側の話ですので、また、どのような場面かあれですけれど、協議していただけれ

ばと思います。以上です。 

○委員長 １点いかがですか、予算的な場面で、いわゆる議会費というものは、そういうことも可能なのかどうか、そ

の点はおわかりですか。どなたか。 

○財政課長 当然、議案として一般会計総額の中に議会費も入ってまいりますので、当然、議決要件には入ってまいり

ます。 

○委員長 その辺は、また、議長のほうで検討をしていただくということでよろしいですね。 

○議会事務局次長 事務局のほうからお願いしたいのですけれども、一応、この予算につきましては、議会運営委員会

で、御協議いただくような形で先例事項として載っているものですから、一応、過日、議会運営委員会では予算に関す

る事項、一応、協議していただいたのですけれど、ただ小野委員さんのおっしゃっているのは、それ以前の積み上げの

関係ということをおっしゃっているかと思うのですけれども。先例事項では、一応、そういう形になっておりますので

お願いしたいと思います。 

○委員長 よろしいですね。それでは、民生費からの説明を求めます。 

○健康づくり課長 予算書の１５６、１５７ページをお開き願いたいと思います。健康づくり課のほうで楢川保健福祉

センターの管理諸経費について御説明申し上げます。この管理諸経費につきましては、施設管理に必要な経常経費を計

上してあります。主なものにつきましては、そこのところに電力使用料と施設管理委託料になりますけれど、委託料に

つきましては管理の一部をＮＰＯ法人ビレッジならかわにお願いしているものであります。この施設は、各種検診だと

か、社会福祉協議会などに貸し出し、あるいは、障害者共同作業所、放課後児童教室に利用されております。簡単では

ありますが、以上です。 

○市民課長 続きます８目老人医療事務費につきまして御説明申し上げます。平成２０年３月で老人保健法は廃止され

ておりますが、それ以前に診療され、月遅れで請求された分を処理する事務諸経費となっております。請求件数の減少

により減額となっております。 

 続きます９目国民健康保険総務費につきましては、３つ目の丸、社会福祉事業繰出金でございますが、老人保険事業
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特別会計繰出金は、医療給付費の公費負担５割に対する市の負担分であり、負担割合は１２分の１となっております。 

２つ目のポツ、国民健康保険事業特別会計繰出金につきましては、保険基盤安定繰出金、あるいは、事務費、財政安

定化事業等、法定内の繰り出しと健康増進事業にかかわる分の繰出金となっております。 

 続きまして、１５８、１５９ページをお願いしたいと思います。１０目の後期高齢者医療運営費でございます。最初

の丸、後期高齢者医療広域連合負担金につきましては、最初のポツの負担金、事務費分につきましては、広域連合の運

営費ということで、均等割、あるいは人口割、高齢者の人口割等により負担をしているものでございます。２つ目のポ

ツ、医療費分につきましては、医療費の公費負担５割分の市の負担分でありまして、負担率が１２分の１となっている

ものでございます。 

 ２つ目の丸、後期高齢者医療事業特別会計繰出金につきましては、保険料の軽減策に対する繰り出し並びに事務費等

の繰り出しを行うものであります。 

 続きまして１７６、１７７ページをお願いしたいと思います。２つ目になりますが、４項国民年金事務費でございま

すが、国民年金につきましては、国の直接事務で、本年１月に発足しました日本年金機構が、国から委託や委任を受け

て行っておりますが、市は窓口事務として資格の取得や喪失、あるいは、受給申請などが機関委任されていますのでそ

の事務に要する経費となっているものであります。以上であります。 

○健康づくり課長 それでは、１８０、１８１ページをお願いいたします。予算説明資料では１９ページになります。

１項の保健衛生費、１目保健衛生総務費から御説明をさせていただきます。まず最初に２番目の白丸になりますけれど

も保健衛生事務諸経費になりますが、市民が安心して暮らせるよう地域医療の確保と、一次、二次の救急医療体制の確

立を行うための事業になります。総額につきましては２，６７１万３，０００円ということですが、この中で上から９

番目のところに在宅当番医制事業委託料５１４万７，０００円があります。昨年よりも２６万９，０００円ふえており

ますけれども、前年よりも５日間委託料が増になっている部分でふえているという状況です。 

 ３つ目の白丸になりますけれども、保健衛生繰出金になります。これは、地域医療の確保にかかわるため、両小野国

保診療所及び楢川診療所への繰り出しを行うということで、両小野国保の繰出金につきましては、前年と同額を計上さ

せていただいております。それから国民健康保険楢川診療所事業特別会計繰出金につきましては、１，２１３万３，０

００円ということで、昨年よりも４２７万９，０００円減額になっておりますけれども、これにつきましては、後ほど

特別会計の中で詳細について説明させていただきます。 

 その下の一番下にある白丸、天使のゆりかご支援事業につきましては、前年と同額の計上をさせていただいておりま

す。 

 次のページになりますけれども、１８２、１８３ページをお願いいたします。上から２つ目の白丸になります。予防

対策事務諸経費８，０１０万９，０００円、昨年よりも１３９万２，０００円多くなっております。これにつきまして

は、予防接種法に基づくものと任意接種ものとがありまして、その任意接種のほうにかかわるもので新規事業としまし

て、一番下の黒丸になりますけれども、ヒブワクチン接種費補助金というものが１６０万円あります。この分の接種費

用の一部の助成を行うというもので、計上させていただいております。 

 続きまして、一番下の白丸になりますけれども、感染症予防対策費、これにつきましては、感染症法に基づき、乳幼

児のＢＣＧの直接接種と、成人には胸部レントゲンの間接撮影を実施し、疾病の予防と早期発見に努めるための予算に

なっております。昨年よりも３２万５，０００円減額になっておりますけれども、一応、そのような形で計上させてい
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ただいております。 

 続いて１８４、１８５ページになります。上から３つ目の健康増進事業というところでありますけれども、塩尻市の

健康づくり計画及び健康増進法に基づき、市民が将来を通じて心身の健康を維持し、生き生きと充実感のある生活が送

れるよう、各種健康診査、それから健康教育、健康相談などを積極的に行い、総合的な健康づくりを進めるための事業

費になります。総額で６，６８２万３，０００円になっておりますけれども、昨年より１，１２８万７，０００円増に

なっております。主なものにつきましては、下から９つめの黒丸、保健対策事業委託料５，６８４万４，０００円とあ

りますけれども、ここに女性特有のがん検診の事業ということで、この事業に伴うものを国庫補助を受けまして検診を

行っているということで、その分の事業がふえているという状況になります。 

 一番下の丸になりますけれども、高齢者歯科健診事業、これにつきましては、塩筑歯科医師会の御協力により、次の

ページを見ていただきたいのですけれども、上から６つ目の歯科健診委託料１７４万８，０００円でございますけれど

も、高齢者の口腔衛生の改善により健康の入り口である歯を守り、高齢者の健康を増進をするということで行っている

事業で、これが主な事業になります。 

 次の白丸になりますけれども、後期高齢者等保健対策事業がありますが、これにつきましては、塩筑医師会への事業

委託ということで、７５歳以上の後期高齢者に対し生活習慣病及び介護予防のための健診や保健指導を実施し、健康保

持の増進を図ることを目的としております。金額につきましては、一番下から３番目の黒丸になりますけれども、後期

高齢者健診委託料１，８８５万９，０００円となりますけれども、昨年よりも２１７万８，０００円減額になっており

ますけれども、平成２０年度からの事業になっておりまして、実績にあわせて計上させていただきましたので、その分

が減額になっております。 

 次の丸、食育推進事業になりますけれども、食育活動推進プログラムに基づき、食育を市民運動として展開していく

ために、今年度、新たにここに設けました。私どものほうでイメージキャラクターとしているグレータス応援隊が、こ

のほど発足しましたので、それなどを使いながら食育推進の市民運動を展開していく予定でおります。 

 最後の白丸、母子保健事業になりますけれども、母子保健法に基づきまして、乳幼児の検診、健康教育、子育ての支

援及び相談事業を実施してまいるものであります。事業費につきましては８，０７３万２，０００円ということで、昨

年よりも１，５１４万７，０００円増額になっております。これにつきましては、次のページを見ていただきたいので

すけれども、次のページの上から５番目のところに一般健康診査委託料６，２０４万３，０００円というものがござい

ますけれども、ここに妊婦一般健康診査というものが、妊婦さん一人当たり１４回実施するようになっておりますけれ

ども、その１４回分と超音波検査の４回分が足されまして、それを公費で負担することになっておりますので、その分

金額がふえているという状況です。 

 それから、一番下の黒丸になりますけれども、産科医療研究ネットワーク負担金１００万円計上させていただいてお

ります。市議会でも一般質問で御答弁したとおりでありますけれども、市内の母親やこれから出産を迎える市民の皆さ

ん、あるいは、医師、助産師、松本保健福祉事務所の職員などに参加をいただき、産科医療研究ネットワーク協議会を

立ち上げていきたいということで、予算を計上させていただきました。私のほうからは以上です。 

○生活環境課長 引き続きまして５目の環境衛生費をお願いしたいと思います。環境衛生費の環境衛生一般事業、上か

ら４行目、衛生部長・班長謝礼でございますが、衛生部長さんには、均等割ということで２万３，１００円、それから

戸数割で５５円を謝礼として支払っているものであります。また、衛生班長さんですが約８４０人、戸数割で４００円
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を見積もらせていただいているものでございます。 

 次のページをお願いしたいと思います。次のページ１９１ページ、上から７行目の菜の花エコネットワーク補助金で

ございます。これにつきましては、市内で菜の花の栽培を行い、循環型社会形成のサイクルに基づき事業展開を検討し

ている有志グループが構成されております。そのグループをネットワークということで実施するものでございますが、

収穫、菜種油の搾油、それの製品化、さらにはそれを集めたＢＤＦ、バイオディーゼル燃料の精製までの研究過程に対

して補助するものでございますが、平成２１年度の場合には、菜の花プロジェクト推進事業として計上させていただい

たものでございます。 

 次に資源リサイクル推進事業でございます。その事業の１行目、２行目の臨時職員社会保険料及びその下の臨時職員

賃金でございますが、事業系廃棄物処理実態調査事業ということで、事業系ごみの減量、分別、資源化の徹底に向けて

現状の把握をするための調査を行いたいというものの、１人分の臨時職員人件費を計上させていただいたものでござい

ます。これにつきましては、緊急雇用創出事業として実施するものでございます。 

次にそこから７行目資源物回収事業委託料でございます。それと、その上にびん回収、ペットボトル回収がございま

すが、ごみ資源化に伴う収集、運搬、分別処理の委託料、この３つが資源化になっておりますが、３つで８，１２２万

円となっておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

白丸１つ飛ばしていただいて、「クリーン塩尻」推進事業について御説明を申し上げます。その一番下でございます。

環境と食と生活のフェア負担金でございますが、今年度は５０周年事業ということでＪＡ塩尻さんの大農業祭と同時期

開催をさせていただきました。来年度は、今、計画しておりますのは、この大農業祭と県の食育フェア、これを１２月

１日に実施できるかということで、今、準備調整をしているところでございます。 

次に廃棄物不法投棄防止対策事業をお願いしたいと思います。次のページをめくっていただきたいと思います。１９

３ページの３行目不法投棄物処理委託料でございます。春と秋の一斉清掃及びその下の不法投棄回収委託料等で不法投

棄のパトロール回収した廃棄物の処理費でございます。その下の回収委託は、河川、道路、それから林道などの不法投

棄パトロール及び回収作業を委託しているものでございます。 

その下の犬・猫死骸回収業務委託料、昨年より増額させていただいてございますが、市道等主に交通事故等の犬・猫

の回収事業を委託しているものでございます。最近、ここ２年くらい、その件数が非常にふえてきております。その処

理費１体４，２００円を処理費として支払っているものでございます。 

次に、６目の環境保全費をお願いしたいと思います。白丸の２つ目、公害防止対策事業でございます。そこから約１

０行くらいです。自動車騒音調査委託料から河川・湖沼水質検査委託料までにつきましては、自動車騒音、大気環境、

河川・湖沼水質環境の環境モニタリングということで監視測定をしているものでございます。この中で、真ん中にあり

ますダイオキシン類調査委託料というものがございますが、隔年で環境のダイオキシン類を測定させていただき、環境

基準が守られているかモニタリングをするものでございます。前回は、平成２０年度にやらせていただいております。 

次の白丸の自然環境保全事業をお願いしたいと思います。次のページをお願いします。１９５ページの一番上、アレ

チウリ等外来植物駆除委託料でございますが、田川等の河川敷で大量に発生しているアレチウリを駆除するものでござ

います。これにつきましては、平成２１年度補正予算でお願いしたところでございますが、本年度は、当初予算で田川

の河川敷についてアレチウリの駆除をしたいということで考えております。これも緊急雇用創出事業を充てて行うもの

でございます。 
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次の白丸の地球環境保全事業をお願いしたいと思います。その７行目新エネルギー導入普及事業補助金でございます。

これにつきましては、ソーラー発電のシステム補助を１キロワットあたり、今まで１万７，５００円でございましたが、

４月１日から３万５，０００円、限度額につきましては１０万円を１５万円に拡大させていただき、その予算でござい

ます。 

次の白丸、環境教育推進事業でございます。これにつきましては、環境教育の支援を図るために訪問出前講座、環境

学習講座、それから２月に行いましたトーク＆パフォーマンスの活動、事例発表会等を行うものでございます。 

次の下の環境管理システム推進事業、その事業の６番目、審査登録・支援業務委託料でございます。ＩＳＯの審査登

録でございますが、平成２３年３月に３回目の更新をさせていただきたいと。３年に１度のＩＳＯ１４００１の更新期

限になっているものでございます。なお、ＩＳＯの更新につきましては、塩尻環境スタンダードというものの審査、そ

れから認証登録のリーダーを務めているということもございます。３回目の更新をお願いするというものでございます。 

次の１９６、１９７ページをお願いしたいと思います。７目の斎場費をお願いしたいと思います。斎場施設管理費の

ちょうど真ん中くらいに斎場運営業務委託料がございます。これにつきましては、火葬業務、それから火葬棟、待合室

の管理等の維持管理業務につきまして、今まで、お二人の方でやっていただきました。主にオペレーターと言いますか、

火葬業務につきましてはお一人の方でございますが、これは、今回３人体制で、火葬業務につきましてはお二人の方に

業務をしていただきたいということで体制整備を図るものでございます。なお、現在の委託先は随意契約で塩尻造花さ

んにお願いしているものでございます。 

続きまして８目の霊園費をお願いしたいと思います。次の１９８、１９９ページをお願いしたいと思います。霊園費

の霊園整備事業の２番目、設計委託料でございます。これにつきましては、現在の霊園内のスペースに８０基を増設し

たいというものについての設計をお願いするものでございます。工事につきましては、平成２３年度以降、実施する予

定で計画をしているものでございます。今年度は８０基の設計委託をお願いするものでございます。 

次のページをお願いします。２００、２０１ページの清掃費の２目ごみ処理費をお願いしたいと思います。ごみ処理

負担金でございますが、塩尻・朝日衛生施設組合負担金でございます。負担金につきましては、人口割が１０分の３、

実績割が１０分の７。今回、塩尻市９５．１１％、５億１，１０５万３，０００円でございます。朝日村さんが４．８

９％、２，６２９万６，０００円の負担で平成２２年度をお願いするものでございます。前年度と違いますのは、議員

全員協議会でも御説明いたしましたとおり、クリーンセンターの大規模改修を１年先送りさせていただきました。それ

に伴う１年の点検、営繕修繕等をみております。約総額で６，０００万円ほど塩尻市の負担金が減額になっております。

これにつきましては、平成１０年から平成１２年に行いましたダイオキシン対策の組合債が終了いたしまして、平成２

２年からは最終処分場のみの償還になっております。その減額が約７，２００万円でございます。その負担割合の減額

による減額でございます。 

次の上水道施設費の水道事業会計繰出金につきましては、企業会計元利償還金等を対象にした水道事業会計の安定化

のための繰り出しを行うものでございますし、次の簡易水道事業特別会計繰出金でございますが、楢川地区の簡易水道

についての事業安定化のための繰り出しを行うものでございます。以上です。 

○消防防災課長 だいぶ飛びますけれども、次に消防関係をお願いいたします。２６６、２６７ページをお願いいたし

ます。９款消防費１項消防費１目常備消防費でございます。説明欄の白丸１つ目でございますが消防負担金、松本広域

連合の負担金でございまして６億４００万円余でございます。前年度対比１，０００万円余増となっております。この
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増の原因は、本市で採用の職員の退職手当でございますが、平成２１年度は１人退職、塩尻の消防署長さんでございま

すけれども、平成２２年度は２人退職となります。その関係で１，０００万円余ふえているものでございます。算出に

つきましては、広域連合における消防費の共通経費を構成市町村の基準財政需要額で案分をしているもの、これが１

５％ございます。それと本市で採用の職員の退職手当、それから派遣職員１人分の人件費、それと高速道路以外の一般

救急業務の負担金で、あわせまして６億４００万円余ということでございます。 

 その次の黒ポツ、松本広域連合負担金、これは高速の救急業務にかかわる負担金でございまして５９８万７，０００

円でございます。高速道路にかかわる救急業務を維持するための経費でございまして、同額を中日本高速道路株式会社

から支弁金として受けまして、そのままストレートで負担金として広域に支払うものでございます。ことしと言います

か、平成２２年度は５００万円近く少なくなっておりますが、これは、出動回数による減でございまして、平成２１年

度は２０回以上で積算されておりましたが、これが、１４回と少なくなったために半分くらいの負担金で済むようにな

ったということでございます。 

 一番下の木曽広域連合負担金、これにつきましては、木曽広域の消防庁舎建設に伴う起債償還分でございます。 

次の２目非常備消防費でございます。一番目の白丸、委員報酬、消防委員の報酬でございます。 

３つ目の白丸、団員報酬、消防団員報酬９００人分でございまして、２，１６０万円余でございますが、前年度対比

で１３７万円減となっております。これは６０人減に伴います定数改正による減でございます。 

その３つ丸、白丸の下、消防団補助費でございます。１つ目の黒ポツ、消防団員退職報償金、これにつきましては、

今年度退団予定者のうち５年以上で在籍した退団者につきまして報償金をお支払いします。その退職予定者分でござい

まして６０人分を見込んでおります。 

それから次のページをお願いいたします。２６８、２６９ページでございますが、上から４つ目重機借上料、金額的

には２９万４，０００円でございますが、これは市のポンプ操法大会を６月２０日に予定しております会場整地費。そ

れから、実は県のポンプ操法並びにラッパ吹奏大会が、平成２２年度は塩尻市が開催市ということになります。８月１

日の日曜日に中央スポーツ公園と桔梗小学校を使いまして開催をいたしますが、その関係の会場整地費でございます。 

 その下の白丸消防団諸経費、一番下から２番目の黒ポツ、備品購入費５４３万８，０００円でございますが、これに

つきましては、消火栓用のホース並びにホース格納庫などの消防備品の購入でございます。 

 その下の白丸、消防負担金、上から２つ目消防団員退職報償金負担金１，８４３万２，０００円でございますが、こ

れは、公務災害共済基金の団員の退職負担金でございまして、団員一人当たり１万９，２００円掛ける団員定数分でご

ざいます。なお、この団員定数分につきましての算出基準日が、平成２１年１０月１日現在ということになっておりま

すので、今年度の負担金は減りませんけれども、来年から定数減による分の負担金が減っていく形になります。 

 その２つ下の黒ポツ、公務災害補償費負担金２１５万２，０００円でございますが、これにつきましては、公務災害

共済基金の団員の公務災害に対する負担金でございまして、団員一人当たり１，９００円の負担をしております。それ

以外にも市民の皆さんが消防作業とか、あるいは水防作業とかに従事した場合の補償制度にも加入をしております。 

 一番下の白丸、消防交付金、１つ目の黒ポツ、消防団運営交付金１，２６９万７，０００円、これにつきましては、

消防団運営のための各部に交付している交付金でございまして、団員の人数割、あるいは世帯割、また車両割などに基

づきまして算出をいたしております。 

その下の黒ポツ、災害出動交付金、これにつきましては、団員が火災時、あるいは災害、行方不明者の捜索などで出
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動した場合に対して交付をしているもので、１日出動した場合は３，０００円、半日の場合は１，５００円ということ

で交付をしているものでございます。 

 次のページ、２７０、２７１ページをお願いいたします。１つ目の白丸、自主防災組織育成推進事業、これにつきま

しては、一番下の黒ポツ、訓練交付金３８万円ございますが、各区などの防災訓練の実施に際しまして、訓練経費の２

分の１、２万円を上限に交付をしているものでございます。 

 その下の白丸、消防団活性化推進事業１３２万円でございますが、これは、消防音楽隊の活動にかかわる経費でござ

いまして、楽譜の購入であるとか、楽器の修繕等の費用でございます。 

 ３目消防施設費でございますが、１つ目の白丸消防施設整備費、上から３つ目の黒ポツ、小型動力ポンプ購入費でご

ざいますが、ことしは３台購入をさせていただきます。この小型動力ポンプの購入の更新の考え方につきましては、１

５年経過した段階で更新をしてきておりまして、今年度は塩尻四部の上西条、塩尻九部の東山、宗賀一部の床尾、以上

３台を更新する予定であります。５１３万円になります。 

 その下の黒ポツ、消防ポンプ自動車購入費、これにつきましては片丘二部、南内田になりますが、１，６００万円、

１台を購入するものでございます。このポンプ自動車の更新の考え方でございますけれども、先ほど中野委員さんのほ

うから１７年というお話がございましたけれども、今までは１７年更新で進めさせていただきました。しかし、近年、

車の性能もだいぶよくなってきておりますし、耐久性も向上してきているということから、この片丘の購入をした後、

来年以降につきましては２０年、または走行距離１万５，０００キロメートルを超えたものを更新していきたいという

考え方でおります。この考え方でいきますと、片丘の次に古い消防ポンプ車は、平成１０年車の原新田が一番古い状況

になりますので、この考え方でいきますと、次回の更新につきましては、平成３０年度までは原則更新はないかなとい

う考えでございます。 

その下の一番最後の黒ポツですが、消火栓新設改良負担金、これにつきましては、消火栓の新設、あるいは修繕、移

設に伴う費用でございます。９６０万円でございます。 

 一番最後の４目水防費でございますが、一番最初の白丸、水防施設管理諸経費、この水防費につきましては、水防訓

練を２年に1回実施しておりまして、平成２２年度は実施をしない年にあたります。したがって、ここでの費用は、水

防倉庫に備蓄をするための消耗品、あるいは、水防用の資材、砂、土嚢袋の費用でございます。消防関係は以上でござ

います。 

○財政課長 公債費になりますので３３８、３３９ページをお願いいたします。公債費につきましては、長期債の最近

の償還元金及び利子でございます。なお、平成２２年度は、補償金免除の繰上償還、借りかえを予定しておりまして、

これは国の条件の緩和によりまして、本市では６％以上の金利のものが、一応、対象となってございます。ただし、国

の予算の範囲内としておりますので、当面は、元金分繰り上げ、借りかえといたしまして５，０００万円をこの２８億

４，１４６万円の中に含んでおります。したがいまして、左の表の財源内訳の地方債で５，０００万円あるのが、この

借りかえ分の５，０００万円で歳入で載ってくるものでございます。以上です。 

○企画課長 次のページの３４０、３４１ページをお開きください。１３款諸支出金１項公営企業費１目土地開発公社

費についてであります。土地開発公社費といたしまして、その貸付金１億２，８００万円を計上させていただきました。

土地開発公社に無利子貸し付けを行って運営支援をするものであります。 

○財政課長 次の予備費につきましては、例年どおり１，０００万円を計上させていただきます。以上です。 
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○委員長 以上で説明は済みましたね。第２条の債務負担行為とかそちらのほうを先にやってしまいますか。先に歳入

のほうがいいですか、 

○財政課長 歳入のほうが。 

○委員長 でやったほうがいいね、そこの場面はね。 

それでは、以上で説明をいただきましたので、これから委員の皆さんから質疑をいただきたいと思います。何かあり

ますか。 

○古畑秀夫委員 後期高齢者医療制度というのが平成２４年から何か変わるというようなことで、この間もマスコミに

少し出ていましたが、もっと最近でどのような方向になっているのか、わかったら説明をお願いします。 

○市民課長 また、特別会計の中で若干ふれたいとは思っておりますけれども、今、委員さんがおっしゃられましたよ

うに政権が新たになりまして、平成２４年度末をもちまして後期高齢者医療を廃止して新たな制度を創出するというこ

とで、現在、国のほうで４回目になりますか、検討委員会で内容を協議しているところでございます。その中で、国の

ほうとしましては、現在の、年齢によって制度を区分するのではなくて、今の一つの案で出ておりますのが、現在の後

期高齢者の分も含めて一体的な保険制度として、保険証が同じで一つの制度とすると。あわせまして、国民健康保険も

一体的な制度として広く検討していきたいということで、現在、協議が進められております。昨日来の新聞でも、その

場合の負担経費はどうするか、公費負担をどうするかということを、今、協議になっておりますけれども、現在の流れ

としましては、今年の夏に中間報告をまとめまして、そのあと、いろいろ意見交換をしたり、事業を検討する中で、来

年になりまして国会に提案をしまして、後期高齢者の時もそうでしたけれども、施行する２年前には法律を通しまして、

そのあとシステムだとか、あるいは広報活動をしまして、平成２５年４月に新制度スタートということで、今、流れと

いうようになっております。細かい内容につきましては、ことしの夏以降に中間まとめができますので、その時点で、

また、流れてこようかと考えております。以上です。 

○白木俊嗣委員 保健衛生費の繰出金の関係だけれど、これを見ると両小野国保病院と楢川診療所へ繰出金を出してい

るけれど、ここに載っているものは交付税で措置される分だよね。 

○健康づくり課長 一応、今までは交付税措置ということで、対応してきたものでございます。ただ、平成２２年度は

その交付税がなくなってきますので、その分、本当はもう少し上乗せして出したいのですが、前年と同じ金額を計上さ

せていただいております。 

○白木俊嗣委員 実は、聞きたいのは、両小野国保病院の関係だけれど、両小野国保病院の決算を見ると２億３，３０

０万円からの現金を持っているね。そういう中で、それを現金として残して、これを繰り出しして、不足分については

両市町で６，０００万円か、７，０００万円を負担しているのだけれど、なぜ、現金預金の取り崩しをしないわけか。 

○健康づくり課長 確かに平成２０年度決算期で２億３，４８４万９，５１６円現金がございました。これにつきまし

ては、委員も御存じかと思うのですけれども、企業会計をする中に収益的収支、予算として人件費だとか、需用費だと

か支払い分がまだ残っていると、３月の時点では。それをとっておかないと次の事業に、年度に移りかわれないという

状況です。２億円もとは必要ないと思うのですけれども、２億円の中には、建設改良引当金４，４００万円がもう入っ

ておりまして、実際に運営する中では、そのくらい残しておかないと事業ができないということになっております。今

までの現金残高、平成１７年からずっと確認してありますけれども、大体２億円以上残している状況できております。

ただ、昨年の４月に病院から診療所に変わったという経過もありますので、私どものほうとしましては、この診療所を
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運営する中で、どういうやり方が一番いいのかということも考えていかなければいけないということを事務局と話をし

ながら、あるいは、辰野町の管理者とも話をしなければいけないと、あと、地元の人たちとも話をして、どういうやり

方をしていったらいいかということを、今後、検討していきたいと思っておりますので、委員のおっしゃることは、重 、々

私も来た時に、なぜ、こんなにあるのかしらということを考えましたので、そのような点、少し見守っていただきたい

と思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○白木俊嗣委員 そうやって言われると、でも、今度、診療所になったのだよね。あそこは有床になっているけれど、

これから決算を見る中で無床にしていくべきではないかという議会の意見も多いわけだね。そうすると楢川診療所と比

較をした時に、やはり、現金で持っていれば、それは、ある程度取り崩しても決算で使って、そして不足分については、

これは、今度は一般会計から何なり繰出金で対応するのが本来だと思うのです。私も、今まで議員をやったりして、２

億円もあったなどと考えたら気がついたかなと思ったけれど、最近は、質問してからそのような気がするので、その辺

の見直しはしっかりしてほしいと思う。ただ、皆さんも、地域の皆さんにとってと言うけれど、地域も大事だけれど、

地域の皆さんは、その診療所をいかに利用してもらうかということが地域の皆さんの役目なので、これはだけれども、

両市でやっている組合立の国保病院にしても、これは、町内の事情もあるので、うちだって楢川診療所を持っていれば、

やはり同じ対応をしていかなければいけないと思う。そういう面で、これは、早期に対応すべきだと思う。地域の意見

ばかり聞かないで、うちの親会計で出すことはないという話になれば、これは道理のない話ではないので、その辺も総

体的に見る中で、その辺の改善はしていかないとまずいと思うよ。 

○市民環境事業部長 先の全員協議会の中でも、両小野国保診療所の運営等についても御報告させていただいた時に、

私もお話をさせていただいていたかと思うのですけれども、今までは、本当に病院を何とかしようということでずっと

やってきていました。そういった中で、多分、委員さんが議員さんで出て行ってくださった頃は、２億円は、多分なか

ったと思います。それから何年も経っていますので。そういった中で来まして赤字分については、両方の市町で折半で

ということで、規約の中でうたいましてやってきてはいたのですけれども、ようよう、地域の皆さんの声ばかりでなく

て、これは、両市町の財政状況等も勘案する中で、こういう状況をいつまでも続けていくことは少し困難ではというこ

ともあわせて、地域の皆さんにもいろいろ御理解をいただく中で、こういう診療所ということで決めました。そこで、

それだけみんなで協議をしていただいて決めた結果なものですから、もちろん組合議会のほうからもいろいろな御意見

をいただきましたし、そういった中でも御理解いただいて、当分の間はこういう形で進めさせていただきたいというこ

とで、今回もこの繰出金は前年度の当初予算並に盛らせていただきましたけれども、これからの方向性の中では、今、

お話のありました内部留保資金等々も使ったり、あるいはもっともっと改善する部分がないかということで引き続き検

討しながら、また組合議会、あるいは、その報告も、両市町の議会にもさせていただきながら進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、今、課長のほうからも話がありましたが、少し温かく見守っていただけたらというふうに

思いますのでよろしくお願いします。また、何か必要が生じてくれば、御相談をさせていただきます。 

○白木俊嗣委員 何か大変温かく、いいです。 

○中野長勲委員 やさしいね。 

○白木俊嗣委員 やさしくないので、言っているのです 

○金田興一委員 １９１ページの公衆浴場経営安定化等助成事業補助金ですが、これは県が２分の１、市が２分の１で

この金額でしたか。 
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○生活環境課長 市が２分の１、県が２分の１、安定化ですが、高原の湯さんと桑の湯さんのものです。高原の湯さん

ではＡランクということで０から５０人程度、桑の湯さんがＢランクで５０人から１００人ということで、高原の湯さ

んには３４万円、桑の湯さんには３０万円ということで補助するものでございます。 

○金田興一委員 この金額は、もうずっと変わってないですか。 

○生活環境課長 経営安定化は変わっておりません。 

○金田興一委員 何か最近、なくてはならない人も結構おられるようなのですけれども、何か少なくなって経営をどう

したらいいかという話まで、少し数字も示してお願いに行きたいなどという話がちょっとあったものですから、その前

にこういう、今、補助金だとか助成金というものは減らしていく時代だという話もしてあるのですが、そうかと言って

なくなっても困るし、配慮していただく、配慮する、県の関係もあるものですから、そういう余地というものはあるも

のですか。 

○生活環境課長 県と一緒になって経営安定化について考慮していくというもので、県との関係もありますが、今のと

ころ、県のほうでもさらに支援するというようなことでは聞いておりません。ただ、もう一つは、その設備、設備をす

るものについて、県、市が２分の１というような、設備投資のほうは去年させていただいたり、そういう面ではありま

すが、経営安定化ということでは、この金額が相当続いているのは事実の話です。 

○金田興一委員 わかりました。 

○古畑秀夫委員 その下の、いわゆるごみ減量の部分ですが、本会議でも特に事業所なりアパートのごみが減ってない

ということで、いろいろ質問が出たわけですが、臨時職員を雇って、そういう対応をしていくということですが、具体

的にはどのような形で進めて、臨時の職員の人がどのような形でやるのか、少し具体的に。 

○生活環境課長 係長のほうから具体的な内容を。 

○環境整備係長 アパートや営業所から発生する事業系ごみにつきましては、分別方法は一般家庭ごみと同じようにし

ているのですけれども、まだ徹底されていない部分が見受けられますので、やることは、所有者、管理者のバック調査

を行います。それと、実際、そのアパートや事業所がどこに排出しているか。また、あるいは、許可業者と収集運搬、

処理方法をどのようにしているか、また、収集処理の契約者と契約内容などを調査しまして、一応、調査をデータベー

ス化しまして、転入時にアパートに入った方にはこのように分別しているのですよという説明は、こちらから指導でき

るということと、あと業者にも御協力をいただきまして、契約内容をずっと見直していただいて、分別の徹底をしてい

ただいて減量化に努めてまいりたいと、このようなことを考えています。以上です。 

○古畑秀夫委員 結局、今の話で、契約内容がどうなっているかということでも調べたりしてということだと思うので

すが、いずれにしても業者にお願いして、業者はパッカー車で持って行ってしまうと、その業者が自分のところに持っ

ていって分別すれば、それはそれでいいのだけれど、多分、見ているとそのまま突っ込んで行けば、そのまま東山のほ

うへ持っていってしまうのではないか、柿沢ですか。そういうふうになったのでは、結局、業者ということにもなるし、

私もアパートを借りたいという人がいて一緒についていって、アパートの経営者の人の説明を聞いていたらまるっきり

おおざっぱな分け方なのですよね。これでは全然ダメだなと思ったけれど、どっちがどっちなのか、その辺のところを、

分ける段階で徹底してきちんと分けてくれたら一番これはいいことなのだけれど、ある程度、業者にお金を少し出すか

ら業者が分けるというふうな契約内容になっていると、業者のところをきちんとチェックしなければいけないし、少し

難しい部分があるのではないかなというふうに思うのですが、その辺のところを少し。 
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○環境整備係長 先日も市内の業者とで打ち合わせと言いますか懇談会をやっていたところ、業者の中には、やはり、

自分で事業所から、あるいはアパートから回収したものをきちんと分別して出しているという業者もあるものですから、

その辺が、今、少し徹底できない部分でもありますので、また、今後は、クリーンセンターで行われるパッカー車が入

ってきた段階で全開検査の強化もしまして、徹底を図ってまいりたいということで御理解をお願いしたいと思います。 

○古畑秀夫委員 そこのところは徹底してもらって、特にパッカー車のところでもっと徹底してもらいたいというふう

に思いますが、もう１つは、生ごみ、同じそこのところで生ごみ処理機で、生ごみ、なかなか資源化してということは

難しいということで、堆肥化の話もいろいろ出たりはしているけれど、なかなか難しいということだけれど、処理機を

使ったりして堆肥化するのでコンポスターとまた電気で処理していくというものがあるのですが、あの電気での処理機

というものは、あれは結構堆肥化にうまくいって、それを畑に散布してというような部分では、どうなのですか。どの

ようにつかんでいるか、わかったらお願いします。 

○生活環境課長 電気の処理機は、個々にその分量で、発酵剤を入れたりしているものもございますが、処理を自分の

敷地等で処理をしているというふうに聞いております。また、コンポスターの場合は、割りと大きなものもありますの

で、農村部のほうが非常に多いですが、２つ目等まで入れている方もございますので、効果的にはあると思います。た

だ、一部、自分の敷地の面積が少ないために電気で処理したものが処理できないというようなことも相談では聞いてお

ります。 

○古畑秀夫委員 堆肥化して、それを畑にまいて問題ないというほど、きれいに堆肥化されるということですか、電気

の場合。 

○生活環境課長 その発酵度合いによりますが、二次発酵の完全発酵まではいかないと思いますので、まいていただい

てすきこむというのですか、が必要になる、その時期のものもあると思います。 

○古畑秀夫委員 もう１つ、特に生ごみをコンポスターや何かの場合、昔、ぼかしとかという、いわゆる微生物でとい

うのは、これは、塩尻市なども結構やっている方がおるわけでしょうか。 

○生活環境課長 今、どの程度やっているかはデータはないのですが、そういうものがあるということは知っておりま

すが、どの程度利用されているかというのは調査をしておりません。 

○白木俊嗣委員 今、業者が自分のところに持ち帰って分別しているというのは、まっ赤なうそだよ。業者は絶対して

いないから。私も高出にたくさんアパートがあるけれど、見ていても何でも出して持って行く。そして、ある人に言わ

れた。私が分別してなくてどうのこうのと言ったら、その人は何て言ったと思いますか。家に来る業者は何でも一緒に

持っていってくれるから、よこしなさいと言って持っていってくれる。そのくらいあれだから、その辺のところしっか

りしなければ、本当に業者がうちへ持っていって選別など絶対していない。アパートの人を見ていれば、何でも出てい

る。みんな何でも一緒にまとめて持っていってしまう。 

○環境整備係長 今、委員さんのほうからそういうお話で、クリーンセンターのほうに持って来るごみの内容について、

私どもも全開検査をして、さらにこれからチェックをしていく予定でございますが、今、市内で事業系のごみを集めて

いるのが全部で４社ございます。その名前はそれぞれ挙げませんけれども、うち２社は、確実に、私ども見学に行って

おりますので、プラスチックはプラスチック、燃えるごみは燃えるごみ、持って来てくれるところは生ごみも別に集め

てやっているところが、これは、あります。ただ、委員さんが、今、お話になった業者は、やっていない部分に入ると

思いますので、そのところを業者の目線をきちんとあわせていかないと、これは差別になってしまいますので、その辺
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を今回調査をして統一した見解をもってやっていこうと、こういうことを進めたいと思っておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○白木俊嗣委員 きちんとやってください。私も正直言って、私たちが当番で回ってきて、ごみ出すところについてい

て、みんなそれぞれ指導している。にもかかわらず、そっちのアパートの人は、なんでもござれでみんなパッカー車に

入れて持っていってしまう。本当に不公平だ、これは。ぜひ、その辺はしっかり指導してほしいと思う。 

 もう１つは、斎場、今まで２人だったのが、今度は３人になるというけれど、なぜ３人にならなければいけないわけ

か。これは、委託料もふえるということでしょう、これは。 

○生活環境課長 委託料はふえております。約２００万円少しですけれども。これは、今まで火葬炉のオペレーターお

一人、それから事務的に女性の方がお一人でやっていただいておりましたが。まず１つ、今までは友引の時は休みにな

っておりますが、その他の休みにつきましては、火葬のない時を不定期に充てておったのが実情でございます。それを

今この方は、新しくこられた方、若い方なのですけれども、今、大体どこの斎場も調べさせていただきましたが、火葬

に関して同じようなところでやっているものについては、火葬業務、要はオペレーターの関係ですが、２人でやってい

るところが非常に多い体制になっています。それと１つは、今、１日に５体を受け入れております。そうしますと午前

中の１、２番、それから午後の３、４、５となっておりますが、拾骨をする時に、それが少し伸びますと次の受け入れ

がちょうど時間的に来ております。今、ほぼ１体焼くのに２時間弱くらいの火葬の時間になっておりますが、火葬の拾

骨が終わらないと次の方のほうに待っていていただいて、新しく火葬炉の中に入れるという状態です。そういう状況の

中で、お一人の方をオペレーターとしていただいて、休み等の勤務体制の改善も含めまして２人体制をさせていただき

たいという考え方です。 

○白木俊嗣委員 今、経費の削減をしなければいけないという時代ではないか。皆さんの言うことはわかるけれど、１

日５体というけれど、最近、新聞を見ていてもそれほどはないよ。１日どのくらい火葬する人がふえているか示してく

れればいいけれど、１日５人で、１週間で、友引があったりしても、それを休みにしても１週間に３０体もありますか。

１週間と言えば６日でしょう。友引がもし間に入ったとしても。 

○生活環境課長 １週間に３０体は、ありません。きょうも３体でございます。ただ、他市のものも受けておりますの

で、その中でいけば、フルにやっていなければいけないのもあります。今回は、その方の労働基準等も含めた改善の中

では、お二人で、友引は全館休みになりますので、それ以外の時には休みをきちんと取っていただいて、それともう一

つは、火葬炉の管理、それから清掃等を含めて業務をしていただくという考え方で、増員体制を考えたものです。 

○市民環境事業部長 今、課長のほうから御説明させていただいたとおりですけれども、それとあわせまして、実は、

前々から少し委託料をというような話はございました。今まで、いろいろその中でも業者さんのほうにもいろいろ御配

慮をいただいてきたところですけれども、わりあい、市町村のあちこちの関係を見ましても塩尻市は本当に安いお金で、

委員さん方もあそこに行って立ちあわれたこともあるかと思うのですけれども、本当にいい対応をしていただいて。実

は去年も隣の市町村のほうで災害の関係で使えなくなったという時、うちのほうでお預かりした時があったのですけれ

ども本当にお褒めの言葉をいただくほど、塩尻市を見習えというような声をいただくほど対応してきていただいており

ましたので、大分何年もそういう御要望も出ていましたので、今年度と言いますか来年度については、他市町村の状況

等も把握する中で、少し上げさせていただいたという状況もございますので、ぜひ御理解をいただけたらというふうに

思います。 
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○白木俊嗣委員 皆さんは、使い分けが上手で、何か言うと他市の状況を見ればどうのこうのと言うけれど、今まで何

十年とこれでやってきたわけだ。そんなに不自由もないと思う、私も火葬へはよく行くけれど。ああいう中で行っても、

そんなに皆さんが言うほど火葬も多いわけではないし、たぶん塩尻市だって人口が減ってきたらだんだんこれから火葬

も減ってくるよ。そういう中で何か言えば他市が何だかんだ言って、皆さんが自分たちの思うようにやろうと思うので、

他市の状況だ、何だかんだ調べると思う、私は。いい、もういい。 

○市民環境事業部長 一回だけ言わせてください。 

○白木俊嗣委員 どうぞ。 

○市民環境事業部長 私たちが思うようにとかではなくて、私たちは何の不自由もしていないですけれども、業者さん

のほうでも、本当に一生懸命、会社の中で配慮してきていただいた分もあったものですから、今回、何年も引き延ばし

にしてきたところを今回やらせていただきたいということで、予算計上をさせていただきましたので、ぜひよろしくお

願いいたします。 

○委員長 １０分間休憩します。 

午後３時４８分 休憩 

―――――――――― 

午後４時００分 再開 

 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をします。 

○中野長勲委員 １９３ページで不法投棄のことで少しお聞きしたいと思いますけれど、最近の不法投棄の状況を説明

してください。 

○生活環境課長 係長のほうから最近の状況を御説明申し上げます。 

○環境保全係長 まず不法投棄の件数なのですけれども、年間、昨年に比べまして大分減ってきている状況にあります。

内訳ですが、まず家電のリサイクル系、冷蔵庫とかテレビの関係になりますけれども、こちらのほうも減ってきており

ます。原因としましては、今、市内で家電の無料回収等を行っているところがありまして、そちらのほうへ流れている

関係かと思われます。それから、あと可燃系、不燃系ですけれども、こちらのほうも昨年に比べて減ってきている状況

ではあります。 

○中野長勲委員 減ってきているということは、本当に努力が実ったかなと思うけれど、これから春先になれば、また

いろいろと出てくると思うのだけれど、実際の不法投棄をやっている人の摘発という言葉はいけないかもしれないけれ

ど、発表するということはないですか。というのは、いつでも捨て得というのではなくて、できたら名前までは挙げな

くてもマスコミで訴えてもらうとか、そのくらいの罰則というものは考えていないですか。 

○生活環境課長 この前の時も、ほかの委員さんからもそういうお話がありました。大体不法投棄で５、６件、ここの

塩尻市ですが、摘発されている例はございます。これは、前、委員さんのほうで市のポイ捨て条例なども、それから廃

掃法でも、普通は廃掃法のほうが上位法でありますので、それで罰則適用になります。ただ最近は、その特定が非常に

難しくなっております。例えば、タイヤみたいなものですとだれが所有していたかというのが非常にわからない状況で

す。それから、そこにあるようなものでわかるようなものにつきましては、必ず警察の方を呼んで一緒に証拠として取

り上げられるかどうかというものを見ながら、もしそれが取り上げられるかどうか、一応、何かそれらしきものがあっ
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た場合には、警察のほうで調査をして証拠になるかというところまで捜査をしておるのが実情です。生活安全課と一緒

にやらせていただいております。去年の例でいきますと、一たん、それを、不法投棄されているわけですので持ち帰っ

て鑑識の方も来ていただいた例が１件、そういうことがございます。ただそれでは特定できなかったということです。

特定できた場合に、ある程度市のほうで指導をして、本人が申し訳なかったということで、全額自分で処理したので、

一応、告訴までいかなかったというような事例もございますが、廃掃法の場合には、確かに警察の方が入って捜査した

場合は、即罰でいきますので、ほとんど相手が特定できた場合は、廃掃法違反という形で警察のほうも対応しているの

が今の実情です。 

○中野長勲委員 何回も、私は、これを言うのだけれど、というのは、実は、知っている山へ軽トラックを捨てられて、

捨てられたトラックの上にごみを乗せられて、だんだんと調べたら軽トラックはすぐわかった。ところが、そのごみも

最終的には名前がわかった。でも、それはそのままで終わってしまったようだけれど、これから、そういうことがない

などということはあり得ないので、やはり、目には目で、はっきり特定できた場合には、相当な罪を科せるくらいのつ

もりでやってもらいたいと、私は何回も言っているのだけれど。私は経験があるので、それを。 

○生活環境課長 特定できた場合には、警察のほうも今の状態では容赦してない状態ですので、その後のことは、私ど

もから手を離れることもございますけれども連携してやっていきたい、さらに強化していきたいというふうには考えて

おります。 

○中野長勲委員 いいです。 

○金田興一委員 １８５ページのヘルスアップ推進事業の関係ですが、これは、昔の保健補導員というもののことでし

ょうか。 

○健康づくり課長 委員さんがおっしゃられるとおりヘルスアップ委員の方々になっております。 

○金田興一委員 確か、これは５年くらい前で、保健補導員からヘルスアップ委員になって、切りかえた当初は保健補

導員というのは区長の推薦で出していて、それも保健補導員からヘルスアップ委員になって、区長の推薦ができるとこ

ろはしてください。それから、それ以外に公募でも集めますよと言って、一時、出て、区長は知らないで推薦したら、

うちの区には５人もいるということもあったりして、少し話題になったことがあったのですが、何か最近また区長の推

薦になったというような話も聞いているのですが、この辺の経過がわかったら教えてほしいのですが。 

○健康づくり課長 詳細は係長のほうから。 

○健康支援係長 今、委員さんがおっしゃたように平成１８年４月に保健補導員がヘルスアップ委員会に、区のあり方

委員会等でお決めいただいて名称を変えております。その時点では、区の推薦と公募と言いまして、やりたい方が手を

挙げていただいて参加いただくという方式をとっておりまして、それから３年が経ちましたけれども、なかなか公募の

方も手を挙げていただく方は少ないと、それから区の推薦についても、中には区に何人かいらっしゃるところもあるの

ですけれども、ゼロということで推薦に至らなくなった場合もあるということで、若干伸び悩みということもありまし

て、実は中のヘルスアップ委員会の業務といたしましても、若干はっきり見えてこないという部分がありまして、平成

２２年度、来年度からは、ある程度ヘルスアップとして何をやるのかという業務を絞らさせていただいて、特に糖尿病

の関係なのですけれど、全国的にも３人の１人が疑わしい、あるいは可能性が高いという方がいるものですから、その

辺のところに絞って、今後ヘルスアップ委員会を展開していこうという話なのですけれども、実際の委員については、

実際今登録が１５０人、昨年度で入っていただいた新規の方が行うセミナーがございますけれども、セミナーも１５０
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人参加で、約３００人の会員がございますけれども、中にはセミナーだけやられてそのまま出てこない方もいるもので

すから、平成２２年４月１日以降については、区の推薦を主にやらしていただいて、公募は大々的には公募はせずに、

皆さん、そういう参加する輪の中で幾らかでも入っていただければということで、区の推薦を主に今のところ考えてお

ります。以上です。 

○金田興一委員 わかりました。というのは、各地の敬老会に呼ばれて行った時に、ヘルスアップ推進委員の人たちが

いろいろな劇をやったり、いろいろなものをやって感心した、実はそういう区があったのです。逆に、何しろ最近はわ

けがわからなくなってしまったという区長もいるものですから、これは、ヘルスアップ委員はどうなっているのかなと

思ったのでお聞きしたのですが、そうするとこれは、ヘルスアップ委員会へ委託をする予算、こういうとらえ方でいい

わけですか。 

○健康支援係長 そのとおりです。 

○金田興一委員 わかりました。 

○小野光明委員 １９５ページの地球環境保全事業の関係だと思うのですけれど、先ほど総務の関係で電力デマンド監

視ということで改正省エネ法の説明がありましたけれども、少し意味がよくわからないので、その意味とメリットにつ

いて説明してください。 

○委員長 総務。 

○小野光明委員 総務でなくて、地球環境保全に、省エネなので関係するとは思うのですけれど、年間原油換算で１，

５００リットルを使う場合には、エネルギー管理をしなければいけないというのはわかるのですけれど、そもそも目指

すところはどういうところにあって、そのメリットがどこにあるかわからないので、地球環境保全だと思うので、省エ

ネということなので、こちらのほうでお伺いしたのですけれど、専門家がわかっていると思うので教えてください。 

○生活環境課長 改正省エネ法の主な内容ですが、今までは、その事業所、ですから支店とかコンビニみたいなものは、

その１店舗についての規制をやっておりました。全体のそういうチェーン店は、全体の規制にかかる。ですからコンビ

ニみたいなものは本社のほうと支店のほうと全部かかって、本社のほうで全体で１，５００リットルの事業所はどうい

うＣＯ２の削減対策をするのかという、その使用報告と次の削減計画を提出しなさいというのが、今度の４月１日から

施行になります。市の場合ですと、塩尻市もその事業所という扱いになりまして、市の機関、ですから塩尻市で言えば、

ここで、この建物で管轄、それから市で行っている業務については、全てそれが１，５００リットルが関係すれば、通

産に届出義務があるということになります。ですから塩尻市は、上水道、水道事業とか、そういうものを持っています

ので、それについては該当するであろうと、今、試算しております。市の中では、それとは違う教育委員会管轄、これ

は別組織のような対応になっておりまして、教育委員会ですので教育委員会で管轄している博物館、もちろん学校、う

ちで言えば保育園的なものもそこに入ってきます。今、試算では教育委員会がぎりぎり１，５００リットルを超えるか

超えないかという状況でございます。ですから、その法でいきますと、それに該当になった全体の事業所の全体を通し

てＣＯ２削減の、実際のエネルギーの消費量を報告すると同時に、今後のＣＯ２削減計画を提出しなさいというのが、

改正省エネ法の主なものというふうに理解しております。 

○小野光明委員 そうすると、市の関係と言うと、ＣＯ２の排出量と今後の削減計画というのが具体的に立てられると

いうことでいいですか。 

○生活環境課長 それが、法的に規制云々というところまでまだ行きませんけれど、ＣＯ２削減の方策というのは、ソ
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フトばかりではなくてハードまで関係してきておりますので、例えば、こういう施設を入れるには、その施設について

は、交換する時には、ＣＯ２削減を計画の中に入れて交換していくというようなきちんとした計画が、その中で通産の

ほうに出されるものというものが法のシステムということになります。 

○小野光明委員 省エネビジョンは、あれですね、その中に数値目標を設けて、今後はそれをもとに取り組んで行くと

いうような方向になってくるのですか。 

○生活環境課長 省エネビジョンは、うちも市のあれで来ておりますから、一応、それをもとに考えていくべきだと思

いますが、もう一つは市のほうでいけば、地球温暖化防止実行計画というものを立てて、これは、市の業務においてど

のようにＣＯ２を削減していくかというのを、計画を私どもは立ててございます。概略を言いますと、うちではＩＳＯ

１４００１をとっていますので、その内容をしっかりやって削減していくという内容になっております。それのほうの

内容にあわせたＣＯ２削減の計画を立てていくのが市のほうであると思いますし、教育委員会部署では、それぞれ施設

管理の改善計画とか、その中でＣＯ２削減に配慮したそういう改善計画なりを目指していく。それがトータル的に省エ

ネビジョンの中で、市の中では効いてくるものというふうに思います。 

○小野光明委員 １９９ページの霊園整備事業の設計委託料の関係になってくるのでしょうか。議案説明資料の中で市

民の墓地需要に応えるということで載っていますけれど、東山霊園の中はわかるのですけれど、去年、一昨年ですか、

どこか、太田区でしたか、地縁団体で墓地を造成というようなことが、旧村部あたりだとあったりするのですけれども、

そのいろいろ、いざ墓地をつくると言っても、農地法とか、墓埋法の関係があってすぐにはできないとは思うのですけ

れど、そちらの、東山霊園以外の墓地需要で、よく地元であるのが、いわゆる集団墓地と言いますか、近くに畑を墓地

として変わっていくような事例があったりするのですけれども、そういったところはどうなっているのですか。 

○生活環境課長 墓地、埋葬等に関する法律で、墓地については、それの許可を受けないとできないわけですが、その

農地が墓地になる、個人的な墓地になるということは、今、私どもは許可しておりません。ただ、今、委員さんが言い

ましたように、太田、それから堅石は共有地が墓地になっておりまして、その隣接地に堅石区民の方たちの需要、アン

ケートをとった内容で、こういう墓地経営をしたいということで届出がなされて、一応、拡幅と言いますか拡張という

形で許可をさせていただきました。太田もそれと同じ隣接地でございますが、区民の方たちの需要に応じた拡大をして

おりまして許可されております。そういうものは、ほとんど今私どもが許可しているものは、そういう形のものを許可

しておりまして、個人の方がそこを墓地としてということでの新規とかは、国のほうでも、それはその地域の関係ので

適しているかどうかということで、なるべく許可をしないのがベターであると。うちのほうでは、そういう区とか、地

縁団体等が今まで管理していた中の区の中の墓地の中を大きくする、または、宗教法人が墓地を新しくするというよう

な場合には、周り２００メートルの同意をいただいて、新規に許可を出すというようなことで努めております。個々の、

例えば、今ここに私のものがあるが、隣のものでここのところがすぐ墓地になるというような内容にはなっていないは

ずでございますが、昔のものでいきますと、一筆の中を墓地として使っていて、その中をもし分けている、その墓地の

エリアの中を分割していく場合には、その墓地経営で許可された中の経営でやっていけるものですから、墓地経営の許

可はいらないということになりますが、拡張に対しては墓地経営の変更、変更ではありませんが拡大の許可がいるとい

うのが本来の形でございます。今、言われました東山霊園の拡張の中に８０基を設置させていただきますが、今、一般

の、私どもの東山霊園の需要というものは、だいたい約四、五十を年間で考えております。ただ、それは需要でありま

すが、抽選とか、今させていただいておるのですが、それはすぐほしいという方には、返却されたものを随時販売して
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いますので、それで対応させていただきながらやっているわけで、そういう太田とか堅石の墓地の造成分も含めた中で、

一応、予測はさせていただいております。以上です。 

○小野光明委員 そうすると隣接地であれば農地であれ、山林であれ、拡幅は可能という解釈でいいのですか。 

○生活環境課長 それは、そうではありません。墓地経営としてそこのところが墓地の形態をなして、墓地経営をでき

るかどうかというところで判断させていただきますので、個人の墓地の横に個人の人が増設させるということはほとん

ど許可する方向ではございません。 

○小野光明委員 墓地経営というのはよくわからないのですけれど、地元の話をすると、いわゆる、同姓というような、

いわゆる地縁団体なのですか、そこが墓地の管理というか、管理と言っても草刈りしたり何なりということなのですけ

れど、墓地経営というと、どういうことを指さしているのですか、言葉が少しわからないのですけれど。 

○生活環境課長 例えば、ここは小野家の墓地としてありますね、形態が。本家、新宅も含めまして１０件くらい利用

されていると。そこのエリアの中は少し空いているのだけれど、通常、昔からでいきますと、一番本家が真ん中で、あ

と新宅とかが包囲されてなってきている、そのエリアの中をそういうふうに管理をしているのを墓地経営と言います。

ですから１０個なり、２０個なりのエリアの中の同族の方たちが共同でそこを管理しているという言い方はおかしいで

すが、それを墓地経営と言います。ですから、今度、そこの中から私はここを出たいからその横に墓地を拡張してほし

いという経営の許可については、その１個について許可はしておりませんので、その中でやっていただくか、公共、あ

るいは、先ほど言いましたように、区で管理している墓地の中を利用していただくという内容でございます。 

○小野光明委員 もう１点いいですか。そうすると、いわゆるお寺もそういうことをしますが、お寺だと簡単にできて

しまうのですか。 

○生活環境課長 宗教法人ですので、きちんと書類的な面とか、檀家総代会の決議書とか、資金計画書とか、そういう

内容のものをある程度皆さんでなってきていれば、そこのお寺さんは宗教法人ですので、方向的には許可できる方向に

なっております。 

○小野光明委員 ２６７ページの消防負担金の関係で、松本広域連合負担金の関係で、県内の消防２本部制の動向なの

ですけれど、その前に塩尻市ですと南部消防署という話があったと思うのですが、この辺、とんと聞きませんけれども、

南部消防署の位置づけと言いますか、今後の方向を含めてどのようになっているのですか、お願いします。 

○消防防災課長 広域連合のほうの計画で、先般、広域の消防施設についての報告レポートが広域の中ではございまし

た。その中での考え方は、現在のような体制の中で運営していくことが一番経費的にもいいというような報告はござい

ますが、現在、消防の全体の広域化を図るといったようなことで、御存じのように中南信での消防体制だとかという話

で検討もされています。これについては、また、１６日に全協をお願いしておりまして、そちらのほうで報告させてい

ただくようなことできておりますのでお願いしてあります。取りあえず南部基地につきましては、現在の中南信という

のですか、消防の全体広域化を除いては、現体制の中で進めるのがよろしいかということで報告されております。 

○小野光明委員 それでは、２本部制の動向をお伺いしたいと思いますけれど、大分、県内、中南信も、大分違った直

後に東北信は反対の意向があったりするのですけれども、特にこちらのほうは、今、どのような状況になっていますか、

説明をお願いします。 

○副市長 前回がいつでしたか、広域のメリットとか、そういう将来ビジョンは、一応、つくるということで、今、将

来ビジョンの案と言いますか、そういうものができて、それをお示ししてあるのが中南信の状況です。それに基づいて、
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本当に今後２本部体制になった時に、どうなっていくのがいいのかということを、ことし詰めて１０月頃までに一つの

方向性を出そうというのが今の方針です。その前に今の状況を、それぞれの構成団体の議会の議員の皆さんによく説明

したりすることが大事ではないかということで、先ほど言いましたように、この１６日に全員協議会をお願いして、そ

この場で資料をもとに御説明をさせていただきたいということで、今、やっています。県の情勢ですが、東北信のほう

が、少し情報としては１ブロックではなくて少し分裂というか、当面、１つはなかなか難しいので当面は２つかな、そ

の辺はよくわかりませんが、将来的には１つになるにしても当面は少し１つは難しいというような歩みをしているよう

です。中南信は、一応、将来ビジョンというものをつくって、それで御理解いただければ次の段階として、例えば１つ

になった時には理想的にはどういう構成、どういう体制がいいのかということをもう少し研究してやるほうがいいのか

ということで現在やっているところで、あまり内容的には進んでおりません。資料が、きょう、ないものですからいけ

ないのですが、全協で詳しくまた御説明申し上げたいと思います。 

○小野光明委員 将来ビジョンはわかりましたけれども、微妙な、いわゆる中南信についてですけれど温度差があるよ

うに思うのです。その辺は、どのように副市長はとらえているのですか。微妙に違うような気がするのですけれど、逆

にこういう言い方はあれかもしれないですけれど、松本広域はしっかり固まっているのだけれども、いわゆるおんぶに

だっこのような状況はまずいよとか、その本音のところが、どのような議論をしているかわからないので。 

○副市長 ちょっと私もどこがどういう状況かということはよくわかりません。どういう感じかとか、今、これからそ

れぞれの市町村で資料を読んで説明しようということでやっています。ただ、消防の形体が松本広域は、広域連合の大

きい本部ができてきちんとしたしっかりした体制ですね、はっきり言うと。いわゆる本部体制と言っていますけれど、

ほかのところでは、消防の形態がいろいろなやり方があって、広域とは言いながら実際のその中を見ると、それぞれの

市町村ごとに運営しているというところもあります。自まかない方式と言うのだそうですけれども。そういうところは

消防職員がやっていなくて、市町村の職員が消防のほうへ回ったりするようなこともやっているわけです。それを果た

して一本にした時にうまくいくかどうかということは、心配はあります。ありますけれど、そういうことは課題として

整理しておいて、トータルとしてやる時にどういう方法が一番いいのか、今までのような体制を継続しながら一本化す

るのがいいのか、あるいは全体を完全な一つにしてピラミッド型の組織にするのがいいのかということをこれから踏み

込んで検討していこうというのを今やるところです。個々の自治体がどう判断するかということは、今、説明会をする

中で、それをまたみんなで意見聴取しようというところが、今、それぞれの広域ごとに話し合っているところだと思い

ます。 

○委員長 そのほかございますか。ないようでしたら、歳出部分に関しましては取りあえず終了させていただきます。

次に歳入に関しましての部分に移りたいと思います。説明を求めます。 

○財政課長 それでは、予算書の１６、１７ページからお願いいたします。１款市税中個人市民税につきましては、個

人市民税の約８４％が給与所得でございまして、景気低迷の影響により大幅な減少が予測されまして、前年対比４億６，

９００万円の減額で計上するものでございます。法人市民税につきましても、景気低迷によりまして大幅な減少が予測

されまして、前年度対比３億４，６８０万円の減額で計上するものでございます。 

 ２項固定資産税につきましては、土地及び償却資産が減少見込みでございますが、家屋につきましては新築により増

加傾向にございまして、平成２１年度の徴税見込額から推定いたしまして、前年度対比で１億１，８００万円の増額で

計上するものでございます。 
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 国有資産等所在市町村交付金及び納付金につきましては、県や国の施設について固定資産税がわりに交付されるもの

で、７，５５５万７，０００円を計上するものでございます。 

 ３項の軽自動車税につきましては、原動機付自転車は減少傾向にございますが、軽四輪乗用自動車が増加傾向にござ

いまして、前年度対比で９６０万円の増額で計上するものでございます。 

 次のページの４項市たばこ税につきましては、本年１０月１日から１本当たり税で１．７５円引き上げとなりますが、

喫煙者の減も考慮いたしまして、前年度とほぼ同額の３億６，０００万円を計上するものでございます。 

 ５項の鉱産税も景気低迷の影響による採掘量の減に伴いまして、前年度対比で１４万円減の２０万円で計上するもの

でございます。 

 ６項の特別土地保有税につきましては、５，０００平方メートル以上の土地保有に対する課税となりますので、１，

０００円の目だし計上でございます。 

 ７項の入湯税は、入湯客の減少に伴いまして、前年度対比８０万円減額の３００万円を計上するものでございます。 

 都市計画税につきましては、前年度とほぼ同額の３億７，７２０万円を計上するものでございます。 

 ２款地方譲与税１項地方揮発油譲与税につきましては、これまでは地方道路譲与税でございまして、道路特定財源の

一般財源化に伴いまして、地方財政計画で５７．４％の増となっておりますので、前年度対比で６，８００万円の増額

でございます。 

 以下、譲与税関係、それから次のページの利子割交付金から２２ページの交付金、それから２４ページの９款地方特

例交付金、これまでにつきましては、地方財政計画にならっての増減率により計上をしたものでございます。 

 １０款の地方交付税のうち普通交付税につきましては、地方財政計画に基づきまして６．７％増の４８億円で計上す

るものでございますし、特別交付税につきましても２．３％増の４億５，０００万円で計上をするものでございます。 

 １１款の交通安全対策特別交付金につきましては、交通違反等の反則金の３分の１が市町村に交付されるものでござ

いますが、前年度と同額の１，４００万円を計上するものでございます。 

 以下１２款の分担金からは、前年度と比較して増減の大きなものを中心に説明させていただきますのでよろしくお願

いいたします。分担金、負担金のうち次の２６ページの１目民生費負担金、これが８７２万２，０００円減額となりま

すのは、児童福祉費負担金中、説明欄の保育料につきまして、やはり景気の影響によりまして所得階層が低い方向にシ

フトされることを想定いたしまして、前年度対比で９４０万円余減額の３億９，１３０万５，０００円の計上とするこ

とによるものでございます。なお、長時間保育等負担金につきましては、新たになります広丘東保育園、これが開設に

伴いまして長時間保育の時間拡大をすることなどから利用者増を見込みまして、１３７万９，０００円増額の２，４７

３万４，０００円で計上するものでございます。 

 １３款使用料及び手数料のうち１目総務使用料、これが前年度対比で２０１万２，０００円の増額でございますが、

これは、説明欄の中の市民交流センター使用料、これを開館に伴いまして、貸館使用料２１０万円を見込み計上したこ

とによるものでございます。 

 次の衛生使用料の１８５万円の減額は、施設使用料の減額によるものでございます。 

 ５目商工使用料につきましては、前年度比較で７０２万４，０００円の減額でございますが、これは説明欄等には出

てまいりませんが、塩尻インキュベーションプラザが平成２２度から指定管理者制度による管理となりまして、インキ

ュベーションオフィスにかかわる使用料７２０万円余が減額となることによりまして減額となるものでございます。 
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 次の２８ページ６目土木使用料中、土木管理使用料の地域振興バス使用料につきましては、路線、ダイヤ改正がござ

いますが、２０万円増の４００万円を計上するものでございます。 

 また、その下でございますが、広丘駅周辺整備によりまして、新たに広丘駅タクシー駐車場使用料１８万４，０００

円を計上するものでございます。 

 次の３０ページでございますが、１目総務手数料が３１５万６，０００円減額でございますが、これは、戸籍住民基

本台帳手数料の今年度平成２１年度実績に基づきまして、戸籍手数料等を減額計上としたためでございます。 

 次の３２ページ、２目衛生手数料、これが２２３万７，０００円減額でございますが、清掃手数料のうち説明欄の市

外し尿処理施設利用手数料、これが平成２１年度まで朝日村の農業集落排水の汚泥を受け入れておりましたが、これが

公共下水道化により減額となるものでございます。 

 ４目の土木手数料、これが１６０万２，０００円減額でございますが、都市計画手数料中の建築確認手数料、この申

請件数が減少傾向にございますので、前年度比較で１６７万９，０００円を減額いたしまして、５１１万８，０００円

で計上したことによるものでございます。 

 ３４ページ１目民生費国庫負担金、これが１０億５，４８５万３，０００円増額となりますのは、児童福祉費負担金

中、説明欄の一番下の子ども手当創設による子ども手当負担金、これが１１億８，４１１万１，０００円改造となるこ

とが主な要因でございます。また、児童手当につきましては、平成２２年度は、子ども手当の中に包括されるというこ

とになりまして、平成２２年度分の単独支給はございませんが、平成２１年度の２月と３月分の２カ月分のみ平成２２

年度に支払うという形になります。このため、児童手当関係の負担金は１０カ月分が減額となるものでございます。こ

の原因は、児童手当の支給が６月と１０月と２月の三半期でまとめて支払いとなっているためでございます。ですので、

子ども手当につきましても、児童手当と同じように６月と１０月と２月の三半期の支給となるため、平成２３年の２月

と３月分の支給は平成２３年度の給付となりますので、平成２２年度につきましては１０カ月分の予算計上となるもの

でございます。 

また、子ども手当の４つ上の黒ポツの児童扶養手当負担金７，５６８万９，０００円につきましては、母子家庭の増、

それと平成２２年度からは、中途からになりますが父子家庭にも拡大されるため、１，１２４万１，０００円の増額で

計上するものでございます。 

 次の１目民生費国庫補助金が１，１５８万８，０００円減額でございますが、これは、次のページの５節の老人福祉

費補助金の地域介護・福祉空間整備等交付金の減額によるものでありまして、平成２１年度まではこの交付金で対応し

ておりました小規模多機能型居宅介護施設等への補助金が、国の経済危機対策によりまして補助限度額が増額されまし

て、県の基金からの補助となったことにより、この科目からは減額となるものでございます。 

 次の２目の衛生費国庫補助金が５７１万２，０００円増額となりますのは、２節保健衛生費補助金の疾病予防対策事

業費等補助金５７１万２，０００円の改造によるものでございます。この補助金につきましては、女性特有のがん検診

に対する補助でございまして、補助率は２分の１でございます。 

 ４目商工費国庫補助金が４，０６０万円減額となりますのは、平成２１年度は大門中央通り地区市街地再開発事業、

ここの額が大きかったものでございますが、塩尻駅周辺整備事業、塩尻駅南地区市街地再開発事業、暮らし・にぎわい

再生事業補助金を計上するものでございます。 

 次の３８ページの５目土木費国庫補助金が１億２，４２８万５，０００円減額となりますのは、広丘駅周辺整備事業
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の終了によりまして９，６００万円が減額になることが主な要因でございます。なお、説明欄の社会資本整備総合交付

金の道路は、川岸線、堅石通学線、堅石高出線、吉田原通り線等にかかわる交付金でございます。同じく社会資本整備

総合交付金の塩尻駅周辺地区につきましては、広丘西通線、平出一里塚線、大門高出線、郷原大門線にかかわる交付金

でございます。また、社会資本整備総合交付金の住宅につきましては、渋沢団地と定住促進住宅にかかわる交付金でご

ざいます。 

次の６目教育費国庫補助金が１億１６２万４，０００円増額でございますが、これは４節の社会教育費補助金の一番

下の（仮称）高出地区センター、こちらの８，５１０万円の計上が主な要因でございます。 

 総務費国庫補助金の１０億９４０万円の減額につきましては、市民交流センターのまちづくり交付金でございます。 

 ４０ページの２目民生費委託金が５０８万１，０００円増額となりますのは、２節の児童福祉費委託金の子ども手当

事務取扱交付金の４８３万９，０００円の計上が主な要因でございます。 

 次の県支出金の１目民生費県負担金が１億１，００９万７，０００円減額となりますのは、２節の児童福祉費負担金

の児童手当関係の負担金が１億１，８００万円余減額となることが主な要因でございます。先ほど国庫負担金のところ

で御説明申し上げましたとおり、児童手当につきましては、平成２１年度の２月と３月分の２カ月分のみ平成２２年度

に支給となるため、児童手当関係の負担金は１０カ月分が減額となることによるものでございます。 

 ４２ページの２項県補助金の１目総務費県補助金が１億８，１６５万６，０００円の新規増となりますのは、安心こ

ども基金事業補助金のひとり親家庭等の在宅就業支援事業分の計上によるものでございます。１００分の１００でござ

います。 

 次の２目民生費県補助金が７，６１５万３，０００円増額となりますのは、次のページの３節老人福祉費補助金の介

護基盤緊急整備等特別対策事業補助金５，２５０万円の改造が主な原因でございます。この補助金につきましては、国

庫補助金のところで御説明いたしましたとおり、国の経済危機対策により補助限度額が増額されまして、補助金であっ

たものが県からの補助となったことによるものでございます。 

 次の３目の衛生費県補助金が５０９万９，０００円増額となりますのは、２節の保健衛生費補助金の妊婦健康診査支

援事業補助金の増が主な要因でございます。妊婦の超音波検診が４回に拡大されるものでございます。 

 次の４目労働費県補助金が４，２０７万６，０００円増額となりますのは、ふるさと雇用再生特別事業と緊急雇用創

出事業、これの対象事業の増によるものでございます。 

 次の５目農林水産業費県補助金が２，２２０万６，０００円増額となりますのは、２節林業費補助金中、森林造成事

業補助金で信州の森づくり事業分が増額となったことによるものでございます。 

 ４６ページの３項委託金中１目総務費委託金が４，９０５万円増額でございますが、これは４節選挙費委託金で県知

事選挙費委託金、参議院議員選挙費委託金等の計上によるものと、次のページになりますが５節統計調査費委託金で、

国勢調査分を計上することが主な要因でございます。 

 次の５０ページの２項財産売払収入中、１目不動産売払収入が１，９３０万円増額でございますが、これは市有地売

払収入の２，５８０万円の中に旧中町駐車場用地を奈良井公民館用地として売り払うため２，１００万円を計上したこ

とが主な要因でございます。 

 次の１７款寄付金で７２２万５，０００円の増額でございますが、商工費寄付金で駅前広場植樹の寄附金として２０

０万円、また、土木費寄付金で、定住促進住宅の地元寄附金として５２２万５，０００円を計上したことによるもので
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ございます。 

 ５２ページの４目住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金が１２８万６，０００円皆増となりますのは、この特別会

計におきましては、平成２２年度は、起債償還額よりも貸付金の返済額が多くなりますので、その歳入超過分を一般会

計へ繰り入れるものでございます。 

 ２項の基金繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入金５億円等、総額で平成２２度は９億４，６００万円を

繰り入れるものでございます。 

 ５４ページの財産区繰入金につきましては、平成２１年度は財産区議会議員選挙の繰り入れがございましたので、こ

の分が全額減額となるものでございます。 

 ５６ページでございますが、３項貸付金元利収入中、１目勤労者融資対策預託金元利収入及び２目の中小企業融資あ

っせん資金預託金元利収入につきましては、それぞれの預託金の増額に伴いまして増額となるものでございます。 

 次のページの５８ページの５項の雑入中、２目弁償金の平出遺跡復元住居火災損害賠償金５２万円につきましては、

平出遺跡復元住居家屋の加害者の損害賠償金でございます。 

 ６０ページの５目雑入が全体で２，０１５万２，０００円の減額でございますが、これにつきましては、６３ページ

の一番下になりますが、資源物売却金が、この額は平成２１年度は２，３７９万円を計上いたしましたが、資源物のう

ち特に古紙の買い取り単価が落ちてきているため、総額で８２９万８，０００円減額の１，５４９万２，０００円で計

上することによるものでございますし、また、次の６４ページの８節消防費雑入の消防団員退職報償金、これが平成２

２年度は退職見込み者数の減によりまして、１，８４０万円減の１，１５０万円で計上することが主な要因でございま

す。 

 ６６ページ市債でございますが、１目総務債につきましては、平成２１年度は市民交流センター取得にかかわる合併

特例債が７億４，３００万円余ございましたので大きく減額となるものでございますが、合併特例事業債基金分につき

ましては、平成２１年度と同額の５，０００万円を積み立てるため、この額の９５％、４，７５０万円の合併特例債の

借り入れをするものでございます。 

 補償金免除繰上償還につきましては、先ほど歳出のところでお話しました本市では６％以上の金利の負債が対象とな

りまして、国の予算の範囲内としているところでございまして、当面、５，０００万円の予算計上をさせていただいた

ものでございます。 

 ２目の民生債では、広丘東保育園の建設事業と楢川保育園の設計委託料の起債を計上するものでございます。 

 ３目の農林水産業債では、地域活性化事業債といたしまして、農業用水路等の改修工事に対する起債を計上するもの

でございます。 

 次の６８ページの４目の商工債では、平成２１年度は大門中央通り地区市街地再開発事業に合併特例債３億９，５０

０万円余がございましたので、この分が大きく減額となりますが、塩尻駅周辺整備、塩尻駅南地区市街地再開発、暮ら

し・にぎわい再生事業にかかわる起債を計上するものでございます。 

 次の５目土木債では、高校北通線と床尾団地整備の完了により大きく減額となりますが、１節道路橋梁債で広丘東通

線や川岸線などの道路にかかわる起債を計上するものでございますし、２節の都市計画債では、塩尻駅周辺地区として

大門高出線、平出一里塚線、郷原大門線の起債を計上するものでございます。３節の住宅債では、渋沢団地の実施設計

委託料の起債を計上するものでございます。 
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 次の６目消防債では、小型動力ポンプ３台と消防ポンプ自動車１台にかかわる起債を計上するものでございます。 

 次の７目教育債では、広丘小学校の体育館、（仮称）高出地区センター、洗馬小学校グラウンドの夜間照明、奈良井

公民館建設補助にかかわる起債を計上するものでございます。 

次の７０ページの臨時財政対策債につきましては、地方財政計画に基づきまして、５１．１％増額の１３億６，００

０万円で計上するものでございます。 

歳入につきましては以上でございますが、７ページをお願いしたいと思います。第２表債務負担行為でございます。

土地開発公社の借り入れに対する債務保証、また塩尻市振興公社の借り入れに対する債務保証、また合併処理浄化槽排

水設備の資金融資に対する損失補償とか、本会議会議録検索システムなどのリース契約につきまして、次の８、９ペー

ジまで当年度の債務負担行為を設定するものでございますのでお願いいたします。 

続きまして１０ページの第３表地方債でございますが、先ほど歳入のところで御説明させていただきました起債につ

きまして、それぞれの起債の目的、限度額、起債の方法等を定めるものでございます。以上でございます。 

○委員長 歳入全般の説明をいただきましたが、ちょうどいい時間でありますので、これで本日の会議は延会としたい

と思いますが、いかがでしょう。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、明日午前１０時ということで、本日の会議は延会とさせていただきます。どうも御苦労さまでご

ざいました。 

午後４時５７分 閉会 

 

 

 

 

平成２２年３月１０日（水） 

  委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

総務環境委員会委員長   森川 雄三   印 


